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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

 

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 2014年12月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月

売上高 (千円) 1,955,027 1,933,241 2,368,112 3,444,206 3,835,530

経常損失(△) (千円) △1,110,316 △2,630,386 △2,316,806 △3,976,784 △2,748,730

当期純損失(△) (千円) △1,115,877 △2,632,095 △2,313,233 △3,977,862 △2,752,533

持分法を適用した場合の
投資損益

(千円) － － － － －

資本金 (千円) 8,330,775 8,330,775 9,948,298 10,761,676 12,972,579

発行済株式総数 (株) 32,390,923 32,390,923 46,530,824 54,049,224 82,398,924

純資産額 (千円) 6,963,576 4,431,811 5,484,870 3,239,402 4,901,799

総資産額 (千円) 7,453,799 4,984,289 6,878,384 4,252,284 6,239,423

１株当たり純資産額 (円) 208.80 127.56 108.61 50.00 53.06

１株当たり配当額
(内１株当たり中間配当
額(円))

(円)
－ － － － －
(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期
純損失金額(△)

(円) △36.26 △81.26 △58.82 △79.78 △41.38

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 90.7 82.9 73.5 63.6 70.1

自己資本利益率 (％) － － － － －

株価収益率 (倍) － － － － －

配当性向 (％) － － － － －

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,266,174 △2,271,686 △1,960,089 △3,816,793 △2,324,547

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 314,413 1,489,141 △43,836 △77,507 △26,180

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 543,700 △2,632 3,658,177 1,164,230 4,272,056

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 5,092,075 4,261,438 5,719,325 2,947,059 4,821,355

従業員数
(外、臨時雇用者数)

(人)
69 74 77 78 90
(8) (6) (12) (12) (16)

 

(注) １．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

４．自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

５．株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

６．第13期から14期にかけての従業員数の増加は、主として自社販売体制への移行に向けて期中採用が増加

したことによるものであります。
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２ 【沿革】

年月 事項

2005年３月 東京都港区において当社設立。

2005年12月
アステラス・ファーマ GmbH社(現 アステラス・ドイッチラント GmbH社)と抗がん剤 SyB L-0501の日
本における独占的開発権及び独占的販売権の供与を受けるライセンス契約を締結。

2006年８月
SyB L-0501の第Ⅰ相臨床試験(再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫
の患者を対象)を開始。

2007年３月
アステラス・ドイッチラント GmbH社とSyB L-0501の中国、韓国、台湾及びシンガポールにおける独占
的開発権及び独占的販売権の供与を受けるライセンス契約を締結。

2007年９月
SyB L-0501の第Ⅰ相臨床試験(再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫
の患者を対象)を終了。

2007年12月
SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫
の患者を対象)を開始。

2008年３月
イノファーマックス社とSyB L-0501の台湾における独占的開発権及び独占的販売権を供与するライセン
ス契約を締結。

2008年８月
エーザイ株式会社とSyB L-0501の日本における共同開発権及び独占的販売権を供与するライセンス契約
を締結。

2008年10月 SyB L-0501の第Ⅰ相臨床試験(再発・難治性の中高悪性度非ホジキンリンパ腫の患者を対象)を開始。

2009年３月
セファロン社とSyB L-0501の中国における独占的開発権及び独占的販売権を供与するライセンス契約を
締結。

2009年３月
SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫
の患者を対象)を終了。

2009年５月
エーザイ株式会社とSyB L-0501の韓国及びシンガポールにおける独占的開発権及び独占的販売権を供与
するライセンス契約を締結。

2009年10月
SyB L-0501を、再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を予定適応症と
して、優先審査対象品目として国内製造販売承認を申請。

2010年３月 SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(再発・難治性の中高悪性度非ホジキンリンパ腫の患者を対象)を開始。

2010年10月

再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を適応症として、抗悪性腫瘍剤

「トレアキシン
®
(開発コード：SyB L-0501 、一般名：ベンダムスチン塩酸塩)」の国内製造販売承認を

取得。

2010年12月
抗悪性腫瘍剤「トレアキシン

®
(開発コード：SyB L-0501 、一般名：ベンダムスチン塩酸塩)」を、再

発・難治性の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を適応症として提携先の
エーザイ株式会社を通じて国内販売を開始。

2011年７月
オンコノバ・セラピューティクス社と抗がん剤 SyB L-1101(注射剤) / C-1101(経口剤)の日本及び韓国
における独占的開発権及び独占的販売権の供与を受けるライセンス契約を締結。

2011年10月 大阪証券取引所JASDAQ(グロース)(現　東京証券取引所JASDAQ(グロース))に株式を上場。

2011年11月
SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(未治療（初回治療）の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リ
ンパ腫の患者を対象)を開始。

2011年12月 SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(再発・難治性の多発性骨髄腫の患者を対象)を開始。

2012年６月 SyB L-1101の第Ⅰ相臨床試験(再発・難治性の骨髄異形成症候群(MDS)の患者を対象)を開始。

2013年３月 SyB C-1101の第Ⅰ相臨床試験(初回治療の骨髄異形成症候群(MDS)の患者を対象)を開始。

2013年５月 SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(慢性リンパ性白血病の患者を対象)を開始。

2013年11月 SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(再発・難治性の多発性骨髄腫の患者を対象)を中止。
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年月 事項

2015年１月 スポンサー付きADR（米国預託証券）プログラムを設立。

2015年10月
ザ・メディシンズ・カンパニー社と手術後の自己疼痛管理用医薬品 SyB P-1501の日本における独占的
開発権及び独占的販売権の供与を受けるライセンス契約を締結。

2015年10月 SyB L-1101の国際共同第Ⅲ相臨床試験(再発・難治性の骨髄異形成症候群(MDS)の患者を対象)に参加。

2016年５月 米国カリフォルニア州メンローパークに子会社、シンバイオファーマUSA（現非連結子会社）を設立。

2016年６月 SyB P-1501の第Ⅲ相臨床試験(入院期間中の短期術後急性疼痛管理を対象)を開始。

2016年８月 SyB L-0501の慢性リンパ性白血病に対する効能追加の承認を取得。

2016年12月
SyB L-0501の未治療（初回治療）の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫に対する効
能追加の承認を取得。

2017年８月 SyB L-0501の第Ⅲ相臨床試験(再発・難治性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の患者を対象)を開始。

2017年９月
イーグル・ファーマシューティカルズ社との間でトレアキシン®液剤 SyB L-1701(RTD製剤) / L-1702
(RI製剤)の日本における独占的開発権及び独占的販売権の供与を受けるライセンス契約を締結。

2017年11月 ザ・メディシンズ・カンパニー社とのSyB P-1501のライセンス契約を解除。

2018年１月 SyB C-0501の第Ⅰ相臨床試験（進行性固形がんの患者を対象）を開始。

2018年２月 SyB P-1501の開発を中止。

2018年５月 SyB C-0501の前臨床試験(全身性エリテマトーデス（SLE)を対象）を開始。

2018年10月 トレアキシン®の国内販売について自社による販売体制構築の準備を開始。

2018年11月 SyB L-1702（RI液剤）の臨床試験を開始。
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３ 【事業の内容】

１．当社の事業概要について

(1) 当社の概要

当社は、元米国アムジェン社
(注1)

本社副社長で、同社の日本法人であるアムジェン株式会社（現在は武田薬品工

業株式会社が全事業を譲受）の創業期から約12年間社長を務めた吉田文紀が、2005年３月に設立した医薬品企業

です。

経営理念は「共創・共生」（共に創り、共に生きる）で表され、患者さんを中心として医師、科学者、行政、

資本提供者を「共創・共生」の経営理念で結び、アンメット・メディカル・ニーズ（Unmet Medical Needs）
(注2)

に応えていくことにより、社会的責任及び経営責任を果たすことを事業目的としています。

なお、当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるた

め、セグメント別の記載を省略しています。

 
(注1) バイオ医薬品業界最大手。1980年、米国カリフォルニア州サウザンド・オークスにおいて、AMGen(Applied

Molecular Genetics)として設立。日本においては、1993年５月１日にアムジェン株式会社として業務を開

始しました。なお、2008年２月に武田薬品工業株式会社がアムジェン株式会社の株式を100％取得後、現在

は武田薬品工業株式会社が全事業を譲受しています。

(注2)アンメット・メディカル・ニーズ（Unmet Medical Needs）とは、未だ満たされない医療上の必要性を意味

し、患者さんや医師から強く望まれているにもかかわらず有効な既存薬や治療がない状態を指します。

 

(2) 当社の事業の特徴

がん及び血液領域における希少疾病分野
(注3)

の研究開発の多くは、欧米を中心に、大手製薬企業よりもむし

ろ、多くの大学・研究所、バイオベンチャー企業により創薬研究・新薬開発が活発に行われ、海外では既に数々

の有用な新薬が医療の現場に提供されています。しかし、これらの分野は開発に高度の専門性が求められること

から、開発の難度も高く、また大手の製薬企業が事業効率の面、採算面で着手しにくいため日本を初めとするア

ジア諸国においては手掛けられていない空白の治療領域となっています。当社は、極めて医療上のニーズは高い

ものの、新薬の開発が遅れている空白の治療領域をビジネスチャンスと捉え、特に、高い専門性が求められ難度

が高いために参入障壁の高いがん及び血液領域を中心とした日本初のスペシャリティ・ファーマ
(注4)

です。当社

は、大型新薬（いわゆる売上高が1,000億円を超える「ブロックバスター」）の追求ではなく、マーケットは相対

的に小規模でも医療ニーズの高い希少疾病分野を中心とした新薬開発に取り組み、これらの医薬品及び新薬候補

品を数多く保有することにより、強固なパイプライン・ポートフォリオを構築し、高付加価値で高収益を達成

し、持続性のある事業展開を行います。

当社は、このような空白の治療領域を埋めるための新薬の開発・提供を行うことを企業使命として設立されま

した。新薬が開発されないことで治療上の問題を抱えている患者さんに対して、短期間で開発をし、迅速に治療

薬をお届けすることを最優先に考え、医療への貢献、そして医薬品業界の健全な発展に寄与することにより、持

続的成長と安定への道を進んでまいります。

 
(注3) 希少疾病分野とは、患者数が少ない疾病分野のことで、この分野に対する医薬品は希少疾病用医薬品

（Orphan Drug：オーファンドラッグ）と呼ばれます。厚生労働省はオーファンドラッグ制度を設定し、我

が国において患者数が５万人未満の重篤な疾病であること、医療上特にその必要性が高いこと等をその指

定の基準としています。当該指定を受けると、申請から承認までの期間が短縮され、再審査期間が最長10

年になる等の優遇措置があります。

(注4) スペシャリティ・ファーマとは、得意分野において国際的にも一定の評価を得る研究開発力を有する新薬

開発企業をいいます（2007年「新医薬品産業ビジョン」（厚生労働省）の定義による）。

 

(3) 当社の事業モデルについて

創薬系事業の特徴として、新薬の開発は長期間にわたり膨大な先行投資を強いられるものの、その研究開発の

成功確率は極めて低いことが知られています。一般に、研究所において何らかの生物・生理活性
(注5)

が認められた

化合物が新薬として承認にいたる確率は、２万分の１～２万５千分の１と言われています。また、承認を取得し

た新薬のうち、上市・販売後において採算が取れるのはそのうちの15～20％以下と言われています。当社は、こ

のような創薬系事業の難しさを踏まえた事業モデルを構築しています。

　当社では、開発にかかる様々なリスクと費用を軽減するとともに、開発候補品の臨床試験を迅速・確実に進

め、開始から承認取得までの期間を短縮するために、主として既にヒトでPOC(Proof Of Concept）
(注6)

が確立さ
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れ、前臨床試験データと臨床試験データがある化合物を対象としております。これらの化合物の探索は当社独自

の探索ネットワークと評価ノウハウを活用して、社内の経験を有した専門スタッフによる第１次スクリーニング

により絞り込みを最初に行います。その後、科学的諮問委員会(Scientific Advisory Board：以下「SAB」といい

ます）
(注7)

において、第一線で関連分野における治療の研究に携わる経験豊かな社外専門家の厳密な評価を受けた

上で、当社において最終的な導入候補品を決定いたします。

社内外の専門家による、こうした“目利き”のプロセスを経て、当社はがん及び血液領域を中心として、製薬

企業、バイオベンチャー企業等から主にヒトでPOCが確立された開発品の日本並びにアジア諸国、さらにはグロー

バルの開発・販売権を継続的に確保することにより、持続性のある事業を展開しています。そのような、開発の

成功確率が高く、事業性のある、魅力的な開発候補品を導入するためには、この“目利き”の力に加え、がん及

び血液という開発の難度が高い治療領域における当社の開発力について、開発候補品の提供者であるライセン

サーから高い評価を得ることも導入の成否を決める重要なポイントとなります。そのためには、①適切な治験計

画の策定、②治療対象となる適切な治験患者の選定、③その領域における医学専門家と公正な関係を維持・構築

できる、専門性の高い優秀な開発スタッフが必要となります。これらの総和が開発力となり、開発を着実に、か

つ迅速に実行することが可能となります。がん及び血液分野で実績のある大手製薬企業の開発部門で経験を積ん

だ人材を中心に構築された当社の開発チームが導入から承認申請までを僅か４年間という短期間でなし得た、抗

がん剤 SyB L-0501での実績は、ライセンサー、パートナー企業、導入候補先企業から高い評価を得ています。

なお、開発につきましては、基本的な開発戦略の中枢となる臨床試験のデザイン、海外の試験との連携、医学

専門家との調整等は当社が主体となって手掛け、定型的な開発業務は、外部資源であるCRO(Contract Research

Organization 受託臨床試験実施機関)
(注8)

へ業務委託し、製造についてはライセンス供給元あるいは信頼できる国

内外の製薬企業へ業務委託を行います。

販売につきましては、2008年８月に締結した事業提携契約に基づき、エーザイ株式会社（以下「エーザイ」と

いう）を通じて国内販売を行っておりますが、2020年12月の契約満了以降は自社販売体制へ移行することを決定

しております。将来の自社販売体制への移行に向けて、がん及び血液領域に精通した自社MR(Medical

Representative)
(注9)

 の採用と育成を通じた営業体制の確立と営業戦略・企画の策定及び市場調査を行うマーケ

ティング体制の確立に努めるとともに関係治療領域におけるKOL(Key Opinion Leader)(注10)との良好な関係構築、

的確な医療ニーズの把握と市場調査を行い、各種データ、ノウハウの蓄積を図ってまいります。

 

これらの事業モデルを図示すると以下のようになります。
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(注5) 生理活性とは、化学物質が生体の特定の生理的調節機能に対して作用する性質のことです。この生理活性

の作用を持つ化学物質を疾病治療に応用したものが医薬品となります。

(注6) POC（Proof of Concept）とは、新薬候補物質の有効性や安全性を臨床で確認し、そのコンセプトの妥当性

を検証することを意味します。

(注7) 科学的諮問委員会（SAB：Scientific Advisory Board）とは、世界中から集まる膨大な新薬候補を元に、

医療ニーズの高さや収益性などリスクバランスのとれたポートフォリオを、それぞれの専門の立場から意

見や提言を交え徹底的に議論した上で、パイプライン戦略を構築する、当社の重要な評価機関です。当社

では、SABを年２～３回開催し、世界中から優れた実績と経験をもつ臨床医・基礎科学者の方々に、当社の

創薬研究及び新薬開発のアドバイザーとして参画いただいています。

(注8) CRO(Contract Research Organization)とは、製薬企業が、自社で実施する開発業務を遅滞なく進めるため

に、一部の業務について委託を行う機関です。委託業務の内容としては、治験が実施計画書どおりに遂行

されているかをモニタリングするモニター業務や、臨床データを管理するデータ管理業務などがありま

す。

(注9) MR(Medical Representative)とは、自社医薬品に関する情報の専門家として医療機関を訪問し、医療関係

者と面談することにより、医薬品の品質・有効性・安全性等に関する情報の提供・収集・伝達を主な業務

とする医療情報担当者をいいます。

(注10)KOL (Key Opinion Leader)とは、担当領域の治療において他の医師に影響力を持つ医師のことをいいま

す。

　

(4) 当社の事業戦略

当社は、上記の事業を成功させるために、主に以下の５つの事業戦略を展開しています。

(a) ポストPOC戦略による開発リスクの軽減

当社の導入候補品
(注11)

は、主として既にヒトでPOCが確認されていることを原則としています。従って、臨床

開発ステージが比較的後期段階にある候補品か、既に海外で上市されている製品が対象となります。これらの

導入候補品は既に海外で先行して開発が行われており、新薬としてヒトでの有効性・安全性が確認されている

ことから、開発リスクを軽減でき、また、先行している海外の治験データを活用することにより日本を含めア

ジアにおける開発期間を短縮するとともに開発コストを低減し、成功確率を高めることが可能となります。

　

(注11)導入候補品とは、当社の開発候補品として他社より開発権等の権利取得を検討している化合物を指しま

す。

　

　

(注12)ブリッジングスタディとは、外国での臨床データを活用するために国内で行われる試験のことをいいま

す。この国内試験の結果を外国のデータと比較し、同様の傾向があることを確認します。

　

(b) 高度な探索・評価能力による、優れたパイプラインの構築

当社の新薬サーチエンジンは、製薬企業及びバイオベンチャー企業等との多様なネットワークによって構築

され、膨大な化合物の中から、社内の専門家による厳正な評価を経て、有望な導入候補品が抽出されます。こ

れらの導入候補品は更に、第一線で研究に携わる経験豊かな専門家により構成されるSABに諮られ、そのアドバ

イスと評価を受けた上で導入候補品を決定しています。この開発品導入決定までの高度なスクリーニングプロ

セスは、既に海外において有効性・安全性が確認された開発品を導入するポストPOC戦略と相まって開発リスク

の軽減と開発期間の短縮につながることになり、また、候補品が医療の現場において求められるものかどうか

の医療ニーズの充足度に対する理解、及び上市後の収益予測の精度向上に貢献しています。
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＜当社の開発品導入プロセス＞

　

(注13)CDAとは、Confidential Disclosure Agreementの略で、秘密保持契約書のことを意味します。

　

(c) ラボレス・ファブレス戦略による固定費抑制

当社は、一切の研究設備や生産設備を保有していません。研究設備・生産設備はともに固定費発生源の代表

格ですが、当社はこれらを一切保有せずに、開発候補品の探索及び導入後は、開発品の開発戦略策定と実行等

の付加価値の高い業務に専念し、そのほかに必要とされる定型的な開発業務は外注しています。これにより低

コストの医薬品開発を実現するとともに、財務戦略の機動性を確保しています。

 

(d) ブルーオーシャン戦略
(注14)

による高い事業効率の実現

海外で標準治療薬として使用されている製品が日本では使用できない、あるいは海外で新薬として承認され

た製品が５年近くも遅れて日本で承認される、いわゆるドラッグ・ラグの問題が深刻化しており、がん患者の

難民という言葉も生まれています。このドラッグ・ラグは、当社の戦略的開発領域である難治性のがん及び血

液疾患領域で特に目立っています。特に抗がん剤の市場自体は大きく、また高齢化に伴い現在も拡大傾向にあ

るものの、抗がん剤の対象疾患は多岐にわたり、がん腫により細分化されているため、各々のがん腫でみると

対象患者数がそう多くはない治療領域が数多く存在します。これらの領域での新薬の開発には、極めて高い専

門性が求められ、開発の難度が高い半面、大手の製薬企業では採算性などの問題から開発に着手しにくいこと

がその理由のひとつといわれています。しかし、ひとたび、そうした領域において新薬の承認を取得し上市で

きれば、競合が少ないため、これらの領域で適応拡大・新製品上市を着実に積み上げていくことで、高成長・

高収益を実現できるものと考えています。

 

(注14)ブルーオーシャン戦略とは、競合との熾烈な競争により限られたパイを奪い合う市場（レッドオーシャ

ン）を避け、市場を再定義し、競合のいない未開拓な市場（ブルーオーシャン）を創造することで、顧客

に高付加価値を与えつつ利潤の最大化を目指す戦略です。

 

(e) アジアからグローバル展開へ

当社はこれまで日本を中心としたアジア各国を対象に事業を展開してまいりました。しかしながら、日本の

医療を取り巻く環境が大きく変わっていくなか、アジアに留まっていては大きな発展は望めません。今後はグ

ローバルな展開を視野に入れた開発候補品の探索及び評価を実施してまいります。
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２．当社のパイプラインについて

当社は現在開発中のパイプラインとして、SyB L-0501、SyB C-0501、SyB L-1101、SyB C-1101、SyB L-1701及び

SyB L-1702を有しています。今後も開発候補品を継続的に導入することにより、パイプラインのより一層の拡充及

びリスク・リターンのバランスのとれたパイプライン・ポートフォリオを構築してまいります。

 

＜当社パイプラインの進捗状況と提携先一覧＞

開発番号 薬効分類 権利地域 適応症 開発状況 提携先

SyB L-0501
抗がん剤

(FD凍結乾燥
剤）

日本

再発・難治性
低悪性度非ホジキンリンパ腫 
＊

承認取得
(2010年10月27日)

エーザイ株式会社
(共同開発権・独占的
販売権供与)
 ＊ 当社自社開発
 

再発・難治性
マントル細胞リンパ腫 ＊

承認取得
(2010年10月27日)

再発・難治性
中高悪性度非ホジキンリンパ腫

第Ⅲ相臨床試験
実施中

未治療（初回治療）
低悪性度非ホジキンリンパ腫

承認取得
(2016年12月19日)未治療（初回治療）

マントル細胞リンパ腫

慢性リンパ性白血病
承認取得
(2016年８月26日)

シンガ
ポール

低悪性度非ホジキンリンパ腫
承認取得
(2010年１月20日)

エーザイ株式会社
(独占的開発権・独占
的販売権供与)慢性リンパ性白血病

韓国

慢性リンパ性白血病
承認取得
(2011年５月31日)

エーザイ株式会社
(独占的開発権・独占
的販売権供与)

多発性骨髄腫

再発・難治性
低悪性度非ホジキンリンパ腫

承認取得
(2014年６月16日)

未治療(初回治療)のCD20陽性の
濾胞性リンパ腫

承認取得
(2017年８月８日)

中国
リツキシマブ治療後の再発性Ｂ
細胞性非ホジキンリンパ腫

承認取得
(2018年12月17日)

セファロン社(米国)
(独占的開発権・独占
的販売権供与)

香港

低悪性度非ホジキンリンパ腫
承認取得
(2009年12月30日)

慢性リンパ性白血病

台湾

低悪性度非ホジキンリンパ腫
承認取得
(2011年10月18日)

イノファーマックス社
(台湾)
(独占的開発権・独占
的販売権供与)

慢性リンパ性白血病

未治療（初回治療）
低悪性度非ホジキンリンパ腫

承認取得
(2017年11月15日)

未治療（初回治療）
マントル細胞リンパ腫

SyB L-1701
抗がん剤
(RTD液剤)

日本
SyB L-0501の日本における
全適応症

申請準備中 ―

SyB L-1702
抗がん剤
(RI液剤)

日本
SyB L-0501の日本における
全適応症

臨床試験実施中 ―
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SyB C-0501
抗がん剤
(経口剤)

日本

進行性固形がん
第Ⅰ相臨床試験
実施中

―

全身性エリテマトーデス(SLE) 前臨床試験実施中 ―

SyB L-1101
抗がん剤
(注射剤)

日本
再発・難治性
高リスク骨髄異形成症候群

国際共同第Ⅲ相
臨床試験実施中

―

SyB C-1101
抗がん剤
(経口剤)

日本

再発・難治性
高リスク骨髄異形成症候群
(単剤試験)

第Ⅰ相臨床試験
実施中

―

未治療（初回治療）
高リスク骨髄異形成症候群
(アザシチジン併用)

臨床試験準備中 ―

輸血依存性
低リスク骨髄異形成症候群
(単剤試験）

臨床試験準備中 ―

 

 

(1) [抗がん剤SyB L-0501（凍結乾燥注射剤） / SyB L-1701（RTD製剤） / SyB L-1702（RI製剤） / SyB C-0501

（経口剤）（一般名：ベンダムスチン塩酸塩、製品名：トレアキシン®）]

SyB L-0501の主成分であるベンダムスチン塩酸塩（一般名）は、ドイツにおいて非ホジキンリンパ腫
(注15)

、多

発性骨髄腫及び慢性リンパ性白血病の治療薬（商品名「リボムスチン®」）として長年使用されている抗がん剤で

す。この製品の導入の背景としては、現在、再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リン

パ腫の患者さんには、この分野には優れた薬剤がなく、まさしく当社の企業使命である、空白の治療領域を対象

とした薬剤であること、また当社の強みである分野（血液がん）であることが導入の決め手となりました。この

製品の世界のライセンスの供給元はアステラス製薬株式会社のドイツ子会社であるアステラスドイッチランド

GmbH社であり、北米においてはテバ社（イスラエル）の米国子会社であるセファロン社（本社：米国ペンシルベ

ニア州、以下「セファロン社」）が同社よりライセンス供与を受け、既に2008年３月に慢性リンパ性白血病の治

療薬として、同年10月には再発性B細胞性非ホジキンリンパ腫の治療薬として、米国食品医薬品局（FDA）より承

認を受けています。更に欧州においてはムンディファーマ社（英国）が、その他の地域においてはヤンセン・シ

ラグ社（英国）が、それぞれライセンス供与を受け、独占的開発及び独占的販売権を保有しています。

一方、当社はアステラスドイッチランドGmbH社より日本、中国、韓国、シンガポール及び台湾における独占的

開発及び独占的販売権の供与を受けています。日本においては、2010年10月27日に再発・難治性の低悪性度非ホ

ジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を適応症として製造販売承認され、同年12月10日に発売されました

（製品名はトレアキシン®）。また、その追加適応として、未治療（初回治療）の低悪性度非ホジキンリンパ腫及

びマントル細胞リンパ腫、慢性リンパ性白血病を目標効能とした国内製造販売承認申請を2015年12月に行い、慢

性リンパ性白血病については2016年８月に、未治療（初回治療）の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細

胞リンパ腫については同年12月に製造販売承認を取得しております。再発・難治性のびまん性大細胞型B細胞リン

パ腫（r/rDLBCL）については第Ⅱ相臨床試験を終了し、現在第Ⅲ相臨床試験を行っています。今後、更に製品ラ

イフサイクル・マネジメントを推進することにより、トレアキシン®の事業価値の最大化を図るべく、2017年９月

にイーグル・ファーマシューティカルズ社（本社：米国ニュージャージー州）との間でトレアキシン®液剤（RTD

製剤及びRI製剤）の日本における独占的ライセンス契約を締結しました。現在RTD製剤は承認申請の準備中、RI製

剤については安全性の確認を主目的とした治験を開始しております。

これらの注射剤の適応症に加えて経口剤の開発を推進することにより、固形がんや自己免疫疾患に取り組みさ

らなる事業拡大の可能性を検討すべく、進行性固形がんを対象としてトレアキシン®経口剤の推奨投与量・スケ

ジュール及び忍容性・安全性の検討を行い、がん腫を絞り込むことを目的として第Ⅰ相臨床試験を開始していま

す。また、トレアキシン®の経口投与による免疫系への作用を評価すべく、自己免疫疾患の一種である全身性エリ

テマトーデス（SLE）に対する治療効果の確認を目的とする前臨床試験を実施するため、慶應義塾大学との間で共

同研究契約を締結し試験に着手しています。

なお、日本市場においては、トレアキシン®についてエーザイと共同開発権・独占的販売権を供与する契約を締

結しており、エーザイが本薬剤を販売しています。

次に、当社が権利を有するアジア諸国においては、2009年12月に香港において、低悪性度非ホジキンリンパ腫

及び慢性リンパ性白血病の適応症で承認されました。香港においては、独占的開発権・独占的販売権を供与して

いるセファロン社が販売しています。また、シンガポールにおいては、2010年１月に低悪性度非ホジキンリンパ
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腫及び慢性リンパ性白血病の適応症で承認されました。韓国においては、2011年５月に慢性リンパ性白血病及び

多発性骨髄腫の適応症、2014年６月に再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫の適応症、そして2017年８月

に未治療（初回治療）のCD20陽性の濾胞性リンパ腫の適応症で、それぞれ承認されました。

　韓国とシンガポールにおいては、エーザイと独占的開発権・独占的販売権を供与する契約を締結していま

す。シンガポールにおいては2010年９月より、韓国においては2011年10月より、それぞれエーザイ子会社が本薬

剤を販売しています。

　その他、中国においては、提携先であるセファロン社が2018年12月にリツキシマブ治療後の再発性Ｂ細胞性

非ホジキンリンパ腫の適応症で承認を取得しました。台湾では、提携先であるイノファーマックス社（台湾）が

2011年10月に低悪性度非ホジキンリンパ腫及び慢性リンパ性白血病の適応症で承認を取得して2012年２月より販

売を開始し、2017年11月に初回治療の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫の承認を取得して

います。

 
(注15)非ホジキンリンパ腫とは、白血球の中のリンパ球ががん化した悪性腫瘍である悪性リンパ腫のうち、ホジ

キンリンパ腫以外の総称です。日本人の悪性リンパ腫では、大半を非ホジキンリンパ腫が占めています。

　

(2) [抗がん剤SyB L-1101（注射剤） / SyB C-1101（経口剤）（一般名：Rigosertib Sodium＜リゴセルチブナトリ

ウム＞）]

リゴセルチブは、ユニークなマルチキナーゼ阻害作用
(注16)

を有する抗がん剤で、現在、オンコノバ社により米

国及び欧州において骨髄異形成症候群（MDS）を目標効能として開発が進められています。MDSは、近年患者数が

増加している血液細胞の悪性腫瘍化の前病態であり、高齢者に多く発病し、白血病に移行する可能性が高い難治

性疾患です。

 特に再発・難治性のMDSに有効な薬剤はないため、未充足の治療領域となっています。当社は、オンコノバ社

との間で、本剤の日本及び韓国における独占的開発権及び独占的販売権を取得するライセンス契約を2011年７月

に締結し、現在、注射剤で再発・難治性の高リスクMDSを目標効能として、更に、経口剤で初回治療の高リスク

MDS（アザシチジン併用）を目標効能として、それぞれ開発を進めています。

リゴセルチブ注射剤については現在の標準治療である低メチル化剤による治療において効果が得られない、治

療後に再発した、または低メチル化剤に不耐容性を示した高リスク骨髄異形成症候群（高リスクMDS）を対象と

し、全世界から20ヶ国以上が参加する国際共同第Ⅲ相臨床試験を実施しています。当社は、本国際共同第Ⅲ相臨

床試験に日本から参加し、臨床試験を実施しています。

また、リゴセルチブ経口剤については、オンコノバ社が輸血依存性の低リスクMDSを目標効能とする第Ⅱ相臨床

試験、及び初回治療の高リスクMDS（アザシチジン併用）を目標効能とする第Ⅰ／Ⅱ相臨床試験を進めています。

当社は、リゴセルチブ経口剤単剤による低リスクMDSを目標効能とした国内第Ⅰ相臨床試験を既に終了してお

り、引き続き初回治療の高リスクMDSを目標効能としたアザシチジンとの併用による第Ⅰ相臨床試験を実施すべ

く、現在単剤により高用量の安全性を確認するための国内第Ⅰ相臨床試験を実施しています。第Ⅰ相臨床試験終

了後は国際共同臨床試験への参加を検討しています。なお、輸血依存性の低リスクMDSを目標効能とした開発につ

いてはオンコノバ社の開発状況を見据えながら検討してまいります。

今後当社はMDS以外の適応についても、オンコノバ社における開発の進捗を見据えながら開発を検討してまいり

ます。本剤の注射剤、経口剤の開発を適応に応じて使い分けることにより、患者さんにより使いやすい、そして

コンプライアンスを考えた治療方法の開発を進めてまいります。

　

(注16)マルチキナーゼ阻害作用とは、がん細胞の増殖、浸潤及び転移に関与する複数のキナーゼを阻害すること

によりがん細胞を死に至らしめる作用をいいます。
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(参考) 医薬品研究開発の一般的な進行について

医薬品研究開発のプロセスは以下のとおりであり、通常、(a)から(f)までに10年から17年程度かかるといわれています。
 

(医薬品研究開発のプロセス)

(a) 基礎研究

(b) 前臨床試験(非臨床試験)

(c) 臨床試験(治験)

(d) 申請及び承認

(e) 薬価申請・収載

(f) 上市販売

(g) 製造販売後調査
 

(a) 基礎研究

新薬のもとになる候補物質を探し出すプロセスです。化学物質、微生物、遺伝子などの研究から、将来薬となる可能性がある

新しい物質(成分)を発見したり、化学的に作り出したりするための研究であり、一般的には研究所などで実施されます。
 

(b) 前臨床試験(非臨床試験)

(a)で特定された薬剤候補化合物を対象に、生物学的試験として、動物や培養細胞を用いて安全性や有効性について調べる、

いわゆる動物に対して実施する試験です。また、化学的試験として、製造方法、原薬及び製剤の規格・安定性を調べるなどの試

験があります。
 

(c) 臨床試験(治験)

前臨床試験の結果、有効性及び安全性の観点から有用な医薬品になり得る可能性が認められた場合、十分な検討の上で、実際

にヒトを対象とした有効性及び安全性の検証を行う、臨床試験(治験)が行われます。治験はさらに３段階にわかれ、それぞれ参

加者の同意を得た上で行われますが、その内容は以下のとおりです。

① 第Ⅰ相臨床試験

第Ⅰ相は、治療効果を見ることを目的とせず、比較的少数の健康な志願者を対象に主に副作用と安全性を確認する試験で

す。

② 第Ⅱ相臨床試験

第Ⅱ相は、通常、患者さんにおける治療効果の探索を主な目的とする試験を開始する段階です。少数の患者さんを対象に、

有効性と安全な投薬量や投薬方法を確認する試験です。

③ 第Ⅲ相臨床試験

第Ⅲ相は、第Ⅱ相よりも投与患者数をさらに増やし、治療効果の既存薬剤との比較データ、副作用のデータ等を収集するこ

とによって、有効性と安全性について検証し、新薬として承認されるための適切な根拠となるデータを得ることを目的とした

試験です。
 

(d) 申請及び承認

治験で有効性や安全性などが証明された治験薬について、新薬承認申請書類を作成し、厚生労働省に製造販売承認の申請を行

います。数段階の審査を受け、承認されて初めて「薬」として市場に出ることになります。ちなみに基礎研究段階で新薬候補と

された物質(成分)の内、製造販売承認を得ることができるものはわずか２万分の１から２万５千分の１といわれております。
 

(e) 薬価申請・収載

新薬の価格(以下「薬価」といいます)を厚生労働省へ申請し、開発コスト、類似薬や諸外国の価格を参考に価格の承認を受け

ます。これを薬価収載といいます。
 

(f) 上市販売

薬価収載が完了し、実際に薬を販売できる状況になることを上市といい、この段階から販売が可能になります。
 

(g) 製造販売後調査

販売を開始した後に、病院などの医療機関でさらに多くの患者さんに投与された結果を元に、臨床開発段階では発見できな

かった副作用や適正使用情報などの収集が行われ、厚生労働省に報告を行います。
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４ 【関係会社の状況】

　当社は非連結子会社１社を有しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2018年12月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

90 (16) 48.9 3.8 10,766
 

(注) １．従業員数は就業員数(契約社員を含む)であり、臨時雇用者数(人材会社からの派遣社員)は、（　）内に

外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３. 当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、

セグメント別の記載を省略しております。

 

(2) 労働組合の状況

労働組合は組成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　当社は、以下の点を主要な経営課題と捉え、取り組んでまいります。

① パイプラインの更なる充実について

製薬ベンチャー企業として企業価値を高めるためには、開発候補品を継続的に導入し、パイプラインを充実させ

ていく必要があります。

当社では、抗がん剤SyB L-0501、SyB C-0501、SyB L-1101、SyB C-1101、SyB L-1701及びSyB L-1702において開

発を実施または計画しています。また、現在、新薬候補品の導入に関して複数の案件を相手先企業と協議してお

り、パイプラインの更なる拡充に向けて今後も新規の開発候補品の導入を積極的に進めてまいります。

　

② 既存パイプラインのライフサイクル・マネジメントの追求

企業価値を高めるためには、開発候補品の導入だけではなく、導入した新薬候補品の適応症を追加することによ

り、開発品目あたりの収益の最大化を図る、ライフサイクル・マネジメントを追求することが重要となります。

トレアキシン®は、再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫、慢性リンパ性白血

病、及び未治療（初回治療）の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を適応症として製造販売承

認を取得しています。再発・難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫（r/r DLBCL）については、第Ⅱ相臨床試験

を終了し、現在第Ⅲ相臨床試験を行っています。また、製品ライフサイクル・マネジメントを推進することによ

り、トレアキシン®の事業価値の最大化を図るべく、イーグル・ファーマシューティカルズ社（本社：米国ニュー

ジャージー州）より導入したトレアキシン®液剤（RTD製剤及びRI製剤）の開発を進めてまいります。さらにこれら

の注射剤の適応症に加えて経口剤の開発を推進することにより固形がんや自己免疫疾患に取り組み、さらなる事業

拡大の可能性を検討すべく、進行性固形がんを対象としてトレアキシン®経口剤の推奨投与量・スケジュール及び忍

容性・安全性の検討を行い、がん腫を絞り込むことを目的として第Ⅰ相臨床試験を開始しています。

リゴセルチブについては、現在、骨髄異形成症候群（MDS）を対象として注射剤と経口剤で開発を進めています。

MDSは優れた治療薬が少ないため医療ニーズが極めて高い治療領域のひとつです。当社は、注射剤について、再発・

難治性の高リスクMDSを目標効能としてオンコノバ社が実施している国際共同第Ⅲ相試験の日本における臨床試験を

実施しています。また、経口剤については、低リスクMDSを目標効能として国内第Ⅰ相臨床試験（単剤試験）を既に

終了しており、引き続き初回治療の高リスクMDSを目標効能としたアザシチジンとの併用による第Ⅰ相臨床試験を実

施すべく、現在単剤により高用量の安全性を確認するための国内第Ⅰ相臨床試験を実施しています。第Ⅰ相臨床試

験終了後は、国際共同臨床試験への参加を検討しています。なお、輸血依存性の低リスクMDSを目標効能とした開発

については、オンコノバ社の開発状況を見据えながら検討してまいります。

今後、更なる適応症追加を通じてライフサイクル・マネジメントを追求することにより、トレアキシン®及びリゴ

セルチブの事業価値の最大化を図ってまいります。

　

③ 自社による販売体制構築の準備

現在当社は2008年８月に締結した事業提携契約に基づき、エーザイを販売元としてトレアキシン®の国内販売を

行っています。当事業提携契約は2020年12月に満了することになっており、2021年度に向けて自社による国内販売

への切り替えを計画しています。

自社で専門的な情報提供を行うことによって市場のニーズをより的確に把握しかつ迅速に応えることが可能とな

り、患者さんの利益に資すると共にトレアキシン®が持つ事業価値の最大化を図ります。さらに血液疾患領域に特化

した専門性の高い一貫した営業体制を構築することにより、トレアキシン®に加えて現在開発中の骨髄異形成症候群

（MDS）を対象としたリゴセルチブ（注射剤及び経口剤）が販売品目に加わった際にはより高い事業効率を達成し、

収益の持続的拡大及び株主利益の最大化を実現することを目指してまいります。

 
④ 更なる成長を求めてグローバル展開へ

当社はこれまで日本のみならず、中国・韓国・台湾・シンガポールの４ヶ国を戦略地域として位置付け、アジア

地域への展開を進めてまいりました。

しかしながら、日本においては高齢化とともに医療費が膨張し、それに伴う国家戦略として後発医薬品80％時代

が始まり新薬メーカーにとって厳しい環境が続くことが予想されます。また、アジア各国においても同様の政策が

始まることも考えられます。

こうした中、当社は更なる発展のためにグローバル展開を進めてまいります。これまでのアジア展開で培った経

験を活かし、新規開発候補品についてグローバルの権利を取得するべく、候補品の探索・評価及び交渉を進めてま

いります。

 
⑤ 人材の確保について

当社の経営資源の第一は人であると考えています。優秀な人材なくして、新薬の探索及び開発において優れた成

果をあげることはできません。当社は継続的に優秀な人材の採用を行っており、上場後、特に経営組織をより強固
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にすべく優れた人材を採用してまいりました。また、OJTや研修等による人材育成を通じて、人材の更なる強化を

図ってまいります。

　

⑥ 財務上の課題について

当社は、パイプラインの開発進展、開発候補品の増加等に伴い、研究開発費を中心とする事業活動に合わせて資

金を調達する必要があります。

従って、引き続き資金調達手法の多様化を進めるとともに、予算管理の徹底を通じてコスト抑制を図ることで、

財務基盤の更なる強化に努めてまいります。

 

２ 【事業等のリスク】

当社の事業活動においてリスクとなる可能性があると考えられる主な事項について記載しています。また、当社と

して必ずしも重要なリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あるいは当社の事業活動を理解する

上で重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する積極的な情報提供の観点から開示しています。当社

は、これらのリスクが発生する可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める方針です

が、当社株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本書中の本項以外の記載を慎重に検討した上で行なわれる必

要があると考えます。また、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスクの全てを網羅するものではありませ

ん。なお、文中における将来に関する事項は、本書発表日現在において当社が判断したものです。

　

① 医薬品の開発事業全般に関するリスク

当社は、製薬企業、バイオベンチャー企業等が創出した新薬候補品を導入し、これらを医薬品として開発する事

業を主たる業務としています。医薬品の研究開発の分野は、巨大製薬企業をはじめとする多数の強力な競合が存在

し、更に当社を含むいわゆる創薬ベンチャー企業が質とスピードを競い合う業界です。また、開発から製造及び販

売に至る過程には多くの規制が存在し、長期間にわたり多額の資金を投入して事業活動を推進する必要がありま

す。その将来性は不確実性を伴うものであり、当社の現在及び将来における事業についてもこのようなリスクが付

随しています。

　

ア. 医薬品開発の不確実性について

一般的に、製品上市に至る医薬品開発の過程は長期かつ多額の費用を要し、開発が成功する確率は決して高く

なく、開発のいずれの段階においても中止や遅延の判断をすることは稀ではありません。医薬品開発において

は、様々な開発過程を段階的に進めていく必要があり、それぞれの段階において開発続行の可否が判断されま

す。従って、その開発途上で中止の決定を行うことは稀なことではなく、開発が順調に進み製品化される確率は

低いものとされています。また、開発に成功し、上市された後も、定期的または臨時で当該時点における医学・

薬学等の学問水準に照らして、有効性及び安全性を確認するために再評価が行われ、有用性が認められないとさ

れた場合、あるいは重篤な副作用等により健康被害が拡大する恐れがある場合（詳細は「カ．副作用に関するリ

スクについて」を参照）には、有用性または副作用を原因として承認が取り消されるリスクがあります。このよ

うなリスクを低減・分散するため、当社ではパイプラインを複数保有するとともに極力ヒトでPOC
(注1)

が確認され

た開発候補品を優先して導入するよう努めていますが、当社のような小規模な製薬ベンチャー企業にとって、ひ

とつの開発候補品がパイプラインから脱落することの影響は大きく、その場合当社の財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　

(注1) POC（Proof of Concept）とは、新薬候補物質の有効性や安全性を臨床で確認し、そのコンセプトの妥当性

を検証することを意味します。
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イ. 収益の不確実性について

当社が開発を進めている製品から収益を得るためには、当社単独あるいは第三者と共同で、これら新薬候補品

の開発、規制当局からの承認、製造及び販売のすべての段階において成功を収める必要があります。しかしなが

ら当社は、これらの活動において必ずしも成功しない可能性もあり、また、成功したとしても当社の事業を継続

するために必要な採算性を確保できない可能性もあります。当社が現在開発を進めているパイプラインのうちト

レアキシン®凍結乾燥注射剤は現在、再発・難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫（r/r DLBCL）を対象とした

第Ⅲ相臨床試験を実施しています。トレアキシン®液剤（RTD製剤及びRI製剤）については、RTD製剤は承認申請の

準備中、RI製剤については安全性の確認を主目的とした治験を開始しております。リゴセルチブについては、注

射剤で再発・難治性の高リスクMDSを目標効能とした国内における国際共同第Ⅲ相試験を、経口剤で初回治療の高

リスクMDSを目標効能とすることを視野に単剤による国内第Ⅰ相臨床試験をそれぞれ実施しています。当社はこれ

らの開発を推進し、製品上市に至ることにより収益を獲得するべく事業活動を行っています。また、開発品に

よっては開発・販売に関して他の製薬企業と提携契約を締結し、早期に収益化を図ることも想定しています。し

かしながら、これらのパイプラインが製品として上市するまでには相当の時間を要することが予想され、また、

製品として上市される、あるいは他の製薬企業と提携契約を締結できる保証はありません。なお、当社は、現時

点で想定している適応疾患の選定や提携手法・マーケティング手法等について、既承認の医薬品の市場規模や

マーケティング実績等をもとに十分に将来の採算性を見込めるものと判断していますが、万一この判断が誤って

いた場合、あるいはこの判断の基礎となる状況に変化が発生し当社がその変化に迅速に対応できなかった場合に

は、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

　

ウ. 遵守すべき法的規制等及び医療保険制度等の不確実性について

当社が参画する医薬品業界は、研究、開発、製造及び販売のそれぞれの事業活動において、各国の薬事に関す

る法律及び薬事行政指導、その他関係法令等により様々な規制を受けており、当社は医薬品医療機器等法をはじ

めとする現行の法的規制及び医療保険制度、それらに基づく医薬品の価格設定動向等を前提として事業計画を策

定しています。しかしながら、当社が開発を進めている製品が現実に製品として上市されるまでの間、これらの

規制や制度・価格設定動向等が変更される可能性もあります。もしこれらに大きな変更が発生した場合には、当

社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

　

エ. 海外における開発・販売に関するリスクについて

当社は日本のみならず、経済成長とともに医療ニーズの拡大が予想されるアジアをはじめとしたグローバル地

域についても戦略事業地域として位置付け、医薬品事業を展開しています。海外市場においても、医薬品の開

発・販売事業の展開に際し、一般的に多額の資金と事業リスクを伴うため、当社では開発品によっては海外の開

発権、販売権を他の製薬企業等に導出し、投資資金及び事業リスクの低減を図っています。当社が保有する権利

の導出にあたっては、慎重にデューディリジェンスを実施した上で企業選定を行い、かつ導出後も適宜モニタリ

ングを実施していますが、導出先の経営状況や各国の規制、競争環境等の変動により、当初期待していた通りに

は開発、販売が進捗せず、計画通りのマイルストーン収入、ロイヤリティ収入等が得られないことにより、当社

の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。

　

オ. 医薬品業界の競合関係について

医薬品業界は、国際的な巨大企業を含む国内外の数多くの製薬企業や研究機関等により、激しい競争が繰り広

げられており、その技術革新は急速に進歩している状態にあります。これらの競合相手の中には、技術力、マー

ケティング力、財政状態等が当社と比較して優位にある企業が多数あり、当社開発品と競合する医薬品につい

て、有効性の高い製品を効率よく生産・販売する可能性があります。従って、これら競合相手との開発、製造及

び販売のそれぞれの事業活動における競争の結果次第で、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

　

カ. 副作用に関するリスクについて

医薬品は、臨床試験段階から市販後に至るまで、予期せぬ副作用が発現する可能性があります。これらのうち

重篤または予期せぬ副作用が発現した場合、賠償問題の発生や、状況次第では臨床試験の遅れ、開発中止に至る

リスクを伴います。更に、健康被害が拡大する恐れがある場合、承認取消・販売中止に至るリスクを伴います。

賠償問題に関しては、当社は必要な損害保険に加入することにより、このような事態が発生した場合の財政的負

担を最小限に留めるべく対応していますが、賠償額が当該保険により補償される範囲を超える可能性は否定でき

ません。このような場合は、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可

能性があります。
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キ. 製造物責任について

医薬品の開発及び製造には、製造物責任賠償のリスクが伴います。当社は将来、開発したいずれかの医薬品が

健康被害を引き起こした場合、または臨床試験、製造、営業若しくは販売において不適当な事項が発見された場

合には、製造物責任を負い、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可

能性があります。また、製造物責任賠償請求がなされることによるイメージ低下により、当社及び当社の医薬品

に対する信頼が損なわれ、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。

 
ク. 製造並びに安定供給に関するリスクについて

当社は、開発品の上市後、製品を安定供給することが必要となりますが、製造委託先の技術上もしくは法規制

上の問題、又は火災その他の災害による操業停止等により、製品の供給が休止もしくは著しく停滞した場合、当

社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

EDINET提出書類

シンバイオ製薬株式会社(E24682)

有価証券報告書

 17/146



 

② 当社の事業遂行上のリスク

ア. 当社のビジネスモデルについて

当社は自社で研究設備・製造設備は保有せず、がん及び血液領域を中心とした希少疾病分野
(注2)

を中心に、主

にヒトでPOCが確立された開発候補品を製薬企業、バイオベンチャー企業等より導入し、これらを日本並びにアジ

ア諸国（中国、韓国、台湾及びシンガポール等）、更にはグローバルで医薬品として開発・販売することにより

収益化を図るビジネスモデルを採用しています。また、パイプラインの開発・販売においては、製薬企業と提携

することも計画しています。しかしながら、これらの条件を満たす開発候補品を継続的に導入し、また、これら

の提携先企業を確保できる保証はありません。また、導入候補品
(注3)

については主に希少疾病分野を対象として

いることから、当社が期待する売上高が確保できない可能性もあります。更に、導入元の企業における開発が遅

延または失敗した場合、日本における開発に影響が出る可能性があります。このような場合、当社の財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。上記に加えて、医薬品業界の競争環

境や、当社の財政状態等の変化に伴い、今後、当社のビジネスモデルの変更を余儀なくされる可能性がありま

す。その場合、当社の事業に大きな影響を及ぼす可能性があります。

　

　(注2) 希少疾病分野とは、患者数が少ない疾病分野のことで、この分野に対する医薬品は希少疾病用医薬品

（Orphan Drug：オーファンドラッグ）と呼ばれます。厚生労働省はオーファンドラッグ制度を設定

し、我が国において患者数が５万人未満の重篤な疾病であること、医療上特にその必要性が高いことを

その指定の基準としています。当該指定を受けると、申請から承認までの期間が短縮され、再審査期間

が10年になる等の優遇措置があります。

 
　(注3) 導入候補品とは、当社の開発候補品として他社より開発権等の権利取得を検討している化合物または

製品を指します。

　

イ. 特定の取引先への依存度について

当社は生産設備を持たない製薬ベンチャー企業であるため、開発品の臨床試験並びに上市後の販売においては

他社より製品の供給を受けることとなります。この場合、製品供給元の財政状態、生産状況などによっては、当

社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。また、パイプ

ラインの開発・販売については、将来的には自社で販売する計画はあるものの、現時点では製薬企業との提携に

重点を置いた事業計画を有しています。しかしながら、相手先企業の経営環境の極端な悪化や経営方針の変更な

ど、当社がコントロールし得ない何らかの事情により、当初の計画通り事業が進捗しない可能性があります。ま

た、契約書に定められた契約解除事項に抵触した場合等には、期間満了前に終了する可能性もあります。その場

合には当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。ま

た、一般に当社のような製薬ベンチャー企業の提携においては、製品上市前の収益として、「契約一時金」「開

発協力金」「マイルストーン」を見込むものとなりますが、このうちマイルストーンは所定の成果達成に基づく

収益であることから極めて不安定で予測の困難な収益であり、開発の進捗に遅延等が発生した場合には当社の財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 
ウ．知的財産権に関するリスクについて

当社は医薬品の開発活動において様々な知的所有権を使用していますが、これらは基本的に製薬企業、バイオ

ベンチャー企業等より使用許諾を受けた権利です。しかしながら、当社が導入する開発候補品について、導入元

企業における出願中の特許が登録に至らない可能性があります。また、当社が使用許諾を受けた知的所有権に優

位する知的財産権が第三者によって生み出される可能性を完全に回避することは困難であり、こうした結果、当

社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。なお、本書提

出日現在において、当社の開発に関連した特許権等の知的財産権について、第三者との間で訴訟が発生した事実

はありません。当社は、今後も知的財産権に関する問題を未然に防止するため、開発候補品の導入にあたって

は、弁護士との相談や特許事務所を通じた特許調査を適宜実施していきますが、第三者の知的所有権の侵害に基

づく将来の係争を完全に回避することは困難であり、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に重大な影響を及ぼす可能性があります。なお、当社が導入する開発候補品は、必ずしも特許で保護されている

とは限りません。もっとも、当社の開発候補品が特許を有していない場合であっても、当該開発候補品が規制当

局より製造販売承認の際に再審査の指定を受けた場合には、再審査期間は後発医薬品の参入が実質的に制限され

るため、一定期間市場独占的な保護を受けることとなります。

　

エ．情報管理について

当社パイプラインの開発並びにその他事業遂行等に関する重要な機密情報が流出するリスクを低減するために
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当社は、役職員、科学的諮問委員会（SAB）メンバー、外注委託先、取引先等との間で、守秘義務等を定めた契約

を締結するなど、厳重な情報管理に努めています。しかしながら、役職員、SABメンバー、外注委託先、取引先等

によりこれが遵守されなかった場合等には、重要な機密情報が漏洩する可能性があり、このような場合には当社

の事業や財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。

　

オ．重要な契約に関する事項

当社の事業展開上重要と考えられる契約につき、将来、期間満了、解除、その他何らかの理由により契約の終

了が生じた場合、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があり

ます。

　

③ 組織に関するリスク

ア．社歴が浅いことについて

当社は、2005年３月に設立された、社歴の浅い企業です。また当社は、創業時より開発候補品の導入活動を開

始し、ゼロベースから医薬品開発事業を立ち上げ、2010年８月に、創業以来初となる製品売上による収益を計上

しました。今後、未だ経験していない事業上のトラブルが発生する可能性はありますが、当社の業績に影響を及

ぼすような外部環境の変化を厳密に予想することは現状においては困難です。従って、今後当社が成長を続けら

れるか等を予測する客観的な判断材料として過年度の経営成績だけでは、不十分な面があると考えられます。

　

イ．小規模組織であることについて

当社の研究開発活動については、業務受託企業（CRO
(注4)

等）を活用することにより、比較的少人数による開発

体制を敷いていますが、今後の既存パイプラインの開発推進及び新規開発候補品のパイプライン化に伴い、更な

る研究開発人員の増加を必要とする可能性があります。しかしながら、何らかの理由により業務受託企業との関

係が解消された場合や、計画通りの人員の確保ができない場合、あるいは既存人員の流出が生じた場合には、当

社の事業活動に支障が生じ、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性が

あります。

　

(注4) CRO（Contract Research Organization）とは、製薬企業が、自社で実施する開発業務を遅滞なく進める

ために、一部の業務について委託を行う機関です。委託業務の内容としては、治験が実施計画書どおり

に遂行されているかをモニタリングするモニター業務や、臨床データを管理するデータ管理業務などが

あります。

　

ウ．特定人物への依存度について

当社の代表取締役社長の吉田文紀は、当社創業者として創業当時より経営全般にわたる事業の推進者として中

心的な役割を担ってまいりました。従って、何らかの理由により同氏の業務の遂行が困難となった場合には、当

社の事業運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　

エ. 科学的諮問委員会（SAB）について

当社は、新規開発候補品の導入評価に関する社長の諮問機関として、科学的諮問委員会（SAB）を組成し、優れ

た実績と経験を有すると判断される臨床医や基礎科学者を招聘しています。SABは毎年２～３回開催され、世界中

から集まる膨大な導入候補品について、医療ニーズの高さや収益性などの観点も踏まえ、リスクバランスのとれ

たポートフォリオを構築するために、それぞれの専門の立場から活発に意見交換や議論を行っています。当社

は、今後も優秀なSABメンバーの確保に努めてまいりますが、現在のメンバーとの間の契約が解除、期間満了、更

新拒絶、その他の理由で終了するなど、何らかの理由によりメンバーの確保が困難となった場合や、メンバーの

流出が生じた場合には、当社の開発候補品導入の推進に影響を及ぼす可能性があります。
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④ 経営成績の推移について

ア．過年度における業績推移について

当社の主要な経営指標等の推移は以下のとおりです。

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 2014年12月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月

事業収益(千円) 1,955,027 1,933,241 2,368,112 3,444,206 3,835,530

営業損失(△)
(千円)

△1,303,279 △2,551,662 △2,127,049 △3,947,061 △2,656,072

経常損失(△)
(千円)

△1,110,316 △2,630,386 △2,316,806 △3,976,784 △2,748,730

 

当社は、現在まで、第４期を除き、研究開発費やその他一般管理費の合計が収益を上回り、営業損失、経

常損失、当期純損失を計上しています。このため、過年度の財務経営指標は期間業績比較を行うための材料

としては不十分であると考えられ、今後の当社業績を予測する材料としては不十分な面があります。

　

イ．研究開発費の増加予測について

当社の過去５期間の研究開発費の推移は以下のとおりです。

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 2014年12月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月

研究開発費
(千円)

774,103 2,034,714 1,667,098 3,017,812 1,832,746
 

当社は、今後更に研究開発活動を推進する計画であり、当面の間、累積損失は増加するものと想定されま

す。今後、トレアキシン®の適応拡大による製品販売収入の拡大、リゴセルチブの注射剤及び経口剤の早期の

承認取得に伴う製品販売収入の確保、並びに製薬企業等との提携に基づき発生する収入等により、経営成績

の早期改善を図ってまいりますが、当社の想定どおりに早期改善が実現する保証はありません。

　

ウ．マイナスの繰越利益剰余金を計上していることについて

当社は、製薬ベンチャー企業であり、臨床段階にある開発品が上市し、製品販売収入並びにロイヤリティ収入

等の安定した収益を継続して計上できる体制となるまでは、多額の研究開発費用が先行して計上されることとな

ります。そのため、創業以来第４期を除き当期純損失を計上しており、第14期事業年度末には△21,543,238千円

の繰越利益剰余金を計上しています。当社は、パイプラインの開発を計画通り、迅速、効率的かつ着実に推進す

ることにより、早期の利益確保を目指していますが、将来において計画通りに当期純利益を計上できない可能性

もあります。また、当社の事業が計画通りに進展せず、当期純利益を獲得できない場合には、マイナスの繰越利

益剰余金がプラスとなる時期が著しく遅れる可能性があります。

　

エ．資金繰りについて

当社は製薬ベンチャー企業として多額の研究開発資金を必要とします。事業計画が計画通りに進展しない等の

理由から資金不足が生じた場合には、戦略提携内容の変更、新規提携契約の獲得、新株発行等の方法による資金

確保に努めますが、必要なタイミングで資金を確保できなかった場合には、当社事業の継続に重大な懸念が生じ

る可能性があります。

　

オ．税務上の繰越欠損金について

当社には現在、税務上の繰越欠損金が存在しています。そのため、現在は通常の税率に基づく法人税、住民税

及び事業税が課せられておらず、今後も数年間はこの状態が続くものと想定しています。しかしながら、現在の

繰越欠損金の控除制度が改正されるなどの理由により、想定よりも早期に繰越欠損金が解消され、これによる課

税所得の控除が受けられなくなった場合には、通常の税率に基づく法人税、住民税及び事業税が課せられること

となり、現在想定している当期純利益若しくは当期純損失及びキャッシュ・フローの計画に影響を及ぼす可能性

があります。
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⑤ その他のリスク

ア．株主還元政策について

当社は創業以来配当を実施していません。当社の現時点における事業ステージは、医薬品開発の先行投資の段

階にあるため、今後も当面は資金を財務体質の強化及び研究開発活動の継続的な実施に優先的に充当し、配当は

行わない方針です。しかしながら、当社では株主への利益還元を経営の重要な課題と認識しており、今後の経営

成績及び財政状態を勘案し、利益配当についても検討してまいります。

　

イ．資金調達について

新規開発候補品の導入等による事業規模の拡大や予期せぬ外部環境の変化に伴う必要経費の増加または想定収

益の変動により、次期見通し及び中長期事業計画の想定を大幅に超えた資金需要の増加が生じた場合、株式発行

等による追加の資金調達を実施していく可能性があります。その場合には、当社の発行済株式数が増加すること

により、１株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。

 
ウ．潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について

当社は、当社取締役、従業員等の業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を確保する観点から、

ストック・オプション制度を導入しており、旧商法第280条ノ19、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21、並

びに、会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づき、新株予約権を取締役、従業員に対して付

与しています。

また、当社は、2016年４月６日に開催した取締役会において、第三者割当の方法による第３回無担保転換社債

型新株予約権付社債（発行価額の総額30億円）並びに第39回新株予約権（発行価額の総額9,776千円、新株予約権

の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額943,592千円）の発行決議をそれぞれ行い、2017年８月

９日に開催した取締役会において、第三者割当の方法による第42回新株予約権（発行価額の総額32,560千円、新

株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額1,892,000千円）の発行決議を行いました。そ

して、2018年４月９日に開催した取締役会において、第三者割当の方法による第45回乃至第47回新株予約権（発

行価額の総額23,100千円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額10,440,000千

円）の発行決議を行いました。これらのうち、2018年12月末現在において、第46回新株予約権の目的となる株式

数15,000,000株及び第47回新株予約権の目的となる株式数15,000,000株がそれぞれ残っています。

2018年12月末現在における上記新株予約権の目的となる株式数（以下「潜在株式数」という）は合計

33,758,300株となり、発行済株式総数の41.0％を占めております。今後、これらの潜在株式の行使が行われた場

合には、当社の１株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。また、当社は今後も優秀な人材確保のた

めに、同様のインセンティブプランを継続して実施する可能性があります。従って、今後付与する新株予約権の

行使が行われた場合には、当社の１株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。

　

エ．ベンチャーキャピタルによる株式保有について

一般的に、ベンチャーキャピタル及び投資事業組合による株式の所有目的は、株式上場後に株式を売却して

キャピタルゲインを得ることにあるため、当社株主であるこれらのベンチャーキャピタル及び投資事業組合が、

所有する株式の全部または一部を売却した場合には、当社株式の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。

　

オ．外国為替損失の発生に関するリスクについて

当社は生産設備を持たずに他社より製品の供給を受けており、またパイプライン拡充のために新規開発候補品

を導入する際に支払われる一時金を想定し、予め相当の金額を外貨預金あるいは外国為替先物予約にて手当をし

ています。これらの外貨建て資産は時価評価にて毎期財務諸表に表示していますが、将来の為替変動によってそ

の評価損失が発生するリスクがあり、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす

可能性があります。

　

カ．自然災害等に関するリスクについて

当社が事業展開している地域や拠点において、災害（地震、台風、火災等）・疫病等が発生し、人的・物的被

害の発生、業務停止及び遅延が生じた場合、社会的信用の失墜や、補償などによって、当社の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
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３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状

況の概要並びに経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析の検討内容は次のとおりであり

ます。

　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

 
（業績等の概要）

(1）事業の進捗の状況

① 国内

［自社販売体制の準備開始について］

当社は2018年10月16日にトレアキシン®の国内販売について自社による販売体制構築の準備を開始したことを発

表しました。2008年８月にエーザイ株式会社（以下「エーザイ」という）と締結した事業提携契約の満了が2020

年12月に控えており、それ以降の事業展開において他社との事業提携を含めたあらゆる選択肢を検討してまいり

ましたが、患者さんの利益及び事業価値の最大化をより高い次元で実現するには自社販売体制への移行が最善で

あるとの結論に至りました。2021年初の自社販売体制への移行に向けて、あるべき組織体制と必要とされる人材

の検討を重ね、システム構築と物流・流通インフラ整備についても綿密な投資計画の策定と実行を通じて、高品

質の情報提供活動と製品供給体制を実現し、最重要経営課題である2021年度の黒字化とその後の収益の持続的拡

大を目指して準備を進めてまいります。

 
[抗がん剤SyB L-0501（凍結乾燥注射剤） / SyB L-1701（RTD製剤） / SyB L-1702（RI製剤） / SyB C-0501（経

口剤）（一般名：ベンダムスチン塩酸塩、製品名：トレアキシン®）]

トレアキシン®については、未治療（初回治療）の低悪性度非ホジキンリンパ腫（低悪性度NHL）及びマントル

細胞リンパ腫（MCL）（2016年12月に製造販売承認を取得）、再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫
(注1)(

低

悪性度NHL）及びマントル細胞リンパ腫（MCL）（2010年10月に製造販売承認を取得）、慢性リンパ性白血病

（CLL）（2016年８月に製造販売承認を取得）を適応症として、業務提携先のエーザイを通じ、国内販売を行って

います。

 
これらの適応症拡大を受けて、既に医療現場においては未治療（初回治療）領域でトレアキシン®が従来の標準

療法であるR-CHOPに取って代わることで市場浸透が堅調に進んでいる中で、2018年７月に日本血液学会が編集し

発行した造血器腫瘍診療ガイドラインにトレアキシン®とリツキシマブの併用療法（BR療法）が新たに収載され、

標準的治療の選択肢として推奨されることになりました。これにより名実ともに悪性リンパ腫における標準療法

としてのトレアキシン®の位置づけが確立されつつあります。当事業年度における薬価ベースの売上は対前年比

11.6％増と伸長しました。

 
本剤については、既に承認を取得した上記の３つの適応症に加え、４つ目の適応症である再発・難治性のびま

ん性大細胞型B細胞リンパ腫（r/r DLBCL）の第Ⅲ相臨床試験を開始し承認取得に向けて鋭意、症例登録に取り組

んでいます。本適応症の追加については、優れた標準療法がないことから医療現場の切実なニーズがあり、患者

団体からも審査当局に対してBR療法を使えるようにして欲しいという強い要望書が出ておりました。当社は新し

い治療の選択肢を提供すべく、また、製品価値の最大化を図るべく、2017年８月に第Ⅲ相臨床試験を開始し、

2018年１月に最初の患者登録を完了後、症例集積を鋭意進めています。

この追加適応症の取組みに加え、トレアキシン®の製品ライフサイクル・マネジメントをより一層強力に推進す

べく、2017年９月にイーグル・ファーマシューティカルズ社（本社：米国ニュージャージー州）との間でトレア

キシン®液剤（RTD製剤及びRI製剤
(注2)

）の日本における独占的ライセンス契約を締結しました。これにより患者さ

んと医療従事者の負担を大幅に軽減することで大きな付加価値を提供するとともに、特許保護を通じてトレアキ

シン®の製品ライフサイクルを2031年まで延長することが可能となっております。RTD製剤は医薬品医療機器総合

機構との相談を経て承認申請を現在、鋭意準備中です。RI製剤については2018年11月に安全性の確認を主目的と

した治験を開始しました。

また、2018年７月には製造販売承認事項に係わる一部変更の承認を取得したことにより、低悪性度NHLの代表的

な組織型であるCD20陽性の濾胞性リンパ腫（FL）に対して、リツキシマブのみならず、2018年８月に販売開始さ

れたオビヌツズマブ
(注3)

との併用療法が可能となり、患者さんに新たな治療選択肢を提供することができるように

なりました。それに加えて2018年９月には新たな効能効果として、再生医療等製品の前処置に使用可能とするた

め、製造販売承認事項に係わる一部変更承認申請を行いました。

さらに、経営基盤の強化のためにトレアキシン®を当社事業のより強固な土台とすべく、現在開発・販売中の注

射剤に加え、経口剤の開発を進めることにより、固形がんや自己免疫疾患の領域で更なるトレアキシン®の可能性
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を探求しています。そのような取り組みの中で、2018年１月に進行性固形がんを対象としてトレアキシン®経口剤

の推奨投与量・投与スケジュール及び忍容性・安全性の検討を行い、がん腫を絞り込むことを目的として、第Ⅰ

相臨床試験を開始し、2018年５月の最初の患者登録後、症例集積を鋭意進めています。また、トレアキシン®の経

口投与による免疫系への作用を評価すべく、自己免疫疾患の中でも極めてニーズが高い全身性エリテマトーデス

（SLE）に対する治療効果の確認を目的とする前臨床試験を実施するため、同じく2018年５月に慶應義塾大学との

間で共同研究契約を締結し試験に着手しています。

 
(注1) 非ホジキンリンパ腫とは、白血球の中のリンパ球ががん化した悪性腫瘍である悪性リンパ腫のうち、ホジキ

ンリンパ腫以外の総称です。日本人の悪性リンパ腫では、大半を非ホジキンリンパ腫が占めています。

 
(注2) RTD製剤及びRI製剤は、従来の凍結乾燥注射剤（FD）とは異なり既に液化された製剤です。RTD製剤（ReadyTo

Dilute）は調剤作業を大幅に低減し、さらに急速静注であるRI製剤（Rapid Infusion）により点滴時間を従来

の60分間から10分間に短縮することにより、FD製剤に比べ患者さんの負担を大幅に軽減し、さらには医療従事

者に大きな付加価値を提供することが可能になります。

 
(注3) オビヌツズマブ（ガザイバ®：販売元中外製薬株式会社）：非ホジキンリンパ腫の治療薬として国内外の治療

ガイドラインで推奨されているリツキシマブと同様、幹細胞や形質細胞以外のB細胞上に発現するタンパク質

であるCD20に結合する、糖鎖改変型タイプII抗CD20モノクローナル抗体で、標的となるB細胞を直接、および

体内の免疫系とともに攻撃し、破壊するようデザインされています。

 
[抗がん剤SyB L-1101（注射剤） / SyB C-1101（経口剤）（一般名：Rigosertib Sodium＜リゴセルチブナトリウ

ム＞）]

リゴセルチブ注射剤については、導入元であるオンコノバ・セラピューティクス社（本社：米国ペンシルベニ

ア州、以下「オンコノバ社」という）が実施している国際共同第Ⅲ相臨床試験の日本における臨床開発を当社が

担当しており、国内では2015年12月に試験が開始され、2018年12月末時点で40症例が登録されています。本試験

は、現在の標準治療である低メチル化剤による治療において効果が得られない、治療後に再発した、または低メ

チル化剤に不耐容性を示した高リスク骨髄異形成症候群（高リスクMDS）を対象とし、全世界から20ヶ国以上が参

加して実施中です。症例集積が進行する中で、2018年１月に行われた中間解析結果を踏まえ、FDA（米国食品医薬

品局）と事前に合意したアダプティブ・デザインにより統計学的な基準に基づき症例数を増加の上で本試験を継

続する旨DMC（データモニタリング委員会）から推奨されたことを受け、オンコノバ社が本試験を継続することを

決定しています。この試験の成績を基に、欧米と同時期に日本での承認申請を行うことを計画しています。

リゴセルチブ経口剤については、オンコノバ社が米国において初回治療の高リスクMDSを目標効能とする第Ⅰ／

Ⅱ相臨床試験（アザシチジン
(注4)

併用）を完了し、輸血依存性の低リスク骨髄異形成症候群（低リスクMDS）を目

標効能とする第Ⅱ相臨床試験を進めています。当社はリゴセルチブ経口剤の日本人での忍容性及び安全性を確認

するために2017年６月に国内第Ⅰ相臨床試験を開始し、2017年10月の最初の患者登録の後、現在症例集積が順調

に進んでいます。同試験終了後、アザシチジンとの併用の第Ⅰ相試験を速やかに実施し、現在、オンコノバ社が

計画している初回治療の高リスクMDSを対象としたアザシチジンとの併用による国際共同第Ⅲ相臨床試験に参加す

る予定です。リゴセルチブ経口剤についても欧米に遅れることなく日本での承認申請を行うことを計画して準備

を進めております。また、輸血依存性の低リスク骨髄異形成症候群（低リスクMDS）を目標効能とした開発につい

ては、オンコノバ社の開発状況を見据えながら日本からの参加を検討してまいります。

 
(注4) アザシチジン（ビダーザ®：販売元日本新薬株式会社）：2011年にMDSに対する第Ⅲ相臨床試験において、

初めて生存期間の延長が認められたことから承認された低メチル化剤（注射用）で、現在、造血幹細胞移

植が難しいMDS患者に対する第一選択薬として使用されています。MDSは一種の前白血病であり、その病態

にはDNAの過剰なメチル化による癌抑制遺伝子の発現の低下が大きく関係していると考えられています。ア

ザシチジンなどの低メチル化剤はDNAのメチル化を阻害する作用により癌抑制遺伝子の発現を回復させ白血

病への進行を抑えると考えられています。
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[自己疼痛管理用医薬品SyB P-1501]

当社が2015年10月にザ・メディシンズ・カンパニー社（本社：米国ニュージャージー州、契約の相手先は同社

完全子会社であるインクライン・セラピューティクス社）から導入したSyB P-1501については、同社の本製品の

事業の継続性について当社が懸念を抱く事象が生じたため、患者さんの利益を最優先する観点から2017年４月21

日より新規症例登録を一時的に中断しておりました。

その後、当社は2017年10月11日に、ザ・メディシンズ・カンパニー社によるライセンス契約の不履行に起因し

て生じた損害の賠償として82百万米ドル（約90億円）の支払いを求める仲裁を国際商業会議所の規定に基づき申

し立て、同社が欧米市場で本製品の事業活動の中止・撤退を決定したことに伴い、ライセンス契約に基づく義務

の履行について十分な保証を当社に対して提供できなかったことはライセンス契約の重大な違反である旨仲裁で

主張しています。また、2017年11月30日に同社によるライセンス契約の違反が約定期間内に治癒されなかったこ

とを受けて、ライセンス契約を解除し、本製品の開発は2018年２月９日に中止しました。

ザ・メディシンズ・カンパニー社との仲裁手続は現在も継続中です。

 
[新規開発候補品]

当社は常に中長期的な視点に立ち、収益性と成長性を兼ね備えたバイオ製薬企業へと成長を図るため、新薬開

発候補品のグローバルのライセンス権利取得に向け探索評価を継続して実施しており、常時複数のライセンス案

件を検討しております。

また、当社は2016年５月に海外事業展開の戦略的拠点として100％出資の米国子会社SymBio Pharma USA, Inc

（本社：米国カリフォルニア州メンローパーク、以下「シンバイオファーマUSA」という）を設立しました。シン

バイオファーマUSAをグローバル事業の拠点として新薬候補品の全世界における権利を積極的に取得することによ

り、米国、日本、欧州をはじめとする主要市場において開発・商業化を目指して、グローバル・スペシャリティ

ファーマへの転換を進めてまいります。

 
② 海外

SyB L-0501については、韓国、台湾、シンガポールにおいても販売されており、当社の製品売上は計画を上回

る水準で順調に推移しました。

 
③ 経営成績の状況

当事業年度の売上高は、トレアキシン®の製品販売等により、3,835,530千円となりました。製品売上が前年同

期比10.6％増加したことから、売上高全体で前年同期比11.4％増加となりました。

一方、販売費及び一般管理費は、トレアキシン®の注射剤、経口剤及びリゴセルチブの注射剤、経口剤の臨床試

験の費用が発生したこと等により、研究開発費として1,832,746千円（前年同期比39.3％減）を、その他の販売費

及び一般管理費として1,996,195千円（前年同期比1.8％増）を計上したことから、合計で3,828,941千円（前年同

期比23.1％減）となりました。

これらの結果、当事業年度の営業損失は2,656,072千円（前年同期は営業損失3,947,061千円）となりました。

また、保険配当金1,501千円、受取利息525千円を主とする営業外収益2,196千円を計上した一方、為替差損54,103

千円、株式交付費29,650千円、支払手数料11,100千円を主とする営業外費用94,854千円を計上したことにより、

経常損失は2,748,730千円（前年同期は経常損失3,976,784千円）、当期純損失は2,752,533千円（前年同期は当期

純損失3,977,862千円）となりました。

なお、当社の事業は医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、

セグメント別の記載を省略しています。

 
④ 財政状態の状況

当事業年度末における総資産は、売掛金が78,154千円、為替予約が15,844千円、ソフトウエアが14,637千円、

敷金及び保証金が14,420千円、長期前払費用が12,983千円それぞれ減少した一方、現金及び預金が1,874,296千

円、商品及び製品が171,310千円、未収消費税等が26,414千円、ソフトウエア仮勘定が17,135千円、立替金が

12,386千円それぞれ増加したこと等により、前事業年度末に比べ1,987,138千円増加し、6,239,423千円となりま

した。負債の部については、未払金が172,770千円、買掛金が121,718千円、未払法人税等が16,436千円、為替予

約が16,427千円それぞれ増加したこと等により、前事業年度末に比べ324,741千円増加の1,337,623千円となりま

した。

純資産の部については、当期純損失の計上により利益剰余金が2,752,533千円減少した一方、資本金が

2,210,903千円、資本準備金が2,210,903千円増加したこと等により、前事業年度末に比べ1,662,397千円増加の

4,901,799千円となりました。この結果、自己資本比率は70.1％と前事業年度末に比べ6.5ポイント増加しまし

た。
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当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純損失の計上により減少

したものの、新株の発行等により、前事業年度末に比べ1,874,296千円増加の4,821,355千円となりました。

 
⑤ キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純損失の計上により減少し

たものの、新株の発行等により、前事業年度末に比べ1,874,296千円増加の4,821,355千円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。

 
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

未払金155,185千円の増加、株式報酬費用122,944千円の計上、買掛金121,718千円の増加、売上債権78,154千円

の減少、為替差損47,032千円の計上、減価償却費34,699千円の計上、株式交付費29,650千円の計上、支払手数料

11,100千円の計上等による営業活動資金の増加要因はあったものの、税引前当期純損失2,748,733千円の計上、た

な卸資産171,310千円の増加、未収消費税等26,414千円の増加、立替金12,386千円の増加等より、全体では

2,324,547千円の減少（前年同期は3,816,793千円の減少）となりました。

 
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

敷金及び保証金の回収による収入13,747千円による投資活動資金の増加要因はあったものの、有形固定資産の

取得による支出31,932千円等により、全体では26,180千円の減少（前年同期は77,507千円の減少）となりまし

た。

 
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

株式の発行による支出29,755千円による財務活動資金の減少要因はあったものの、新株予約権の行使による株

式の発行による収入4,278,712千円、新株予約権の発行による収入23,100千円等により、全体では4,272,056千円

の増加（前年同期は1,164,230千円の増加）となりました。
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⑥　生産、受注及び販売の状況

(生産実績）

当社は生産を行っていないため、該当事項はありません。

 

(商品仕入実績）

当事業年度の商品仕入実績は次のとおりであります。

 

 

当事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)

商品仕入高(千円) 前年同期比(％)

商品仕入 2,968,586 114.7

合計 2,968,586 114.7
 

(注) １．当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるた

め、セグメント別の記載を省略しております。

    ２．金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

 

(受注実績）

当社は受注生産を行っていないため、該当事項はありません。

 

(販売実績）

当事業年度の販売実績は次のとおりであります。

 

 

当事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)

販売高(千円) 前年同期比(％)

商品販売 3,809,874 110.6

マイルストーン収入 25,656 －

合計 3,835,530 111.4
 

(注) １．当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるた

め、セグメント別の記載を省略しております。

２．最近２事業年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

であります。
 

相手先

前事業年度
(自 2017年１月１日
至 2017年12月31日)

当事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

エーザイ株式会社 3,382,484 98.2 3,648,493 95.1
 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 
⑦　資金の財源及び資金の流動性について

当社は、新規開発品の導入と、その開発に対して積極的に資金を投下しておりますが、当社は創業間もないベン

チャー企業であり、また開発第１号品であるSyB L-0501の販売収益がこれらの資金需要を賄うには未だ十分ではな

いことから、これらの資金は主に公募増資や第三者割当による新株の発行により調達しています。

 

EDINET提出書類

シンバイオ製薬株式会社(E24682)

有価証券報告書

 26/146



 

４ 【経営上の重要な契約等】

当社の経営上の重要な契約は以下のとおりであります。

(1) 技術導入等

① SyB L-0501（凍結乾燥注射剤）/ SyB C-0501（経口剤）

 

契約書名 LICENSE AGREEMENT

契約書相手方名 アステラス ファーマ GmbH社(独国)

契約締結日 2005年12月２日

契約期間 日本における最初の製品の販売から10年または、市場独占期間のいずれか長い方

主な契約内容
①  当社は、日本におけるSyB L-0501の独占的開発権及び独占的販売権の許諾を受ける。
② 上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストーン及び一定料率のロイヤリ

ティを支払う。
 

　

契約書名 LICENSE AGREEMENT Ⅱ

契約書相手方名 アステラス・ドイッチラント　GmbH社(独国)

契約締結日 2007年３月29日

契約期間 最初の製品の販売から10年または、市場独占期間のいずれか長い方

主な契約内容

①  当社は、中国(香港を含む)、台湾、韓国及びシンガポールにおけるSyB L-0501の独占
的開発権及び独占的販売権の許諾を受ける。

② 上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストーン及び一定料率のロイヤリ
ティを支払う。

 

 

② SyB L-1101 / C-1101

 

契約書名 LICENSE AGREEMENT

契約書相手方名 オンコノバ・セラピューティクス社(米国)

契約締結日 2011年７月７日

契約期間
各国、最初の製品の販売から10年(韓国は７年)または、市場独占期間または、特許権の有
効期間のいずれか長い方

主な契約内容

① 当社は、日本及び韓国におけるSyB L-1101/C-1101の独占的開発権及び独占的販売権の
許諾を受ける。

② 上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストーン及び一定料率のロイヤリ
ティを支払う。

 

 

③ SyB L-1701（RTD製剤） / SyB L-1702（RI製剤）

　

契約書名 PRODUCT COLLABORATION AND LICENSE AGREEMENT

契約書相手方名 イーグル・ファーマシューティカルズ社(米国)

契約締結日 2017年９月19日

契約期間 製品の特許期間または市場独占期間のいずれか長い方

主な契約内容

① 当社は、日本におけるSyB L-1701/L-1702の独占的開発権及び独占的販売権の許諾を受
ける。

② 上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストーン及び一定料率のロイヤリ
ティを支払う。
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　(2) 技術導出等

SyB L-0501

 

契約書名 SUBLICENSE AGREEMENT

契約書相手方名 イノファーマックス社(台湾)

契約締結日 2008年３月23日

契約期間 台湾における最初の製品の販売から10年

主な契約内容
① 当社は、イノファーマックス社に、台湾におけるSyB L-0501の独占的開発権及び独占

的販売権を許諾する。
② 上記①の対価として、当社は契約一時金及びマイルストーンを受け取る。

 

　

契約書名 ベンダムスチン事業提携契約書

契約書相手方名 エーザイ株式会社(日本)

契約締結日 2008年８月18日

契約期間 日本における最初の製品の販売から10年

主な契約内容
① 当社は、エーザイ社に対し、日本におけるSyB L-0501の共同開発権及び独占的販売権

を許諾する。
② 上記①の対価として、当社は契約一時金及びマイルストーンを受け取る。

 

　

契約書名 SUB-LICENSE AGREEMENT

契約書相手方名 セファロン社(米国)

契約締結日 2009年３月12日

契約期間 中国における最初の製品の販売から10年

主な契約内容

① 当社は、セファロン社に対し、中国(香港を含む)におけるSyB L-0501の独占的開発権
及び独占的販売権を許諾する。

② 上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストーン及び一定料率のロイヤリ
ティを受け取る。

 

　

契約書名 韓国及びシンガポールにおけるベンダムスチン事業提携契約書

契約書相手方名 エーザイ株式会社(日本)

契約締結日 2009年５月15日

契約期間 最初の製品の販売から10年

主な契約内容
① 当社は、エーザイ社に対し、韓国、シンガポールにおけるSyB L-0501の独占的開発権

及び独占的販売権を許諾する。
② 上記①の対価として、当社は契約一時金及びマイルストーンを受け取る。

 

 

EDINET提出書類

シンバイオ製薬株式会社(E24682)

有価証券報告書

 28/146



 

５ 【研究開発活動】

当社は、医療上のニーズは極めて高いものの、開発の難度が高く、また大手製薬企業が事業効率面、採算面から手

を出しにくいために開発が遅れている、空白の治療領域に焦点を当て、中でも高い専門性が求められ難易度が高いた

めに参入障壁の高いがん及び血液領域に特化し、医薬品の研究開発活動を行っています。

当社は、新薬が開発されないことで治療上の問題を抱えている患者さんに対して、短期間で開発を行い、迅速に治

療薬をお届けすることを最優先に考え、空白の治療領域を埋めるために新薬の開発・提供を行うという企業使命を果

たしてまいります。

当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであり、当事業年度に

おける研究開発費の総額は1,832,746千円であります。

 

(研究開発体制）

当社は研究設備を保有せず、開発候補品を他の製薬企業、バイオベンチャー企業等から導入することにより、新

薬開発を行っています。開発候補化合物については、主にヒトでPOCが確立され、前臨床試験データ、臨床試験デー

タがある化合物を対象とすることにより、開発にかかる様々なリスクと費用を軽減するとともに、開発開始から承

認取得までの期間を短縮することが可能となります。

これらの開発候補化合物の探索は、当社独自の探索ネットワークと評価ノウハウを活用し、社内の経験を有した

専門スタッフによる絞り込みを最初に行い、その後、SABにおいて、第一線でこの分野における治療の研究に携わる

経験豊富な社外専門家の厳密な評価を受けた上で、当社において最終的な導入候補品を決定いたします。当社はSAB

を年２～３回開催し、研究開発全般に関する議論・情報交換を活発に行っています。

開発候補品の導入後は、社内の経験を有した開発スタッフが、短期間で製造販売承認を取得するための開発戦略

策定とその実行等の付加価値の高い業務に専念し、その他の定型的な開発業務はCRO等のアウトソーシング先に委託

しています。

なお、当社の研究開発人員数は46名となっております。今後、パイプラインの開発の進捗に伴い、必要に応じて

開発人員の拡充を図ってまいります。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度中に実施いたしました当社の設備投資等の総額は、57,459千円で、その主なものは、事務所設備・什

器、ネットワーク機器及び業務用ソフトウエアの購入等であります。

なお、当社の事業は医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグ

メント別の記載を省略しています。

 

２ 【主要な設備の状況】

当社における主要な設備は、以下のとおりであります。

2018年12月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(人)

建物
工具、器具
及び備品

ソフト
ウエア

合計

本社
(東京都港区)

事務所 36,771 20,180 50,946 107,897  90(16)

 

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．本社については建物を賃借しており、年間賃借料は88,051千円であります。

３．従業員数は就業員数(契約社員を含む)であり、臨時雇用者数(人材会社からの派遣社員)は、（　）内に外数

で記載しております。

 
３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等(2018年12月31日現在)

該当事項はありません。

 

(2) 重要な設備の除却等(2018年12月31日現在)

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 167,000,000

計 167,000,000
 

(注) 2019年３月28日開催の第14回定時株主総会において、当社普通株式について４株を１株に併合する旨、

および株式併合の効力発生日（2019年７月１日）をもって、発行可能株式総数を167,000,000株から41,750,000株

に変更する定款変更を行う旨が承認可決されました。

 
② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2018年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年３月28日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 82,398,924 82,398,924
東京証券取引所
JASDAQ(グロース)

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であり
ます。単元株式数は、100株
であります。

計 82,398,924 82,398,924 ― ―
 

　(注) 「提出日現在発行数」欄には、2019年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21並び

に会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者

に対して新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

 
<１>2008年９月30日臨時株主総会決議(第17回新株予約権)

 
決議年月日 2008年９月30日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役   ３　※
当社監査役   １　※

新株予約権の数(個)(注)１ 40　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)２ 4,000　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３ 1,169

新株予約権の行使期間
自 2011年３月19日
至 2019年３月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,169
資本組入額  585

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

―
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、100株であります。

当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数

を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端株については、これを

切り捨てます。

 

(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が

調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の

数を適切に調整します。

３．行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、

次の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者

に対し、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。
 

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
分割・新規発行前の株式の株価

既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数
 

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合

に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が１株当たり

の行使価額を適切に調整することができるものとします。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社ま
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たは当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従

業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に

退任または退職したものと取締役会が決議した場合及び社外協力者の場合はこの限りではない。

②本新株予約権者が死亡した場合は、

(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当

該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限

り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該

相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

③本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社とな

る吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主

総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)また

は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日ま

で、本新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑥その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結す

る「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<２>2008年９月30日臨時株主総会決議(第19回新株予約権)

 

決議年月日 2008年９月30日

付与対象者の区分及び人数(名) 社外協力者   ２　※

新株予約権の数(個)(注)１ 25　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)２ 2,500 ※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３ 1,169

新株予約権の行使期間
自 2011年３月19日
至 2019年３月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,169
資本組入額  585

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

―
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、100株であります。

当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数

を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端株については、これを

切り捨てます。

 

(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が

調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の

数を適切に調整します。

３．行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、

次の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者

に対し、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。
 

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
分割・新規発行前の株式の株価

既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数
 

 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合

に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が１株当たり

の行使価額を適切に調整することができるものとします。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社ま

たは当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従

業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に

退任または退職したものと取締役会が決議した場合及び社外協力者の場合はこの限りではない。

②本新株予約権者が死亡した場合は、

(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当

該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限

り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該
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相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

③本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社とな

る吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主

総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)また

は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日ま

で、本新株予約権を行使することができるものとする。

④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑥その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結す

る「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<３>2010年３月30日定時株主総会決議(第20回新株予約権)

 

決議年月日 2010年３月30日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役   ６　※
当社監査役   １　※

新株予約権の数(個)(注)１ 3,445 ※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)２ 344,500　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３ 585

新株予約権の行使期間
自 2012年４月１日
至 2020年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  　585
資本組入額  293

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

―
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、100株であります。

当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数

を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てま

す。

 

(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が

調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の

数を適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される

場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げます。
 

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

 

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により

新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上

げます。
 

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
新規発行前の株式の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数
 

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社ま
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たは当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従

業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に

退任または退職したものと取締役会が決議した場合及び社外協力者の場合はこの限りではない。

②本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社とな

る吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主

総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)また

は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日ま

で、本新株予約権を行使することができるものとする。

③本新株予約権者が

(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当

該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限

り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該

相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑥その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結す

る「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<４>2010年３月30日定時株主総会決議(第21回新株予約権)

 

決議年月日 2010年３月30日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員   50　※

新株予約権の数(個)(注)１ 1,335　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)２ 133,500　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３ 585

新株予約権の行使期間
自 2012年４月１日
至 2020年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  　585
資本組入額  293

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

―
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、100株であります。

当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数

を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てま

す。

 

(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が

調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の

数を適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される

場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げます。
 

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

 

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により

新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上

げます。
 

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
新規発行前の株式の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数
 

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社ま
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たは当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従

業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に

退任または退職したものと取締役会が決議した場合及び社外協力者の場合はこの限りではない。

②本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社とな

る吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主

総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)また

は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日ま

で、本新株予約権を行使することができるものとする。

③本新株予約権者が

(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当

該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限

り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該

相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑥その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結す

る「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<５>2010年３月30日定時株主総会決議(第22回新株予約権)

 

決議年月日 2010年３月30日

付与対象者の区分及び人数(名) 社外協力者   13　※

新株予約権の数(個)(注)１ 1,530　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)２ 153,000　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３ 585

新株予約権の行使期間
自 2012年４月１日
至 2020年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  　585
資本組入額  293

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

―
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、100株であります。

当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数

を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てま

す。

 

(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が

調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の

数を適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される

場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げます。
 

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

 

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により

新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上

げます。
 

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
新規発行前の株式の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数
 

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社ま
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たは当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従

業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に

退任または退職したものと取締役会が決議した場合及び社外協力者の場合はこの限りではない。

②本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社とな

る吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主

総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)また

は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日ま

で、本新株予約権を行使することができるものとする。

③本新株予約権者が

(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当

該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限

り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該

相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑥その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結す

る「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<６>2010年３月30日定時株主総会決議(第23回新株予約権)

 

決議年月日 2010年３月30日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員   ９　※

新株予約権の数(個)(注)１ 100　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)２ 10,000　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３ 585

新株予約権の行使期間
自 2012年10月15日
至 2020年10月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  　585
資本組入額  293

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

―
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、100株であります。

当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数

を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てま

す。

 

(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が

調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の

数を適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される

場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げます。
 

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

 

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により

新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上

げます。
 

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
新規発行前の株式の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数
 

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社ま
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たは当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従

業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に

退任または退職したものと取締役会が決議した場合及び社外協力者の場合はこの限りではない。

②本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社とな

る吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主

総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)また

は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日ま

で、本新株予約権を行使することができるものとする。

③本新株予約権者が

(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当

該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限

り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該

相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑥その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結す

る「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<７>2011年３月30日定時株主総会決議(第24回新株予約権)

 

決議年月日 2011年３月30日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役   ５　※

新株予約権の数(個)(注)１ 1,920　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)２ 192,000　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３ 682

新株予約権の行使期間
自 2013年３月31日
至 2021年３月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    682
資本組入額  341

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

―
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、100株であります。

当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数

を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てま

す。

 

(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が

調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の

数を適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場

合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げます。
 

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

 

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により

新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上

げます。
 

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
新規発行前の株式の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数
 

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たりの払込金額」を

「１株当たりの処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のい

EDINET提出書類

シンバイオ製薬株式会社(E24682)

有価証券報告書

 44/146



ずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。

(b) 当社または当社の関係会社の顧問が契約満了により退任した場合。

(c) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(d) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に

退任または退職したものと取締役会が決議した場合。

②本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社とな

る吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主

総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)また

は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日ま

で、本新株予約権を行使することができるものとする。

③本新株予約権者が

(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当

該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限

り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該

相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑥その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結す

る「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

EDINET提出書類

シンバイオ製薬株式会社(E24682)

有価証券報告書

 45/146



 

<８>2011年３月30日定時株主総会決議(第25回新株予約権)

 

決議年月日 2011年３月30日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員   59　※

新株予約権の数(個)(注)１ 835　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)２ 83,500　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３ 682

新株予約権の行使期間
自 2013年３月31日
至 2021年３月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    682
資本組入額  341

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

―
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません

(注) １．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、100株であります。

当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数

を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てま

す。

 

(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が

調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の

数を適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場

合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げます。
 

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

 

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により

新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上

げます。
 

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
新規発行前の株式の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数
 

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たりの払込金額」を

「１株当たりの処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のい
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ずれかに該当する場合にはこの限りではない。

(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。

(b) 当社または当社の関係会社の顧問が契約満了により退任した場合。

(c) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(d) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に

退任または退職したものと取締役会が決議した場合。

②本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社とな

る吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主

総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)また

は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合に

は、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日ま

で、本新株予約権を行使することができるものとする。

③本新株予約権者が

(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当

該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から６か月以内に限

り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該

相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。

④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使すること

ができないものとする。

⑥その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結す

る「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<９>2012年４月17日取締役会決議(第26回新株予約権)

 

決議年月日 2012年４月17日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役   ４　※

新株予約権の数(個)(注)１ 3,625　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)２ 362,500　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３ 555

新株予約権の行使期間
自 2014年４月18日
至 2022年４月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    555
資本組入額  278

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

―
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、100株であります。

当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数

を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てま

す。

 

(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

上記の他、下記３に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調

整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行

使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設

合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必

要と認める株式数の調整を行います。

３．新株予約権の１個当たりの払込金額は、１株当たりの行使価額555円に上記２に定める新株予約権１個の目

的たる株式数を乗じた金額とします。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満

の端数は切り上げます。
 

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

 

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により

新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上

げます。
 

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
新規発行前の株式の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数
 

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
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４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の１個に満たない端数は行使できないものとする。

②権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能とな

る。

(a) 2014年４月18日から2015年４月17日までは、付与された新株予約権の個数の４分の１を上限として権利

を行使することができる。

(b) 2015年４月18日から2016年４月17日までは、付与された新株予約権の個数の２分の１を上限として権利

を行使することができる。

(c) 2016年４月18日から2017年４月17日までは、付与された新株予約権の個数の４分の３を上限として権利

を行使することができる。

(d) 2017年４月18日から2022年４月17日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使するこ

とができる。

③本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれか

に該当する場合にはこの限りではない。

(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。

(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(c) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任ま

たは退職したものと取締役会が決議した場合。

④本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社とな

る吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主

総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)また

は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合に

は、本新株予約権者は、本行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前

日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

⑤本新株予約権者が

(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当

該新株予約権者の相続人において、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本新株予約権を行使する

ことができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予

約権を行使することができないものとする。

⑥本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結す

る「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<10>2012年４月17日取締役会決議(第27回新株予約権)

 

決議年月日 2012年４月17日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員   70　※

新株予約権の数(個)(注)１ 1,953　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)２ 195,300　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３ 555

新株予約権の行使期間
自 2014年４月18日
至 2022年４月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    555
資本組入額  278

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

―
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、100株であります。

当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数

を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てま

す。

 

(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

上記の他、下記３に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調

整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行

使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設

合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必

要と認める株式数の調整を行います。

３．新株予約権の１個当たりの払込金額は、１株当たりの行使価額555円に上記２に定める新株予約権１個の目

的たる株式数を乗じた金額とします。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満

の端数は切り上げます。
 

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

 

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により

新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上

げます。
 

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
新規発行前の株式の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数
 

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
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４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の１個に満たない端数は行使できないものとする。

②権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能とな

る。

(a) 2014年４月18日から2015年４月17日までは、付与された新株予約権の個数の４分の１を上限として権利

を行使することができる。

(b) 2015年４月18日から2016年４月17日までは、付与された新株予約権の個数の２分の１を上限として権利

を行使することができる。

(c) 2016年４月18日から2017年４月17日までは、付与された新株予約権の個数の４分の３を上限として権利

を行使することができる。

(d) 2017年４月18日から2022年４月17日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使するこ

とができる。

③本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当

社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれか

に該当する場合にはこの限りではない。

(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。

(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(c) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任ま

たは退職したものと取締役会が決議した場合。

④本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社とな

る吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主

総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)また

は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合に

は、本新株予約権者は、本行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前

日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

⑤本新株予約権者が

(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当

該新株予約権者の相続人において、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本新株予約権を行使する

ことができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予

約権を行使することができないものとする。

⑥本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

⑦その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結す

る「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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<11>2013年５月14日取締役会決議(第30回新株予約権)

 

決議年月日 2013年５月14日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役   ５　※

新株予約権の数(個)(注)１ 1,160　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)２ 116,000　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３ 799

新株予約権の行使期間
自 2015年５月15日
至 2023年５月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    799
資本組入額  400

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

(注)６
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、100株であります。

当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数

を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てま

す。

 

(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

上記の他、下記３に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調

整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行

使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設

合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必

要と認める株式数の調整を行います。

３．新株予約権の１個当たりの払込金額は、１株当たりの行使価額799円に上記２に定める新株予約権１個の目

的たる株式数を乗じた金額とします。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満

の端数は切り上げます。
 

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

 

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により

新株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上

げます。
 

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
新規発行前の株式の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数
 

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
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４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の１個に満たない端数は行使できないものとします。

②権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能とな

ります。

(a) 2015年５月15日から2016年５月14日までは、付与された新株予約権の個数の４分の１を上限として権利

を行使することができる。

(b) 2016年５月15日から2017年５月14日までは、付与された新株予約権の個数の２分の１を上限として権利

を行使することができる。

(c) 2017年５月15日から2018年５月14日までは、付与された新株予約権の個数の４分の３を上限として権利

を行使することができる。

(d) 2018年５月15日から2023年５月14日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使するこ

とができる。

③本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または

当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければなりません。ただし、下記のいず

れかに該当する場合にはこの限りではありません。

(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。

(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(c) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任ま

たは退職したものと取締役会が決議した場合。

④本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社

となる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社

株主総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含みます。以下同

じ。）または当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認

された場合には、本新株予約権者は、本行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効

力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとします。

⑤本新株予約権者が

(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本新株予約権を行使するこ

とができるものとします。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権

を行使することができないものとします。

⑥本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとします。

⑦その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結す

る新株予約権割当契約書に定めるところによります。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

６．当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約

権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに

掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付しま

す。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとし

ます。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

(2) 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記２に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上

記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額と

する。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再

編対象会社の株式１株あたり１円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記４に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い

日から、上記４に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項

上記３に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社
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でない場合には株主総会）の承認を要するものとする。

(8)新株予約権の行使の条件

上記４に準じて決定する。

(9) 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本６に準じて決定する。
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<12>2013年５月14日取締役会決議(第31回新株予約権)

 

決議年月日 2013年５月14日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員   68　※

新株予約権の数(個)(注)１ 540　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)２ 54,000　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３ 799

新株予約権の行使期間
自 2015年５月15日
至 2023年５月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    799
資本組入額  400

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

(注)６
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、100株であります。

当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数

を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端株については、これを切り捨てま

す。

 

(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 

上記の他、下記３に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調

整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行

使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設

合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必

要と認める株式数の調整を行います。

３．新株予約権の１個当たりの払込金額は、１株当たりの行使価額799円に上記２に定める新株予約権１個の目

的たる株式数を乗じた金額とします。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満

の端数は切り上げます。
 

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
１

分割・併合の比率
 

 

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により

新株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上

げます。
 

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
新規発行前の株式の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数
 

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
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４．新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。

①各新株予約権の１個に満たない端数は行使できないものとします。

②権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能とな

ります。

(a) 2015年５月15日から2016年５月14日までは、付与された新株予約権の個数の４分の１を上限として権利

を行使することができる。

(b) 2016年５月15日から2017年５月14日までは、付与された新株予約権の個数の２分の１を上限として権利

を行使することができる。

(c) 2017年５月15日から2018年５月14日までは、付与された新株予約権の個数の４分の３を上限として権利

を行使することができる。

(d) 2018年５月15日から2023年５月14日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使するこ

とができる。

③本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または

当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければなりません。ただし、下記のいず

れかに該当する場合にはこの限りではありません。

(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。

(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(c) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任ま

たは退職したものと取締役会が決議した場合。

④本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社と

なる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社

となる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社

株主総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含みます。以下同

じ。）または当社取締役会の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認

された場合には、本新株予約権者は、本行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効

力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとします。

⑤本新株予約権者が

(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上

限として

(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、当該相続開始の日から６か月以内に限り、本新株予約権を行使するこ

とができるものとします。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権

を行使することができないものとします。

⑥本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとします。

⑦その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結す

る新株予約権割当契約書に定めるところによります。

５．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

６．当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約

権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに

掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付しま

す。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとし

ます。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

(2) 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記２に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上

記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額と

する。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再

編対象会社の株式１株あたり１円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記４に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い

日から、上記４に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項

上記３に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社
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でない場合には株主総会）の承認を要するものとする。

(8)新株予約権の行使の条件

上記４に準じて決定する。

(9) 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本６に準じて決定する。
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<13>2014年４月15日取締役会決議(第32回新株予約権)

 

決議年月日 2014年４月15日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役   ５　※

新株予約権の数(個)(注)１ 690　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)２ 69,000　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)４ １

新株予約権の行使期間
自 2017年４月16日
至 2024年４月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)(注)３、４、６

発行価格    230
資本組入額  115

新株予約権の行使の条件 (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)８

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

(注)９
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権１個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる

株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端数については、これを切り捨

てる。

 
(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、

当社は、合理的な範囲で調整することができる。

３．新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権１個当たりの払込金額：22,900円

② 株式１株当たりの払込金額：229円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本

新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

５．新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の１個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又

は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに

該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職した

ものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合

併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株

式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主総会の決議（会社

法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）又は当社取締役会

の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合には、本新

株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生

日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
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④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することが

できるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を

行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契

約書に定めるところによる。

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

にしたがい算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加

限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

７．新株予約権の取得に関する事項

以下の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要

の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株

予約権を取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ⅴ)本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

８．新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

９．組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約

権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項第８号イからホまで

に掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす

る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記２に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とす

る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株あたり１円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日

のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日

までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項

上記６に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には株主総会）の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記５に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本９に準じて決定する。
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<14>2014年４月15日取締役会決議(第33回新株予約権)

 

決議年月日 2014年４月15日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員   68　※

新株予約権の数(個)(注)１ 881　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)２ 88,100　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)４ １

新株予約権の行使期間
自 2017年４月16日
至 2024年４月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)(注)３、４、６

発行価格    230
資本組入額  115

新株予約権の行使の条件 (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)８

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

(注)９
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権１個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる

株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端数については、これを切り捨

てる。

 
(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、

当社は、合理的な範囲で調整することができる。

３．新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権１個当たりの払込金額：22,900円

② 株式１株当たりの払込金額：229円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本

新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

５．新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の１個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又

は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに

該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職した

ものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合

併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株

式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主総会の決議（会社

法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）又は当社取締役会

の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合には、本新

株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生

日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

EDINET提出書類

シンバイオ製薬株式会社(E24682)

有価証券報告書

 60/146



④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することが

できるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を

行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契

約書に定めるところによる。

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

にしたがい算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加

限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

７．新株予約権の取得に関する事項

以下の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要

の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株

予約権を取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ⅴ)本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

８．新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

９．組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約

権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項第８号イからホまで

に掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす

る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記２に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とす

る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株あたり１円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日

のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日

までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項

上記６に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には株主総会）の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記５に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本９に準じて決定する。
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<15>2015年３月26日取締役会決議(第35回新株予約権)

 

決議年月日 2015年３月26日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役   ６　※

新株予約権の数(個)(注)１ 562　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)２ 56,200　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)４ １

新株予約権の行使期間
自 2018年３月27日
至 2025年３月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)(注)３、４、６

発行価格    307
資本組入額  154

新株予約権の行使の条件 (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)８

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

(注)９
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権１個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる

株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端数については、これを切り捨

てる。

 
(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、

当社は、合理的な範囲で調整することができる。

３．新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権１個当たりの払込金額：30,600円

② 株式１株当たりの払込金額：306円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本

新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

５．新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の１個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又

は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに

該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職した

ものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合

併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株

式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主総会の決議（会社

法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）又は当社取締役会

の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合には、本新

株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生

日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
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④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することが

できるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を

行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契

約書に定めるところによる。

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

にしたがい算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加

限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

７．新株予約権の取得に関する事項

以下の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要

の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株

予約権を取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ⅴ)本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

８．新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

９．組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約

権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項第８号イからホまで

に掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす

る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記２に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とす

る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株あたり１円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日

のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日

までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項

上記６に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には株主総会）の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記５に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本９に準じて決定する。
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<16>2015年３月26日取締役会決議(第36回新株予約権)

 

決議年月日 2015年３月26日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員   61　※

新株予約権の数(個)(注)１ 1,350　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)２ 135,000　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)４ １

新株予約権の行使期間
自 2018年３月27日
至 2025年３月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)(注)３、４、６

発行価格    307
資本組入額  154

新株予約権の行使の条件 (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)８

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

(注)９
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。

２．新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権１個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる

株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端数については、これを切り捨

てる。

 
(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、

当社は、合理的な範囲で調整することができる。

３．新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権１個当たりの払込金額：30,600円

② 株式１株当たりの払込金額：306円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本

新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

５．新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の１個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又

は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに

該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職した

ものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合

併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株

式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主総会の決議（会社

法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）又は当社取締役会

の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合には、本新

株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生

日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

EDINET提出書類

シンバイオ製薬株式会社(E24682)

有価証券報告書

 64/146



④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することが

できるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を

行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契

約書に定めるところによる。

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

にしたがい算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加

限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

７．新株予約権の取得に関する事項

以下の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要

の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株

予約権を取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ⅴ)本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

８．新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

９．組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約

権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項第８号イからホまで

に掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす

る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記２に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とす

る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株あたり１円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日

のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日

までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項

上記６に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には株主総会）の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記５に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本９に準じて決定する。
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<17>2016年３月30日取締役会決議(第37回新株予約権)

 

決議年月日 2016年３月30日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役   ６　※

新株予約権の数(個) 2,365　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１ 236,500　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３ １

新株予約権の行使期間
自 2019年３月31日
至 2026年３月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)(注)３、４、５

発行価格    273
資本組入額  137

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)７

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

(注)８
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権１個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる

株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端数については、これを切り捨

てる。

 
(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、

当社は、合理的な範囲で調整することができる。

２．新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権１個当たりの払込金額：27,200円

② 株式１株当たりの払込金額：272円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本

新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

４．新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の１個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又

は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに

該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職した

ものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合

併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株

式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主総会の決議（会社

法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）又は当社取締役会

の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合には、本新

株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生

日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結
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する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することが

できるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を

行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契

約書に定めるところによる。

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

にしたがい算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加

限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

６．新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、

当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取

得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の認

を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

７．新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

８．組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約

権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項第８号イからホまで

に掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす

る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とす

る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株あたり１円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日

のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日

までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項

上記５に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には株主総会）の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記４に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本８に準じて決定する。
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<18>2016年３月30日取締役会決議(第38回新株予約権)

 

決議年月日 2016年３月30日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員   73　※

新株予約権の数(個) 2,332　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１ 233,200　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３ １

新株予約権の行使期間
自 2019年３月31日
至 2026年３月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)(注)２、３、５

発行価格    273
資本組入額  137

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)７

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

(注)８
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権１個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる

株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端数については、これを切り捨

てる。

 
(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、

当社は、合理的な範囲で調整することができる。

２．新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権１個当たりの払込金額：27,200円

② 株式１株当たりの払込金額：272円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本

新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

４．新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の１個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又

は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに

該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職した

ものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合

併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株

式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主総会の決議（会社

法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）又は当社取締役会

の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合には、本新

株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生

日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結
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する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することが

できるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を

行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契

約書に定めるところによる。

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

にしたがい算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加

限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

６．新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、

当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取

得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の認

を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

７．新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

８．組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約

権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項第８号イからホまで

に掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす

る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とす

る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株あたり１円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日

のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日

までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項

上記５に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には株主総会）の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記４に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本８に準じて決定する。
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<19>2017年３月29日取締役会決議(第40回新株予約権)

 

決議年月日 2017年３月29日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役   ６　※

新株予約権の数(個) 2,800　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１ 280,000　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３ １

新株予約権の行使期間
自 2020年３月30日
至 2027年３月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)(注)２、３、５

発行価格    204
資本組入額  102

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)７

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

(注)８
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権１個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる

株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端数については、これを切り捨

てる。

 
(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、

当社は、合理的な範囲で調整することができる。

２．新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権１個当たりの払込金額：20,300円

② 株式１株当たりの払込金額：203円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本

新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

４．新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の１個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又

は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに

該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職した

ものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合

併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株

式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主総会の決議（会社

法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）又は当社取締役会

の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合には、本新

株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生

日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結
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する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することが

できるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を

行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契

約書に定めるところによる。

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

にしたがい算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加

限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

６．新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、

当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取

得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の認

を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

７．新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

８．企業再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約

権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項第８号イからホまで

に掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす

る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とす

る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株あたり１円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日

のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日

までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項

上記５に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には株主総会）の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記４に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本８に準じて決定する。
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<20>2017年３月29日取締役会決議(第41回新株予約権)

 

決議年月日 2017年３月29日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員   71　※

新株予約権の数(個) 3,002　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１ 300,200　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３ １

新株予約権の行使期間
自 2020年３月30日
至 2027年３月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)(注)２、３、５

発行価格    204
資本組入額  102

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)７

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

(注)８
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権１個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる

株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端数については、これを切り捨

てる。

 
(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、

当社は、合理的な範囲で調整することができる。

２．新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権１個当たりの払込金額：20,300円

② 株式１株当たりの払込金額：203円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本

新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

４．新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の１個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又

は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに

該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職した

ものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合

併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株

式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主総会の決議（会社

法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）又は当社取締役会

の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合には、本新

株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生

日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することが

EDINET提出書類

シンバイオ製薬株式会社(E24682)

有価証券報告書

 72/146



できるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を

行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契

約書に定めるところによる。

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

にしたがい算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加

限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

６．新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、

当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取

得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の認

を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

７．新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

８．企業再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約

権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項第８号イからホまで

に掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす

る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とす

る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株あたり１円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日

のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日

までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項

上記５に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には株主総会）の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記４に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本８に準じて決定する。
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<21>2018年３月29日取締役会決議(第43回新株予約権)

 

決議年月日 2018年３月29日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役   ６　※

新株予約権の数(個) 3,050　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)  ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１ 305,000　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３ １

新株予約権の行使期間
2021年３月30日から
2028年３月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)(注)２、３、５

発行価格　　　　199
資本組入額　　　100

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)７

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

(注)８
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権１個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる

株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端数については、これを切り捨

てる。

 
(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、

当社は、合理的な範囲で調整することができる。

２．新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権１個当たりの払込金額：19,800円

② 株式１株当たりの払込金額：198円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本

新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

４．新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の１個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又

は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに

該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職した

ものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合

併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株

式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主総会の決議（会社

法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）又は当社取締役会

の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合には、本新

株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生

日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
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④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することが

できるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を

行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契

約書に定めるところによる。

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

にしたがい算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加

限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

６．新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、

当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取

得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の認

を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

７．新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

８．企業再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約

権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項第８号イからホまで

に掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす

る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とす

る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株あたり１円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日

のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日

までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項

上記５に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には株主総会）の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記４に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本８に準じて決定する。
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<22>2018年３月29日取締役会決議(第44回新株予約権)

 

決議年月日 2018年３月29日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員   74　※

新株予約権の数(個) 4,648　※

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)  ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)１ 464,800　※

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)３ １

新株予約権の行使期間
2021年３月30日から
2028年３月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)(注)２、３、５

発行価格　　　　199
資本組入額　　　100

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)７

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

(注)８
 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権１個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる

株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端数については、これを切り捨

てる。

 
(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、

当社は、合理的な範囲で調整することができる。

２．新株予約権の払込金額又はその算定方法

① 新株予約権１個当たりの払込金額：19,800円

② 株式１株当たりの払込金額：198円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本

新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

４．新株予約権の行使の条件

① 各新株予約権の１個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又

は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに

該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職した

ものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合

併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株

式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主総会の決議（会社

法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）又は当社取締役会

の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合には、本新

株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生

日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
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④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することが

できるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を

行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契

約書に定めるところによる。

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

にしたがい算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加

限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

６．新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、

当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取

得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の認

を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

７．新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

８．企業再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約

権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項第８号イからホまで

に掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす

る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とす

る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株あたり１円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日

のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日

までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項

上記５に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には株主総会）の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記４に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本８に準じて決定する。
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<23>2019年３月28日取締役会決議(第48回新株予約権)

 

決議年月日 2019年３月28日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役   ６　

新株予約権の数(個) (注)１、２

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)  ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)３、４

新株予約権の行使期間 (注)５

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)

 (注)７

新株予約権の行使の条件 (注)６

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)９

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

(注)10
 

(注) １．新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権１個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる

株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端数については、これを切り捨

てる。

 
(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、

当社は、合理的な範囲で調整することができる。

２．新株予約権の個数

　　4,700個

なお、上記総数は、当社取締役への割当予定数であり、引受の申込みがなされなかった場合等、当社取締役

へ割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、当社取締役へ割り当てる新株予約権の総数をもって発行

する新株予約権の総数とする

３．新株予約権の払込金額又はその算定方法

本新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズモデル」により算定された本新株予約権の公正価額

を払込金額とする。

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本

新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けるこ

とができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

５．新株予約権の権利行使期間

2022年３月30日から2029年３月29日まで

６．新株予約権の行使の条件

① 各本新株予約権の１個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又

は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに

該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職した

ものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合

併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株

式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主総会の決議（会社
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法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）又は当社取締役会

の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合には、本新

株予約権者は、上記５の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、

本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該本新株予約権者の相続人は、当社と本新株予約権者との間で

締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使するこ

とができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約

権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当

契約書に定めるところによる。

７．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

にしたがい算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加

限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

８．新株予約権の取得に関する事項

以下の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要

の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株

予約権を取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ⅴ)本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

９．新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

10．組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約

権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項第８号イからホまで

に掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす

る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記２に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とす

る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株あたり１円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記５に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い

日から、上記５に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項

上記７に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には株主総会）の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記６に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本10に準じて決定する。

11．本新株予約権の割当日

2019年４月22日

EDINET提出書類

シンバイオ製薬株式会社(E24682)

有価証券報告書

 79/146



12．新株予約権に関するその他の事項

上記１～11の細則及び新株予約権に関するその他の内容については、取締役会決議に基づき、当社と本新株

予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
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<24>2019年３月28日取締役会決議(第49回新株予約権)

 

決議年月日 2019年３月28日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員   95　

新株予約権の数(個) (注)１、２

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)  ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)３、４

新株予約権の行使期間 (注)５

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)

 (注)７

新株予約権の行使の条件 (注)６

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)９

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事
項

(注)10
 

(注) １．新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権１個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。

ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる

株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端数については、これを切り捨

てる。

 
(調整後株式数)＝(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

 
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、

当社は、合理的な範囲で調整することができる。

２．新株予約権の個数

　　10,650個

なお、上記総数は、当社従業員への割当予定数であり、引受の申込みがなされなかった場合等、当社従業員

へ割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、当社従業員へ割り当てる新株予約権の総数をもって発行

する新株予約権の総数とする

３．新株予約権の払込金額又はその算定方法

本新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズモデル」により算定された本新株予約権の公正価額

を払込金額とする。

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本

新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けるこ

とができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

５．新株予約権の権利行使期間

2022年３月30日から2029年３月29日まで

６．新株予約権の行使の条件

① 各本新株予約権の１個に満たない端数は行使できないものとする。

② 本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又

は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに

該当する場合にはこの限りではない。

(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職した

ものと取締役会が認めた場合。

③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合

併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株

式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主総会の決議（会社
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法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）又は当社取締役会

の決議（当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。）で承認された場合には、本新

株予約権者は、上記５の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、

本新株予約権を行使することができるものとする。

④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該本新株予約権者の相続人は、当社と本新株予約権者との間で

締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使するこ

とができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約

権を行使することができないものとする。

⑤ その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当

契約書に定めるところによる。

７．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

にしたがい算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加

限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

８．新株予約権の取得に関する事項

以下の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要

の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株

予約権を取得することができる。

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ⅴ)本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

９．新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

10．組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約

権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、会社法第236条第１項第８号イからホまで

に掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす

る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

② 新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

企業再編の条件等を勘案の上、上記２に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とす

る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株あたり１円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記５に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い

日から、上記５に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項

上記７に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には株主総会）の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使の条件

上記６に準じて決定する。

⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付

本10に準じて決定する。

11．本新株予約権の割当日

2019年４月22日
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12．新株予約権に関するその他の事項

上記１～11の細則及び新株予約権に関するその他の内容については、取締役会決議に基づき、当社と本新株

予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。

2018年４月９日取締役会決議(第46回及び第47回新株予約権)

決議年月日 2018年４月９日

新株予約権の数

30,000,000個

　第46回新株予約権：15,000,000 個
　第47回新株予約権：15,000,000 個

新株予約権のうち自己新株予約権の数  ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(注)１

30,000,000 株

　第46回新株予約権：15,000,000 株
　第47回新株予約権：15,000,000 株

新株予約権の行使時の払込金額 (注)３

新株予約権の行使期間
2018年４月26日から
2021年４月26日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

(注)２、３、８

新株予約権の行使条件 (注)６

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)９

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

―

 

※　当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年２月28

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権１個の目的である株式の数は、当社普通株式１株とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する

ものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株

予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、

これを切り捨てるものとする。
 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議によ
り、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。

２．新株予約権の払込金額又はその算定方法

新株予約権１個当たりの払込金額

　　　第46回新株予約権：金0.44円

　　　第47回新株予約権：金0.38円

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当

株式数を乗じた額とする。但し、これにより１円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨て

る。

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当

社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式１株当
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たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、次の通りとする。

　　　　　第46回新株予約権：209円

　　　第47回新株予約権：211円

４．行使価額の修正

本新株予約権の行使価額は、2018年４月27日に初回の修正がされ、以後５価格算定日(以下に定義する。)が

経過する毎に修正される。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売

買立会が行われる日(以下「取引日」という。)であって、以下に定める市場混乱事由が発生しなかった日を

いう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含

む。)から起算して５価格算定日目の日の翌取引日(以下「修正日」という。)に、修正日に先立つ５連続価

格算定日(以下「価格算定期間」という。)の各価格算定日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式

の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値に対して下記に定義する行使価額修正率を掛けた金額

の１円未満の端数を切り捨てた額(以下「基準行使価額」という。)(但し、当該金額が発行要項第10項に記

載の下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。

行使価額修正率

　　　　第46 回新株予約権：93％

　　　　第47 回新株予約権：94％

また、いずれかの価格算定期間内に本新株予約権の発行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が

発生した場合には、当該価格算定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の

売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整される。

５．行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付さ

れ、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める

算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 交付普通株式数×１株当たりの払込金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行普通株式数 ＋ ─────────────────────

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　　　価

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×─────────────────────────────――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行普通株式数　＋　交付普通株式数

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期につい

ては、次に定めるところによる。

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当

社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通

株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は

行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられている

ときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日が

ある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のた

めの基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるため

の基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利

を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするとき

は当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって

当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第

(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新

株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の行使

価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利

の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなし

て行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合

は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のため

の基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際し

て交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他

の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点

で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の

全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行

使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含

む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場

合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の

発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本

号①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用

する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行
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使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

 
　　　　　(調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

株式数 ＝ ────────────────────────────────────────―

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調 整 後 行 使 価 額

 
(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとどまる

限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し

行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差

額を差引いた額を使用する。

(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

① １円未満の端数を切り上げる。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基

準日)に先立つ45 取引日目に始まる30 取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平

均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位ま

で算出し、小数第２位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場

合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日

における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行

使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられ

る当社普通株式数を含まないものとする。

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価

額の調整を行う。

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする

株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を

必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出

にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第４項

に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。

(7) 第４項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面

によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後の行使価額及びその適用の

日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合

その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを

行う。

６．新株予約権の行使の条件

　　本新株予約権の一部行使はできない。

７．新株予約権の取得事由

当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、当社取締役会が定めた本新株予約権

を取得する日(以下、「取得日」という。)の10 取引日以上前に本新株予約権者に通知する事により、本新

株予約権１個当たり第２項の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて１円未満の端数が生じたときは

これを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得する事が出来る。本

新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

８．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし(計算の結果１円未満の端数が

生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ

た額を増加する資本準備金の額とする。

９．新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

10．当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。

11．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおり。

(1) 株価の上昇または下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加また

は減少する。

(2) 下限行使価額は当初113円とし、第４項の規定を準用して調整される。

(3) 割当株式数の上限については、第46回新株予約権は15,000,000株、第47回新株予約権は15,000,000株。

(4) 第46回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限（第４項の規定を準用して調整された下限

行使価額にて第46回新株予約権が全て行使された場合）は1,701,600,000円であり、第47回新株予約権が

全て行使された場合の資金調達額の下限（第４項の規定を準用して調整された下限行使価額にて第47回新

株予約権が全て行使された場合）は1,700,700,000円である。

12．当該行使価額修正条項付新株予約権付社債権等に表示された権利の行使に関する事項について所有者との間

の取決めの内容
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　　当社と割当先は、下記の内容を含む契約を締結している。

(1) 当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第１項、同施行規則第436条第１項から第５項までの

定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数

が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10％を超える場合には、当社は当該10％を超える部

分に係る本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を行わせないこと。

(2) 割当先は、所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約権の行使を行わないこと

に同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、当該本新株予約権の行使が制限超

過行使に該当しないかについて確認を行うこと。

(3)割当先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社の間で制限超過行

使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対し

て同様の義務を承継すべき旨を約束させること。

(4)第46回新株予約権行使コミット条項

　　割当先は、第46回新株予約権前半行使期間（以下に定義する。）内に、6,000,000個以上の第46回新株

予約権を行使すること（以下、「第46回新株予約権前半行使コミット」）を約する。但し、第46回新株予

約権前半行使期間の直前取引日を最終日とする1か月及び3か月のそれぞれの期間における取引所における

当社普通株式の出来高平均が95万株を超えていることを第46回新株予約権前半行使コミットの条件とし、

当該条件を充足しない場合には、別途、当社と割当先との間で合意するところに従い、第46回新株予約権

を行使する。「第46回新株予約権前半行使期間」とは、当初、本払込期日の1年後の応当日の翌取引日

（当日を含む。）から、その52価格算定日目の日（当日を含む。）までの期間（なお、本契約締結日時点

では、市場混乱事由が発生せず、また本項第(7)号に定める行使前倒し指示がないと仮定した場合、2019

年4月26日（当日を含む。）から2019年7月11日（当日を含む。）までの期間）をいうが、上記期間内の各

価格算定期間に属するいずれかの取引日において、取引所の発表する当社普通株式の終値が、当該取引日

において適用のある第46回新株予約権の下限行使価額の110％以下となった場合（以下、「第46回新株予

約権コミット期間延長事由」という。）には、第46回新株予約権コミット期間延長事由が1回発生する毎

に、第46回新株予約権前半行使期間は5価格算定日ずつ延長される（但し、かかる延長は合計20価格算定

日を上限とする。なお、かかる延長は、各価格算定期間中において生じた第46回新株予約権コミット期間

延長事由につき1回に限られ、同一の価格算定期間中において複数の第46回新株予約権コミット期間延長

事由が生じた場合であっても、当該第46回新株予約権コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとす

る。）。

なお、第46回新株予約権前半行使期間中に上記の延長が4回を超えて発生した場合には、割当先の第46

回新株予約権前半行使コミットに係る義務は消滅する。但し、割当先は、第46回新株予約権前半行使コ

ミットに係る義務の消滅後も、その自由な裁量により、任意の数の第46回新株予約権を行使することがで

きる。

割当先は、第46回新株予約権全部行使期間（以下に定義する。）内に、割当先が保有する第46回新株予

約権15,000,000個を全て行使すること（以下、「第46回新株予約権全部行使コミット」という。）を約す

る。但し、第46回新株予約権全部行使期間の直前取引日を最終日とする1か月及び3か月のそれぞれの期間

における取引所における当社普通株式の出来高平均が95万株を超えていることを第46回新株予約権全部行

使コミットの条件とし、当該条件を充足しない場合には、別途、当社と割当先との間で合意するところに

従い、第46回新株予約権を行使する。

「第46回新株予約権全部行使期間」とは、当初、本払込期日の1年後の応当日の翌取引日（当日を含

む。）から、その97価格算定日目の日（当日を含む。）までの期間（なお、本契約締結日時点では、市場

混乱事由が発生せず、また本項第(7)号に定める行使前倒し指示がないと仮定した場合、2019年4月26日

（当日を含む。）から2019年9月17日（当日を含む。）までの期間）をいうが、上記期間内の各価格算定

期間に属するいずれかの取引日において、第46回新株予約権コミット期間延長事由が発生した場合には、

第46回新株予約権コミット期間延長事由が1回発生する毎に、第46回新株予約権全部行使期間は5価格算定

日ずつ延長される（但し、かかる延長は合計40価格算定日を上限とする。なお、かかる延長は、各価格算

定期間中において生じた第46回新株予約権コミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の価格算定期

間中において複数の第46回新株予約権コミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該第46回新株予

約権コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとする。）。

　なお、第46回新株予約権全部行使期間中に上記の延長が8回を超えて発生した場合には、割当先の第46

回新株予約権全部行使コミットに係る義務は消滅する。但し、割当先は、第46回新株予約権全部行使コ

ミットに係る義務の消滅後も、その自由な裁量により、任意の数の第46回新株予約権を行使することがで

きる。

(5)第47回新株予約権行使コミット条項

割当先は、第47回新株予約権前半行使期間（以下に定義する。）内に、6,000,000個以上の第47回新株

予約権を行使すること（以下、「第47回新株予約権前半行使コミット」）を約する（但し、第47回新株予

約権前半行使期間の直前取引日を最終日とする1か月及び3か月のそれぞれの期間における取引所における

当社普通株式の出来高平均が95万株を超えていることを第47回新株予約権前半行使コミットの条件とし、

当該条件を充足しない場合には、別途、当社と割当先との間で合意するところに従い、第47回新株予約権

を行使する。「第47回新株予約権前半行使期間」とは、当初、本払込期日の2年後の応当日の翌取引日

（当日を含む。）から、その52価格算定日目の日（当日を含む。）までの期間（なお、本契約締結日時点

では、市場混乱事由が発生せず、また本項第(7)号に定める行使前倒し指示がないと仮定した場合、2020

年4月27日（当日を含む。）から2020年7月13日（当日を含む。）までの期間）をいうが、上記期間内の各

価格算定期間に属するいずれかの取引日において、取引所の発表する当社普通株式の終値が、当該取引日
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において適用のある第47回新株予約権の下限行使価額の110％以下となった場合（以下、「第47回新株予

約権コミット期間延長事由」といい、第45回新株予約権コミット期間延長事由及び第46回新株予約権コ

ミット期間延長事由と併せて、「コミット期間延長事由」という。）には、第47回新株予約権コミット期

間延長事由が1回発生する毎に、第47回新株予約権前半行使期間は5価格算定日ずつ延長される（但し、か

かる延長は合計20価格算定日を上限とする。なお、かかる延長は、各価格算定期間中において生じた第47

回新株予約権コミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の価格算定期間中において複数の第47回新

株予約権コミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該第47回新株予約権コミット期間延長事由に

伴う延長は1回のみとする。）。

なお、第47回新株予約権前半行使期間中に上記の延長が4回を超えて発生した場合には、割当先の第47

回新株予約権前半行使コミットに係る義務は消滅する。但し、割当先は、第47回新株予約権前半行使コ

ミットに係る義務の消滅後も、その自由な裁量により、任意の数の第47回新株予約権を行使することがで

きる。

割当先は、第47回新株予約権全部行使期間（以下に定義する。）内に、割当先が保有する第47回新株予

約権15,000,000個を全て行使すること（以下、「第47回新株予約権全部行使コミット」という。）を約す

る。但し、第47回新株予約権全部行使期間の直前取引日を最終日とする1か月及び3か月のそれぞれの期間

における取引所における当社普通株式の出来高平均が95万株を超えていることを第47回新株予約権全部行

使コミットの条件とし、当該条件を充足しない場合には、別途、当社と割当先との間で合意するところに

従い、第47回新株予約権を行使する。

第47回新株予約権全部行使期間」とは、当初、本払込期日の2年後の応当日の翌取引日（当日を含

む。）から、その97価格算定日目の日（当日を含む。）までの期間（なお、本契約締結日時点では、市場

混乱事由が発生せず、また本項第(7)号に定める行使前倒し指示がないと仮定した場合、2020年4月27日

（当日を含む。）から2020年9月16日（当日を含む。）までの期間）をいうが、上記期間内の各価格算定

期間に属するいずれかの取引日において、第47回新株予約権コミット期間延長事由が発生した場合には、

第47回新株予約権コミット期間延長事由が1回発生する毎に、第47回新株予約権全部行使期間は5価格算定

日ずつ延長される（但し、かかる延長は合計40価格算定日を上限とする。なお、かかる延長は、各価格算

定期間中において生じた第47回新株予約権コミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の価格算定期

間中において複数の第47回新株予約権コミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該第47回新株予

約権コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとする。）。

　なお、第47回新株予約権全部行使期間中に上記の延長が8回を超えて発生した場合には、割当先の第47

回新株予約権全部行使コミットに係る義務は消滅する。但し、割当先は、第47回新株予約権全部行使コ

ミットに係る義務の消滅後も、その自由な裁量により、任意の数の第47回新株予約権を行使することがで

きる。

(6) 割当人は、第46回新株予約権については第46回新株予約権全部行使期間が開始するまで、第47回新株予

約権については第47回新株予約権全部行使期間が開始するまで権利行使できないことを了承する。

(7) 当社は、第46回新株予約権及び第47回新株予約権について、行使前倒し指示を行う事ができる。第46回

新株予約権について行使前倒し指示がなされた場合は、第46回新株予約権前半行使期間及び第46回新株予

約権全部行使期間が、第47回新株予約権について行使前倒し指示が通知された場合は、第47回新株予約権

前半行使期間及び第47回新株予約権全部行使期間が、行使前倒し指示がなされた日（以下、「行使前倒し

指示日」という。）の翌取引日（当日含む。）に開始する。行使前倒し指示が通知された場合、第46回新

株予約権前半行使期間及び第47回新株予約権前半行使期間は、行使前倒し指示日の翌取引日（当日を含

む。）から、その52価格算定日目の日（当日を含む。）までの期間とし、第46回新株予約権全部行使期間

及び第47回新株予約権全部行使期間は、行使前倒し指示日の翌取引日（当日を含む。）から、その97価格

算定日目の日（当日を含む。）までの期間とする。

13．当社の株券の売買について当社との間の取決めの内容

本買取契約において、割当先が本新株予約権を保有している限り、割当先は取引所市場外において当社の株

券の買付けを行わない旨を定めております。

14．当社の株券の貸借に関する事項について当社と割当先との特別利害関係者等との間の取決めの内容

当社代表取締役であり、大株主である吉田文紀氏は、その保有する当社普通株式について、割当先への貸株

を行う予定である。

割当先は、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付け以

外の目的のために売却その他の処分をしないものとする旨、貸主との貸株契約書において定めている。

15．その他投資者の保護を図るため必要な事項

　　該当なし。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

2018年４月９日取締役会決議(第45回新株予約権)

 
第４四半期会計期間

(2018年10月１日から
2018年12月31日まで)

第14期
(2018年１月１日から
2018年12月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正
条項付新株予約権付社債券等の数(個)

1,220,000 20,000,000

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) 1,220,000 20,000,000
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当該期間の権利行使に係る平均行使価額等
(円)

132 129

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 161,040 2,588,700

当該期間の末日における権利行使された当該
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の
数の累計(個)

― 20,000,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条
項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付
株式数(株)

― 20,000,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条
項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均
行使価額等(円)

― 129

当該期間の末日における当該行使価額修正条
項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金
調達額(千円)

― 2,588,700

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2014年１月１日～
2014年12月31日
(注)１

1,756,666 32,390,923 271,915 8,330,775 271,915 8,300,775

2016年１月１日～
2016年12月31日
(注)２

14,139,901 46,530,824 1,617,522 9,948,298 1,617,522 9,918,298

2017年１月１日～
2017年12月31日
(注)３

7,518,400 54,049,224 813,378 10,761,676 813,378 10,731,676

2018年１月１日～
2018年12月31日
(注)４

28,349,700 82,398,924 2,210,903 12,972,579 2,210,903 12,942,579

 

(注) １．無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使並びに新株予約権の権利行使による増加であり

ます。

２．無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使並びに新株予約権の権利行使による増加であり

ます。

３．無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使並びに新株予約権の権利行使による増加であり

ます。

４．新株予約権の権利行使による増加であります。
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(5) 【所有者別状況】

2018年12月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 2 40 123 39 64 31,419 31,687 ―

所有株式数
(単元)

― 12,357 58,342 22,931 66,746 1,494 662,052 823,922 6,724

所有株式数
の割合(％)

― 1.50 7.08 2.78 8.10 0.18 80.35 100.00 ―
 

(注) 自己株式75株は、「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。

 

(6) 【大株主の状況】

2018年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数の
割合(％)

吉田文紀 東京都港区 3,451,000 4.19

CEPHALON, INC.
セファロン インク
(常任代理人　テバファーマスー
ティカル株式会社)

41 Moores Road Frazer Pennsylvania 19355
USA
(東京都港区虎ノ門５丁目１番５号)

2,589,000 3.14

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４番地 1,238,100 1.50

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10号 1,224,700 1.49

エーザイ株式会社 東京都文京区小石川４丁目６番10号 833,400 1.01

J. P. Morgan Securities plc
(常任代理人　JPモルガン証券株
式会社)

25 Bank Street Canary Wharf London UK
(東京都千代田区丸の内２丁目７番３号　東京ビ
ルディング)

695,158 0.84

早稲田１号投資事業有限責任組
合

東京都新宿区喜久井町65番地　糟屋ビル３階 684,000 0.83

藍澤證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目20－３ 606,200 0.74

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD
AC ISG (FE-AC)
(常任代理人　株式会社三菱UFJ
銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON
EC4A 2BB UNITED KINGDOM
(東京都千代田区丸の内２丁目７－１)

599,876 0.73

BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR
PRIME BROKERACE CLEARANCE ACC
FOR THIRD PARTY
(常任代理人　香港上海銀行東京
支店カストディ業務部　)

10　HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA UK
(東京都中央区日本橋３丁目11番１号)

583,000 0.71

計  12,504,434 15.18
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2018年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

823,922
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であります。
単元株式数は、100株であります。

82,392,200

単元未満株式 普通株式 6,724
 

― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 82,398,924 ― ―

総株主の議決権 ― 823,922 ―
 

(注) 自己株式75株は、「単元未満株式」に含めて記載しております。

 

② 【自己株式等】

2018年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
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２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】  普通株式
 

　
(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に
係る移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―
     

保有自己株式数 75 ― 75 ―

 

(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取りによる株式は含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社は創業以来配当を実施しておりません。

当社の現時点における事業ステージは、開発第１号品であるトレアキシン®の製品売上が計上されているものの、他

のパイプラインが先行投資の段階にあるため、今後も当面は資金を財務体質の強化及び研究開発活動の継続的な実施

に優先的に充当し、配当は行わない方針です。しかしながら、当社では株主への利益還元を経営の重要な課題と認識

しており、今後の経営成績及び財政状態を勘案し、利益配当についても検討してまいります。

なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年６月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定

款に定めています。また、期末配当・中間配当のほか、「基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。」旨を

定款に定めています。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会となっています。

 

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 2014年12月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月

最高(円) 430 383 509 335 289

最低(円) 191 177 170 196 115
 

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであります。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別 2018年７月 2018年８月 2018年９月 2018年10月 2018年11月 2018年12月

最高(円) 168 151 179 289 234 276

最低(円) 125 115 120 152 178 162
 

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

男性９名　女性０名　（役員のうち女性の比率0％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役
社長執行役員

(CEO)
吉 田 文 紀 1949年１月19日生

1980年１月 日本バイオ・ラッドラボラトリー

ズ株式会社 代表取締役社長

1991年７月 日本シンテックス株式会社

代表取締役社長

1993年５月 アムジェン株式会社　代表取締役

社長

米国アムジェン社 副社長

2005年３月 当社設立 代表取締役社長兼CEO

(現任)

(注)

１
3,451,000

代表取締役
副社長執行役員

(CCO)
淺　川　一　雄 1954年２月25日生

1979年４月 サンド薬品株式会社入社

1994年12月 日本ロシュ株式会社中枢神経領域

部長

1996年６月 サンド薬品株式会社 スペシャル

プロダクトグループグループ長

1997年４月 ノバルティスファーマ株式会社

マーケティング部長

2002年４月 同社 執行役員移植・免疫領域事

業部事業部長

2005年12月 同社 常務取締役オンコロジー事

業本部事業本部長

2015年12月 当社入社　日本事業本部長

2016年３月 当社 副社長兼COO兼日本事業本部

長

2017年３月 当社 代表取締役副社長兼COO兼日

本事業本部長

2018年10月 当社 代表取締役副社長兼CCO兼日

本事業本部長（現任）

(注)

１
―

取締役

執行役員

経営管理本部長

(CFO)

村　田　賢　治 1968年７月19日生

1991年４月 住友生命保険相互会社入社

2004年10月 ノバルティスファーマ株式会社

戦略ソーシングマネジャー

2007年７月 同社 オンコロジー企画管理部門

長

2014年１月 ノバルティスアニマルヘルス株式

会社カントリーCFO

2015年１月 エランコ・ジャパン株式会社

（イーライリリーによる買収）

カントリーCFO

2016年12月 当社入社　財務経理部長

2018年３月 当社　執行役員財務経理部長兼

CFO

2018年10月 当社　執行役員経営管理本部長兼

CFO

2019年３月 当社　取締役執行役員経営管理本

部長兼CFO（現任）

(注)

１
―

取締役 ― 松　本　茂外志 1949年８月12日生

1972年４月 中外製薬株式会社入社

2002年４月 同社 監査室長

2007年３月 同社 常勤監査役

2011年４月 同社 顧問

2011年10月 アポプラスステーション株式会社

顧問

2015年６月 プロティビティLCC シニアアドバ

イザー

2015年10月 公益社団法人日本監査役協会　監

査実務相談員

2017年３月 当社 社外監査役

2018年３月 当社 社外取締役(現任)

(注)

１
―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 ―

ブルース・

デビッド・

チェソン

1946年４月６日生

1971年７月 ヴァージニア大学病院　内科イン

ターン

1973年７月 同院　内科上級アシスタント研修

医

1974年７月 ニューイングランド・メディカル

センター病院　血液学臨床研究員

1977年７月 ユタ大学病院　血液学/腫瘍学　

医学部助教授

1984年10月 国立がん研究所　がん治療評価プ

ログラム主任研究員

2001年６月 リンパ腫研究財団　科学諮問委員

会（現任）

2002年７月 ジョージタウン大学病院ロンバル

ディ総合がんセンター　血液腫瘍

科　血液腫瘍科副主任

2013年３月 同院　血液腫瘍学フェローシップ

プログラムディレクター

2016年８月 モーフォシス社　社外取締役（現

任）

2018年12月 フランク・M. アーウィング財

団　血液腫瘍学委員長（現任）

2019年３月 当社 社外取締役(現任)

(注)

１
―

取締役 ―

ロックフォード・

ダグラス・

 ノービー

1935年６月28日生

1979年９月 シンテックス・コーポレーション

社　シニアバイスプレジデント兼

CFO

1985年２月 ルーカスフィルム社　社長兼COO

1996年12月 LSI ロジック・コーポレーション

社　取締役副社長

1999年９月 アレクシオン社　独立取締役、監

査委員会委員長

2010年３月 マグナチップ・セミコンダクタ社

取締役会長

2017年11月 クリスタル・バイオテック社　社

外取締役（現任）

2019年３月 当社 社外取締役(現任)

(注)

１
―

常勤監査役 ― 渡　部　　　潔 1951年５月16日生

1974年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会

社みずほ銀行）入行

1998年６月 同行 審査部米州企業審査室長

（ニューヨーク駐在）

2003年６月 協和発酵工業株式会社 経営企画

室長

2005年４月 同社 医薬企画部長

2008年10月 協和発酵バイオ株式会社 企画管

理部長

2011年２月 川口化学工業株式会社 常勤社外

監査役

2015年６月 東邦アセチレン株式会社 社外監

査役

2017年３月 当社 常勤社外監査役(現任)

(注)

２
―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

監査役 ― 遠　藤　今朝夫 1951年11月28日生

1983年９月 公認会計士登録

1984年３月 プライスウォーターハウスコンサ

ルタント株式会社入社

1986年３月 デロイトアンドトウシュ会計士事

務所ロスアンゼルス及びニュー

ヨーク事務所入所

1991年２月 米国公認会計士登録

2000年４月 霞が関監査法人（現太陽有限責任

監査法人）代表社員

2006年６月 曙ブレーキ工業株式会社 社外監

査役

2012年７月 三優監査法人 代表社員

2015年10月 遠藤公認会計士事務所 代表（現

任）

2016年５月 キャリアリンク株式会社 社外取

締役（現任）

2016年11月 ABS監査法人 代表社員（現任）

2018年３月 当社 社外監査役(現任)

(注)

２
―

監査役 ― 海老沼　英　次 1957年７月３日生

1980年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会

社みずほ銀行）入行

2002年４月 株式会社みずほ銀行人事部企画

チーム次長

2003年４月 株式会社オリンピック社長室長兼

総合企画室長

2008年12月 弁護士登録

虎ノ門総合法律事務所入所

2013年１月 田辺総合法律事務所パートナー

2014年６月 株式会社ミライト・ホールディン

グス社外取締役（現任）

2016年６月 楽天銀行株式会社社外取締役（現

任）

2019年３月 当社　社外監査役(現任)

(注)

２
―

 

(注) １．取締役の任期は、2019年３月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

２．監査役の任期は、2019年３月28日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役のうち松本茂外志、ブルース・デビッド・チェソン及びロックフォード・ダグラス・ノービーは、

社外取締役であります。

４．監査役渡部潔、遠藤今朝夫及び海老沼英次は、社外監査役であります。

５．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門に於け

る業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は４

名で、取締役を兼務しない執行役員は次の１名であります。

執行役員　　　　　 　石田　信生
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、共創・共生の「志」に基づいて設立されました。患者さんを中心にして、科学者・医師・行政・株主

が支えあう関係こそが当社が目指す理念であり、負うべき使命であります。この理念を追求することこそが当社

の企業価値を向上させるとの認識のもと、当社はコーポレート・ガバナンスを強化し、経営効率の向上と企業倫

理の浸透、経営の健全性確保に努めております。

 
② 会社の機関の内容

当社は、会社法に規定している取締役会及び監査役会を設置しております。

 
当社の内部統制システムの概要図は以下の通りです。

③ 取締役会の状況

取締役会は取締役６名(うち社外取締役３名)で構成され、当社の経営に関する重要な意思決定並びに法令で定

められた事項の決定を行っております。

取締役会は原則として月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役は活発に質問す

るとともに、各々の専門的な立場から積極的に提言を行っております。

なお、当社では、意思決定と業務執行の迅速化を図るために、経営の重要な意思決定・業務執行の監督機能

と、業務執行機能を区分し、前者を取締役会が、後者を執行役員が担っております。

 
④ 監査役会及び監査役監査の状況

監査役は、監査役会が定めた監査方針、職務分担等に従い、取締役会やその他の重要な会議に出席し意見を述

べるとともに、取締役の職務の執行状況を監査しています。監査役会は、原則として月１回開催し、必要に応じ

て臨時監査役会を開催しております。

監査役会は、３名(全員が社外監査役)で構成されており、うち１名は常勤監査役であります。全監査役は取締

役会に出席しており、取締役会への監査機能を強化しております。

なお、常勤社外監査役 渡部潔は、上場会社の監査役としての豊富な経験と知識を有しております。また、社外

監査役 遠藤今朝夫は、公認会計士、上場会社の社外役員としての豊富な経験と知識を有しており、財務及び会計

に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役 海老沼英次は、弁護士としての豊富な経験と知識

を有しております。
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⑤ 経営執行会議

経営戦略及び経営上の重要な案件については、経営執行会議において討議を行うことにより、事業の円滑な運

営に努めております。

 
⑥ 内部監査の状況

当社は、社長直轄の内部監査室を設置し、専任の内部監査室長を選任しております。内部監査室長は、各部門

の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき監査を実施しております。各部門の監査

結果及び改善措置については、内部監査室長から代表取締役社長に報告されており、監査の結果、改善事項があ

る場合には、被監査部門に対し指摘・改善提案を行い、改善状況を継続的に確認しております。

さらに当社は、開発本部に薬事監査部を設置し、専任の薬事監査部長を選任しており、内部監査室長は、薬事

監査部から報告を受け、薬事監査を含めた会社全体の内部監査業務を担っております。

 
⑦ 会計監査の状況

当社は株主総会で選任されたEY新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引

法に基づく会計監査を受けております。

会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続監査年数、並びに監査業務に係る補助

者の構成は、以下のとおりであります。

 
(a) 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続監査年数

公認会計士の氏名等 所属する監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員

矢崎 弘直

EY新日本有限責任監査法人

白取　一仁
 

(注) 継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

 
(b) 監査業務における補助者

公認会計士　６名　その他　９名

 
⑧ 監査役及び内部監査、並びに会計監査人の連携

監査役及び内部監査室長、並びに会計監査人は、其々が独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効か

つ効率的に進めるため、定期的に意見交換を行っており、監査の実効性向上に努めております。

当社監査役は、会計監査人より各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受けており、また、必要に

応じて適宜情報交換を行うなど、緊密に連携を図っております。

当社監査役は、内部監査室長より、各事業年度の内部監査計画及び内部監査結果について報告を受けており、

また、必要に応じて適宜情報交換を行うなど、緊密に連携を図っております。

⑨ 内部統制システムの整備の状況等

当社の内部統制システムといたしましては、コーポレート・ガバナンスの健全性を保つため、基本方針を以下

のように定め、各職務を執行しております。

(a) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・ 当社は、経営理念を実践するために企業行動憲章等を定め、遵守するべき行動規範を、全ての役職員に周

知し、その精神の理解と実践の徹底を求め、法令遵守と企業倫理の維持（以下「コンプライアンス」とい

う）をあらゆる事業活動の前提とする。

・ 当社は、コンプライアンスの徹底、適正なリスク管理及び財務報告に係る内部統制の体制整備などを行

い、法令、定款並びに社内諸規程の遵守を監視し、徹底するために内部統制委員会を設置する。

・ 社長直属の独立組織として内部監査室を設置し、定例監査を実施することにより、業務の有効性と効率

性、財務報告の信頼性、資産の保全、コンプライアンスの実施状況及びリスクマネジメントの妥当性と有

効性について客観的に評価し、必要に応じて制度の整備及び運用の改善に向けた助言・提言を行うことに

より内部統制の有効性を確保する。

・ 当社は、コンプライアンス問題に関する通報・相談窓口として、社内外に常設のコンプライアンス・ホッ

トラインを設置して、使用人等からの通報・相談を受けることによりコンプライアンス問題の早期発見と

是正に努める。

・ 当社は、財務報告の信頼性を確保するために内部統制の体制整備を行い、適切に運用する。

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・ 当社は、文書取扱の統轄管理責任者を任命し、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書の他、取締

役の職務の執行に係わる情報を含む重要な文書等は、諸法令等及び文書管理規程等に基づき適切に保存及

び管理を行う。
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(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・ 当社は、リスク管理基本方針と関連規程に基づき、リスク管理を行う。リスク管理は内部統制委員会が統

括・推進する。また、緊急事態においては代表取締役社長を対策本部長とした対策本部を設置して迅速に

対応する。

(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・ 取締役及び使用人は、「取締役会規程」及び「決裁規程」等に基づき適正かつ効率的に職務を執行する。

・ 当社は、代表取締役社長の適時かつ的確な意思決定に資するため、「経営執行会議規程」に基づき、経営

執行会議を定期的に開催して重要議案の審議を行う。

・ 当社は、中長期経営計画を策定し事業を展開する。また、年度ごとの事業計画において数値目標を定め、

月次決算により、その達成状況を管理するとともに取締役に報告する。

(e) 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方

・ 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力を毅然として拒絶し、会社事業へのいかなる

関与も許さない。

(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

・　監査役は、必要に応じて監査役を補助する使用人の任命を代表取締役社長に要請することができるものと

し、代表取締役社長は、その要請を受けた場合には、適切な使用人を任命する。

(g）監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立及び監査役の指示の実効性の確保に関する事項

・　監査役の業務を補助する使用人は、その補助業務に関しては監査役以外からの指揮命令を受けない。

・　監査役を補助する使用人の人事考課、人事異動及び懲戒等については監査役会の事前の同意を得るものと

する。

(h）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに監査役の監査

が実効的に行われることを確保するための体制等

・　取締役及び使用人は、当社に著しい損害又は影響を及ぼす事実を発見した場合には速やかに監査役に報告

する。

・　監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するため、取締役会の他、経営執行会議その

他の重要な会議への出席並びに重要な決裁書類及び契約書の閲覧など、監査に必要と自己が判断する一切

の事項を実施することができる。

・　監査役は、業務執行取締役及び重要な職責にある使用人から会社事業の運営状況について情報を得るため

に個別に聞き取りを実施することができる。

・　監査役は、代表取締役社長、会計監査人それぞれとの間で意見交換を定期的に行う。

・　当社は、監査役に報告を行ったものに対し、報告を行ったことを理由とするいかなる不利益な処遇又は不

当な処分を行わない。

(i）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・　監査役がその職務の執行について、会社法３８８条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当社は

当該請求に係る費用又は債務が監査役の職務の執行に必要でないことが明らかである場合を除き、遅滞な

く当該費用を負担し、又は当該債務を処理する。

・　監査役がその職務の執行に関し弁護士、公認会計士等の外部専門家に意見を求め、又は助言を得ることが

必要と判断した場合には、当社はその費用の支出を認め負担する。
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⑩ 取締役等に対する報酬

当事業年度に計上した当社の取締役及び監査役の報酬等は以下のとおりです。

役員区分
報酬の総額

 (千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる

役員の員数

(人)基本報酬
ストック

オプション
賞与 退職慰労金

取締役

(うち社外取締役)

(注)１、２、４

144,150

(43,455)

83,005

(22,820)

61,144

(20,635)

―

(―)

―

(―)

８名

(６名)

監査役

(うち社外監査役)

(注)３、４

19,821

(19,821)

19,821

(19,821)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

４名

(４名)
 

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、2005年８月３日開催の臨時株主総会において、年額１億3,000万円以内と決議

いただいております。また別枠で、2014年３月27日開催の第９期定時株主総会において、ストックオプ

ションとしての新株予約権に関する報酬等として年額8,000万円以内（2016年３月30日開催の第11期定時株

主総会において、当該年額8,000万円以内のうち社外取締役につき3,000万円以内）の範囲で付与する旨を

決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、2011年６月30日開催の臨時株主総会において、年額3,000万円以内とする旨を

決議いただいております。

４．上記には、2018年３月29日開催の第13期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名、監査役

１名を含んでおります。

 
⑪ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

取締役 松本茂外志に新株予約権250個を付与しております。この他は。当社と社外取締役及び社外監査役との

間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する重要な事項はありません。

 
⑫ 取締役の責任免除

当社は、会社法第423条第１項につき、取締役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役

割を果たし得るようにするため、取締役会の決議により取締役の責任を免除する決議ができることを定款におい

て定めております。

 
⑬ 監査役の責任免除

当社は、会社法第423条第１項につき、監査役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役

割を果たし得るようにするため、取締役会の決議により監査役の責任を免除する決議ができることを定款におい

て定めております。

 
⑭ 取締役との責任限定契約の内容の概要

当社と各取締役（業務執行取締役等である者は除く）は、会社法第427条第１項に基づき、会社法第423条第１

項の責任につき、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円または法令が定

める額のいずれか高い額を限度として責任を負担するとする責任限定契約を締結しております。

 
⑮ 監査役との責任限定契約の内容の概要

当社と各監査役は、会社法第427条第１項に基づき、会社法第423条第１項の責任につき、当該監査役が職務を

行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として

責任を負担するとする責任限定契約を締結しております。

 
⑯ 取締役の定数・取締役の選解任の決議要件に関する別段の定め

当社は、取締役の定数につき、10名以内とする旨を定款に定めています。

また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、定款に定めています。

取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を、定款に定めています。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
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⑰ 監査役の定数・監査役の選解任の決議要件に関する別段の定め

当社は、監査役の定数につき、４名以内とする旨を定款に定めています。

また、監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、定款に定めています。

監査役の解任決議については、会社法と異なる別段の定めはありません。

 
⑱ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役または社外監査役を

選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたも

のはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外

役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、それぞれの職

務での豊富な経験・知識に基づく視点を生かし、客観的・中立的な立場から経営の監視と助言を行うことができ

る人材を選任しております。

社外取締役は、製薬業界等での豊富な経験で培われた知識を企業経営全般に活かし、取締役会の透明性の向上

及び監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことが期待できるものと考えております。

また、社外監査役は、独立した立場からそれぞれの豊富な経験・知見を生かし、取締役会において積極的に発

言することで経営の監視機能を果たしており、他の監査役、内部監査部門、会計監査人等と連携し、経営監視機

能の充実に努めております。

 
⑲ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件につい

て、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２

以上をもって行う旨を、定款に定めています。

 
⑳ 中間配当

当社は、「取締役会の決議によって、毎年６月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款

に定めております。また、期末配当・中間配当のほか、「基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。」

旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
(千円)

非監査業務に基づく報酬
(千円)

監査証明業務に基づく報酬
(千円)

非監査業務に基づく報酬
(千円)

15,500 ― 15,500 ―
 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

前事業年度

該当事項はありません。

当事業年度

該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前事業年度

 該当事項はありません。

当事業年度

 該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

監査人員数、監査日程等を勘案した上で決定し、監査役会において同意しております。
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第５ 【経理の状況】

 

１．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて作成

しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2018年１月１日から2018年12月31日まで)の

財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。なお、新日本有限責任監査法人は、

2018年７月１日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。

 
３．連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)第５条第２項により、当社で

は、子会社（１社）の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団

の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものと

して、連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。

　①資産基準　　　　　 0.0%

　②売上高基準　　　　 0.0%

　③利益基準　　　　 △0.0%

　④利益剰余金基準　 △0.0%

　※会社間項目の消去後の数値により算出しております。

 

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を

適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財

務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加するなどの取組みを行っております。
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１ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

（2017年12月31日）
当事業年度

（2018年12月31日）

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,947,059 4,821,355

  売掛金 489,874 411,720

  商品及び製品 362,514 533,824

  貯蔵品 558 589

  前払費用 73,720 83,372

  立替金 18,760 31,147

  未収消費税等 98,440 124,855

  為替予約 15,844 －

  その他 29,749 31,624

  流動資産合計 4,036,522 6,038,490

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 35,521 46,198

    減価償却累計額 △7,034 △9,427

    建物（純額） 28,486 36,771

   工具、器具及び備品 49,291 59,541

    減価償却累計額 △30,968 △39,361

    工具、器具及び備品（純額） 18,322 20,180

   建設仮勘定 64 －

   有形固定資産合計 46,873 56,951

  無形固定資産   

   ソフトウエア 65,583 50,946

   ソフトウエア仮勘定 3,295 20,430

   無形固定資産合計 68,878 71,376

  投資その他の資産   

   子会社株式 0 0

   長期前払費用 14,209 1,225

   敷金及び保証金 85,799 71,378

   投資その他の資産合計 100,008 72,604

  固定資産合計 215,761 200,932

 資産合計 4,252,284 6,239,423

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 604,382 726,100

  未払金 330,867 503,637

  未払法人税等 54,813 71,249

  為替予約 － 16,427

  その他 21,427 18,926

  流動負債合計 1,011,490 1,336,342

 固定負債   

  退職給付引当金 1,392 1,281

  固定負債合計 1,392 1,281

 負債合計 1,012,882 1,337,623
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           (単位：千円)

          
前事業年度

（2017年12月31日）
当事業年度

（2018年12月31日）

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 10,761,676 12,972,579

  資本剰余金   

   資本準備金 10,731,676 12,942,579

   資本剰余金合計 10,731,676 12,942,579

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △18,790,705 △21,543,238

   利益剰余金合計 △18,790,705 △21,543,238

  自己株式 △17 △17

  株主資本合計 2,702,629 4,371,902

 新株予約権 536,772 529,897

 純資産合計 3,239,402 4,901,799

負債純資産合計 4,252,284 6,239,423
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
（自　2017年１月１日

　　至　2017年12月31日）

当事業年度
（自　2018年１月１日

　　至　2018年12月31日）

売上高   

 商品売上高 3,444,206 3,809,874

 権利収入 － 25,656

 売上高合計 3,444,206 3,835,530

売上原価   

 商品期首たな卸高 272,725 362,514

 当期商品仕入高 2,588,681 2,968,586

 仕入値引及び戻し高 85,951 134,614

 合計 2,775,455 3,196,486

 商品期末たな卸高 362,514 ※1  533,824

 商品売上原価 2,412,940 2,662,661

売上総利益 1,031,266 1,172,869

販売費及び一般管理費 ※2、※3  4,978,327 ※2、※3  3,828,941

営業損失（△） △3,947,061 △2,656,072

営業外収益   

 受取利息 3,092 525

 保険配当金 1,339 1,501

 還付加算金 － 116

 その他 75 54

 営業外収益合計 4,506 2,196

営業外費用   

 支払手数料 9,090 11,100

 株式交付費 14,477 29,650

 為替差損 10,421 54,103

 その他 240 －

 営業外費用合計 34,229 94,854

経常損失（△） △3,976,784 △2,748,730

特別利益   

 新株予約権戻入益 17,414 9,826

 特別利益合計 17,414 9,826

特別損失   

 固定資産除却損 － ※4  9,829

 減損損失 ※5  14,692 －

 特別損失合計 14,692 9,829

税引前当期純損失（△） △3,974,062 △2,748,733

法人税、住民税及び事業税 3,800 3,800

法人税等合計 3,800 3,800

当期純損失（△） △3,977,862 △2,752,533
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③ 【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 2017年１月１日 至 2017年12月31日)

 

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 9,948,298 9,918,298 9,918,298 △14,812,843 △14,812,843 △17 5,053,735

当期変動額        

新株の発行（新株予

約権の行使）
813,378 813,378 813,378    1,626,756

当期純損失（△）    △3,977,862 △3,977,862  △3,977,862

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

       

当期変動額合計 813,378 813,378 813,378 △3,977,862 △3,977,862 － △2,351,105

当期末残高 10,761,676 10,731,676 10,731,676 △18,790,705 △18,790,705 △17 2,702,629
 

 

 新株予約権 純資産合計

当期首残高 431,135 5,484,870

当期変動額   

新株の発行（新株予

約権の行使）
 1,626,756

当期純損失（△）  △3,977,862

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

105,637 105,637

当期変動額合計 105,637 △2,245,468

当期末残高 536,772 3,239,402
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 当事業年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日)

 

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 10,761,676 10,731,676 10,731,676 △18,790,705 △18,790,705 △17 2,702,629

当期変動額        

新株の発行（新株予

約権の行使）
2,210,903 2,210,903 2,210,903    4,421,806

当期純損失（△）    △2,752,533 △2,752,533  △2,752,533

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

       

当期変動額合計 2,210,903 2,210,903 2,210,903 △2,752,533 △2,752,533 － 1,669,273

当期末残高 12,972,579 12,942,579 12,942,579 △21,543,238 △21,543,238 △17 4,371,902
 

 

 新株予約権 純資産合計

当期首残高 536,772 3,239,402

当期変動額   

新株の発行（新株予

約権の行使）
 4,421,806

当期純損失（△）  △2,752,533

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

△6,875 △6,875

当期変動額合計 △6,875 1,662,397

当期末残高 529,897 4,901,799
 

　

EDINET提出書類

シンバイオ製薬株式会社(E24682)

有価証券報告書

107/146



④ 【キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自　2017年１月１日
　至　2017年12月31日)

当事業年度
(自　2018年１月１日
　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純損失（△） △3,974,062 △2,748,733

 減価償却費 29,569 34,699

 差入保証金償却額 1,117 1,186

 株式報酬費用 121,205 122,944

 減損損失 14,692 －

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △4 △111

 受取利息 △3,092 △525

 為替差損益（△は益） 42,195 47,032

 支払手数料 9,090 11,100

 株式交付費 14,477 29,650

 新株予約権戻入益 △17,414 △9,826

 固定資産除却損 － 9,829

 売上債権の増減額（△は増加） △2,403 78,154

 たな卸資産の増減額（△は増加） △89,789 △171,310

 前払費用の増減額（△は増加） 7,437 △9,696

 立替金の増減額（△は増加） 47,705 △12,386

 未収消費税等の増減額（△は増加） △63,674 △26,414

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △21,038 30,366

 長期前払費用の増減額（△は増加） 5,495 4,928

 仕入債務の増減額（△は減少） 282,522 121,718

 未払金の増減額（△は減少） △208,540 155,185

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 7,274 13,935

 その他 309 －

 小計 △3,796,925 △2,318,271

 利息及び配当金の受取額 3,132 524

 コミットメントフィーの支払額 △19,200 △3,000

 法人税等の支払額 △3,800 △3,800

 営業活動によるキャッシュ・フロー △3,816,793 △2,324,547

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △10,657 △31,932

 無形固定資産の取得による支出 △46,364 △7,837

 敷金及び保証金の差入による支出 △23,550 △159

 敷金及び保証金の回収による収入 3,065 13,747

 投資活動によるキャッシュ・フロー △77,507 △26,180

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 1,146,042 4,278,712

 新株予約権の発行による収入 32,560 23,100

 株式の発行による支出 △14,372 △29,755

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,164,230 4,272,056

現金及び現金同等物に係る換算差額 △42,195 △47,032

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,772,266 1,874,296

現金及び現金同等物の期首残高 5,719,325 2,947,059

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,947,059 ※1  4,821,355
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定)によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しておりま

す。

４．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物                   ３～18年

工具、器具及び備品     ５～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づいております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

５．繰延資産の処理方法

 株式交付費及び社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

６．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

７．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

なお、当事業年度においては、過去の貸倒実績及び回収不能と見込まれる債権残高がないため計上しておりませ

ん。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見積り額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を

用いた簡便法を適用しております。

８．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
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(未適用の会計基準等)

・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年３月30日)

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年３月30日)

 
(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

 
(2) 適用予定日

2022年12月期の期首より適用予定であります。

 
(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

 
(貸借対照表関係)

   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(2017年12月31日)

当事業年度
(2018年12月31日)

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

1,350,000千円 1,350,000千円

借入実行残高 ― ― 

差引額 1,350,000 1,350,000 
 

 

(損益計算書関係)

※１　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており

ます。

 

 
前事業年度

(自 2017年１月１日
至 2017年12月31日)

当事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)

 ― 千円 121,317千円
 

上記は、トレアキシン®25mgの特定のバッチについて、外観不良が認められ、販売不能と判断したためたな卸資

産評価損を計上したものです。

 
※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度6.1％、当事業年度10.6％、一般管理費に属する費用のおおよ

その割合は前事業年度93.9％、当事業年度89.4％であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 2017年１月１日
至 2017年12月31日)

当事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)

役員報酬 166,292千円 163,971千円

給与手当 387,415 339,859 

退職給付費用 769 663 
研究開発費 3,017,812 1,832,746 
減価償却費 11,322 18,787 

支払報酬 567,117 443,679 

販売促進費 303,867 405,467 
 

 
※３ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額
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前事業年度

(自 2017年１月１日
至 2017年12月31日)

当事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)

 3,017,812千円 1,832,746千円
 

 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

　

 
前事業年度

(自 2017年１月１日
至 2017年12月31日)

当事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)

建物附属設備 ―千円 9,829千円
 

 

※５ 減損損失

　　　前事業年度(自 2017年１月１日 至 2017年12月31日)

　　　前事業年度において、当社は以下のとおり減損損失を計上いたしました。

 

場所 用途 種類 減損損失

本社（東京都港区） 遊休資産 工具、器具及び備品 14,692千円
 

　遊休資産について今後の使用見込みがないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

として特別損失に計上いたしました。なお、遊休資産の回収可能価額は零のため、帳簿価額の全額を減損損失と

して特別損失に計上しております。

 
　　　当事業年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日)

 　　 該当事項はありません。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2017年１月１日 至 2017年12月31日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

発行済株式     

 普通株式 46,530,824 7,518,400 ― 54,049,224

合計 46,530,824 7,518,400 ― 54,049,224

自己株式     

 普通株式 75 ― ― 75

合計 75 ― ― 75
 

　(注) 　　普通株式の増加7,518,400株は、新株予約権の権利行使によるものです。

 
２．新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業
年度末残高
(千円)当事業

年度期首
増加 減少

当事業
年度末

提出会社

第34回新株予約権 普通株式 975,800 ― 975,800 ― ―

第39回新株予約権 普通株式 4,472,000 ― 301,000 4,171,000 9,118

第42回新株予約権 普通株式 ― 8,800,000 5,034,800 3,765,200 13,931

第３回無担保転換社
債型新株予約権付社
債

普通株式 2,132,708 ― 2,132,708 ― (注) ２

ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

― ― ― ― ― 513,723

合計 7,580,508 8,800,000 8,444,308 7,936,200 536,772
 

(注) １． ストック・オプションとしての新株予約権の、新株予約権の目的となる株式の種類及び新株予約権の目

　　的となる株式の数については、(ストック・オプション等関係)に記載しております。

　    ２． 第３回無担保転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

 

(変動事由の概要)

第34回新株予約権の権利行使期間満了による減少　975,800株

第39回新株予約権の権利行使による減少　301,000株

第42回新株予約権の発行による増加　8,800,000株

第42回新株予約権の権利行使による減少　5,034,800株

第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による減少　2,132,700株

 

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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当事業年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

発行済株式     

 普通株式 54,049,224 28,349,700 ― 82,398,924

合計 54,049,224 28,349,700 ― 82,398,924

自己株式     

 普通株式 75 ― ― 75

合計 75 ― ― 75
 

　(注) 　　普通株式の増加28,349,700株は、新株予約権の権利行使によるものです。

 
２．新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業
年度末残高
(千円)当事業

年度期首
増加 減少

当事業
年度末

提出会社

第39回新株予約権 普通株式 4,171,000 ― 4,171,000 ― ―

第42回新株予約権 普通株式 3,765,200 ― 3,765,200 ― ―

第45回新株予約権 普通株式 ― 20,000,000 20,000,000 ― ―

第46回新株予約権 普通株式 ― 15,000,000 ― 15,000,000 6,600

第47回新株予約権  普通株式 ― 15,000,000 ― 15,000,000 5,700

ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

― ― ― ― ― 517,597

合計 7,936,200 50,000,000 27,936,200 30,000,000 529,897
 

(注) １． ストック・オプションとしての新株予約権の、新株予約権の目的となる株式の種類及び新株予約権の目

　　的となる株式の数については、(ストック・オプション等関係)に記載しております。

 

(変動事由の概要)

第39回新株予約権の権利行使による減少　4,171,000株

第42回新株予約権の権利行使による減少　3,765,200株

第45回新株予約権の発行による増加　20,000,000株

第45回新株予約権の権利行使による減少　20,000,000株

第46回新株予約権の発行による増加　15,000,000株

第47回新株予約権の発行による増加　15,000,000株

 

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前事業年度

(自 2017年１月１日
至 2017年12月31日)

当事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)

現金及び預金勘定 2,947,059千円 4,821,355千円

現金及び現金同等物 2,947,059 4,821,355 
 

 

　２．重要な非資金取引の内容

転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

 
前事業年度

(自 2017年１月１日
至 2017年12月31日)

当事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)

新株予約権の行使による
資本金増加額

225,000千円 ―千円

新株予約権の行使による
資本準備金増加額

225,000 ― 

新株予約権の行使による
社債の減少額

450,000 ― 
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(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、パイプラインの開発計画に照らし、必要な資金(主に第三者割当及び募集による株式発行)を調達してお

ります。一時的な余資は、安全性を最優先に流動性の高い金融資産で運用しております。

デリバティブ取引は、社内規程で定められた範囲を対象に行い、原則として投機的な取引は行わない方針であり

ます。
　

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金、共同開発に係る立替金は、顧客ないし共同開発パートナーの信用リスクに晒されており

ます。また、外貨建の営業債権については、為替の変動リスクに晒されております。

有価証券は、元本割れのリスクを極力排した商品を選定しておりますが、市場価格の変動リスクはゼロではあり

ません。

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが75日以内の支払期日であります。また、外貨建の営業債務

については、為替の変動リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、為替変動リスクを回避するために行っており、外貨建金銭債権債務の残高や外貨建営業取

引に係る輸出入実績等を踏まえ、社内規程で定められた範囲内での為替予約取引を利用しております。

敷金及び保証金については、そのほとんどが事務所の賃貸に係る保証金であり、その返還に関しては賃貸人の信

用リスクに左右されます。
　

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

営業債権については、与信管理規程に従い、マーケティング部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリング

し、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を

図っております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関

とのみ取引を行っております。

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

預金については、高い信用格付けを有する金融機関を中心に取引を行っております。

有価証券については、資金管理規程に従い、一定程度を上回る格付けや運用期間等で、元本割れリスクを極力

排しております。

外貨建債権債務については、為替の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。

デリバティブ取引については、社内規程で定められた決裁手続きを経て、財務経理部が実行及び管理を行って

おります。月次の取引実績は、経営執行会議に報告しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払実行できなくなるリスク)の管理

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維

持などにより流動性リスクを管理しております。
　

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に

関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
　

(5) 信用リスクの集中

当事業年度の決算日現在における営業債権の100％が特定の大口顧客に対するものであります。
　

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め

て困難と認められるものは含まれておりません((注)２．参照)。
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前事業年度(2017年12月31日)

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

(1) 現金及び預金 2,947,059 2,947,059 ―

(2) 売掛金 489,874 489,874 ―

(3) 立替金 18,760 18,760 ―

 資産計 3,455,694 3,455,694 ―

(1) 買掛金 604,382 604,382 ―

(2) 未払金 330,867 330,867 ―

(3) 未払法人税等 54,813 54,813 ―

 負債計 990,062 990,062 ―

 デリバティブ取引計
(*) 15,844 15,844 ―

 

(＊)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

　　ついては、（ ）で示しております。　

　

当事業年度(2018年12月31日)

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

(1) 現金及び預金 4,821,355 4,821,355 ―

(2) 売掛金 411,720 411,720 ―

(3) 立替金 31,147 31,147 ―

 資産計 5,264,223 5,264,223 ―

(1) 買掛金 726,100 726,100 ―

(2) 未払金 503,637 503,637 ―

(3) 未払法人税等 71,249 71,249 ―

 負債計 1,300,988 1,300,988 ―

 デリバティブ取引計
(*) (16,427) (16,427) ―

 

(＊)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

　　ついては、（ ）で示しております。　
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(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2)売掛金、(3) 立替金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

負 債

(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

　

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

  (単位：千円)

区分
前事業年度

(2017年12月31日)
当事業年度

(2018年12月31日)

敷金及び保証金 85,799 71,378
 

敷金及び保証金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため上表に

含めておりません。

　

３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(2017年12月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

預金 2,946,982 ― ― ―

売掛金 489,874 ― ― ―

立替金 18,760 ― ― ―

合計 3,455,617 ― ― ―
 

　

当事業年度(2018年12月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

預金 4,821,265 ― ― ―

売掛金 411,720 ― ― ―

立替金 31,147 ― ― ―

合計 5,264,133 ― ― ―
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(デリバティブ取引関係)

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

前事業年度(2017年12月31日)

区分 取引の種類
契約額等
(千円)

契約額等のうち
１年超
(千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

市場取
引以外
の取引

為替予約取引     

買建     

ユーロ 1,366,477 ― 15,844 15,844

合計 1,366,477 ― 15,844 15,844
 

(注) 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

　

当事業年度(2018年12月31日)

区分 取引の種類
契約額等
(千円)

契約額等のうち
１年超
(千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

市場取
引以外
の取引

為替予約取引     

買建     

ユーロ 578,438 ― △16,427 △16,427

合計 578,438 ― △16,427 △16,427
 

(注) 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

　

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

シンバイオ製薬株式会社(E24682)

有価証券報告書

118/146



 

(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要　

確定拠出型年金制度を採用しておりますが、一部の従業員については、退職金規程に基づく退職一時金制度（非積

立型制度であります。）を採用しております。

 なお、当社が有する退職金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

 
２．簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

（千円）

 前事業年度
(自　2017年１月１日
至　2017年12月31日)

当事業年度
(自　2018年１月１日
至　2018年12月31日)

退職給付引当金の期首残高 1,396 1,392

退職給付費用 147 325

退職給付の支払額 △151 △436

退職給付引当金の期末残高 1,392 1,281
 

　

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

（千円）
 前事業年度

(2017年12月31日)
当事業年度

(2018年12月31日)

非積立型制度の退職給付債務 1,392 1,281

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,392 1,281

   

退職給付引当金 1,392 1,281

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,392 1,281
 

 
(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用　　　　 前事業年度147千円   当事業年度325千円
　

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度1,836千円、当事業年度1,942千円でありました。

 
(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションによる費用計上額及び科目名

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自 2017年１月１日
至 2017年12月31日)

当事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)

販売費及び一般管理費 121,205 122,944
 

 

２．権利放棄による失効により利益として計上した金額及び科目名

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自 2017年１月１日
至 2017年12月31日)

当事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)

新株予約権戻入益 14,077 9,826
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３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 第17回 第19回

付与対象者の区分及び人数
当社取締役     ３名
当社監査役     １名 合計４名

社外協力者     ２名

株式の種類別の
ストック・オプションの数

普通株式 72,000株 普通株式 12,500株

付与日 2009年３月18日 2009年３月18日

権利確定条件

１．権利行使時において、当社の
取締役、監査役、顧問もしく
は従業員の地位を有している
こと。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職、別途取締
役会が認めた場合及び社外協
力者の場合はこの限りではな
い。

２．当社株式が、証券取引所に株
式公開していること。

同左

対象勤務期間
対象勤務期間は定められておりま
せん。

同左

権利行使期間
2011年３月19日から
2019年３月18日まで

2011年３月19日から
2019年３月18日まで

 

 

 第20回 第21回

付与対象者の区分及び人数
当社取締役     ６名
当社監査役     １名 合計７名

当社従業員     50名

株式の種類別の
ストック・オプションの数

普通株式 361,000株 普通株式 326,500株

付与日 2010年３月31日 2010年３月31日

権利確定条件

１．権利行使時において、当社の
取締役、監査役、顧問もしく
は従業員の地位を有している
こと。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職、別途取締
役会が認めた場合及び社外協
力者の場合はこの限りではな
い。

２．当社株式が、証券取引所に株
式公開していること。

同左

対象勤務期間
対象勤務期間は定められておりま
せん。

同左

権利行使期間
2012年４月１日から
2020年３月31日まで

2012年４月１日から
2020年３月31日まで
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 第22回 第23回

付与対象者の区分及び人数 社外協力者     13名 当社従業員     ９名

株式の種類別の
ストック・オプションの数

普通株式 153,000株 普通株式 32,000株

付与日 2010年３月31日 2010年10月15日

権利確定条件

１．権利行使時において、当社の
取締役、監査役、顧問もしく
は従業員の地位を有している
こと。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職、別途取締
役会が認めた場合及び社外協
力者の場合はこの限りではな
い。

２．当社株式が、証券取引所に株
式公開していること。

同左

対象勤務期間
対象勤務期間は定められておりま
せん。

同左

権利行使期間
2012年４月１日から
2020年３月31日まで

2012年10月15日から
2020年10月14日まで

 

 

 第24回 第25回

付与対象者の区分及び人数 当社取締役     ５名 当社従業員     59名

株式の種類別の
ストック・オプションの数

普通株式 192,000株 普通株式 195,000株

付与日 2011年３月31日 2011年３月31日

権利確定条件

 
１．権利行使時において、当社の

取締役、監査役、顧問もしく
は従業員の地位を有している
こと。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職、別途取締
役会が認めた場合及び社外協
力者の場合はこの限りではな
い。

２．当社株式が、証券取引所に株
式公開していること。

同左

対象勤務期間
対象勤務期間は定められておりま
せん。

同左

権利行使期間
2013年３月31日から
2021年３月30日まで

2013年３月31日から
2021年３月30日まで
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 第26回 第27回

付与対象者の区分及び人数 当社取締役     ４名 当社従業員     70名

株式の種類別の
ストック・オプションの数

普通株式 362,500株 普通株式 430,700株

付与日 2012年５月２日 2012年５月２日

権利確定条件

当社と対象者との間で締結する
「新株予約権割当契約書」には特
段の定めがないが、権利行使条件
の中に権利確定条件とみなされる
条件が含まれております。権利行
使条件は※(1)～(6)のとおり

同左

対象勤務期間
権利行使条件の※(2)及び(5)を満
たす期間

同左

権利行使期間
2014年４月18日から
2022年４月17日まで

2014年４月18日から
2022年４月17日まで

 

 

 第30回 第31回

付与対象者の区分及び人数 当社取締役     ５名 当社従業員     68名

株式の種類別の
ストック・オプションの数

普通株式 116,000株 普通株式 124,000株

付与日 2013年５月29日 2013年５月29日

権利確定条件

当社と対象者との間で締結する
「新株予約権割当契約書」には特
段の定めがないが、権利行使条件
の中に権利確定条件とみなされる
条件が含まれております。権利行
使条件は※(1)～(6)のとおり

同左

対象勤務期間
権利行使条件の※(2)及び(5)を満
たす期間

同左

権利行使期間
2015年５月15日から
2023年５月14日まで

2015年５月15日から
2023年５月14日まで
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 第32回 第33回

付与対象者の区分及び人数 当社取締役     ５名 当社従業員     68名

株式の種類別の
ストック・オプションの数

普通株式 252,000株 普通株式 330,000株

付与日 2014年４月30日 2014年４月30日

権利確定条件

当社と対象者との間で締結する
「新株予約権割当契約書」には特
段の定めがないが、権利行使条件
の中に権利確定条件とみなされる
条件が含まれております。権利行
使条件は※(1)(3)(4)(7)(8)のと
おり

同左

対象勤務期間
権利行使条件の※(7)を満たす期
間

同左

権利行使期間
2017年４月16日から
2024年４月15日まで

2017年４月16日から
2024年４月15日まで

 

 

 第35回 第36回

付与対象者の区分及び人数 当社取締役     ６名 当社従業員     61名

株式の種類別の
ストック・オプションの数

普通株式 204,200株 普通株式 312,000株

付与日 2015年４月10日 2015年４月10日

権利確定条件

当社と対象者との間で
締結する「新株予約権割当契約
書」には特段の定めがないが、権
利行使条件の中に権利確定条件と
みなされる条件が含まれておりま
す。権利行使条件は※(1)(3)(4)
(7)(8)のとおり

同左

対象勤務期間
権利行使条件の※(7)を満たす期
間

同左

権利行使期間
2018年３月27日から
2025年３月26日まで

2018年３月27日から
2025年３月26日まで
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 第37回 第38回

付与対象者の区分及び人数 当社取締役     ６名 当社従業員     73名

株式の種類別の
ストック・オプションの数

普通株式 236,500株 普通株式 395,000株

付与日 2016年４月14日 2016年４月14日

権利確定条件

当社と対象者との間で締結する
「新株予約権割当契約書」には特
段の定めがないが、権利行使条件
の中に権利確定条件とみなされる
条件が含まれております。権利行
使条件は※(1)(3)(4)(7)(8)のと
おり

同左

対象勤務期間
権利行使条件の※(7)を満たす期
間

同左

権利行使期間
2019年３月31日から
2026年３月30日まで

2019年３月31日から
2026年３月30日まで

 

 

 第40回 第41回

付与対象者の区分及び人数 当社取締役     ６名 当社従業員     71名

株式の種類別の
ストック・オプションの数

普通株式 280,000株 普通株式 451,200株

付与日 2017年４月24日 2017年４月24日

権利確定条件

当社と対象者との間で締結する
「新株予約権割当契約書」には特
段の定めがないが、権利行使条件
の中に権利確定条件とみなされる
条件が含まれております。権利行
使条件は※(1)(3)(4)(7)(8)のと
おり

同左

対象勤務期間
権利行使条件の※(7)を満たす期
間

同左

権利行使期間
2020年３月30日から
2027年３月29日まで

2020年３月30日から
2027年３月29日まで
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 第43回 第44回

付与対象者の区分及び人数 当社取締役     ６名 当社従業員     74名

株式の種類別の
ストック・オプションの数

普通株式 305,000株 普通株式 464,800株

付与日 2018年４月26日 2018年４月26日

権利確定条件

当社と対象者との間で締結する
「新株予約権割当契約書」には特
段の定めがないが、権利行使条件
の中に権利確定条件とみなされる
条件が含まれております。権利行
使条件は※(1)(3)(4)(7)(8)のと
おり

同左

対象勤務期間
権利行使条件の※(7)を満たす期
間

同左

権利行使期間
2021年３月30日から
2028年３月29日まで

2021年３月30日から
2028年３月29日まで

 

 

※(1) 各新株予約権の１個に満たない端数は行使できないものとする。

(2) 権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能となる。

＜第26回及び第27回新株予約権＞

(a) 2014年４月18日から2015年４月17日までは、付与された新株予約権の個数の４分の１を上限として権利を

行使することができる。

(b) 2015年４月18日から2016年４月17日までは、付与された新株予約権の個数の２分の１を上限として権利を

行使することができる。

(c) 2016年４月18日から2017年４月17日までは、付与された新株予約権の個数の４分の３を上限として権利を

行使することができる。

(d) 2017年４月18日から2022年４月17日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使すること

ができる。

＜第30回及び第31回新株予約権＞

(a) 2015年５月15日から2016年５月14日までは、付与された新株予約権の個数の４分の１を上限として権利を

行使することができる。

(b) 2016年５月15日から2017年５月14日までは、付与された新株予約権の個数の２分の１を上限として権利を

行使することができる。

(c) 2017年５月15日から2018年５月14日までは、付与された新株予約権の個数の４分の３を上限として権利を

行使することができる。

(d) 2018年５月15日から2023年５月14日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使すること

ができる。
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(3) 本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸

収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式

交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議

(会社法第319条により株主総会の決議があったものと見なされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会

の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者

は、権利行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権

を行使することができるものとする。

(4) 本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

(5) 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の

関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当す

る場合にはこの限りではない。

(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。

(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(c) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任また

は退職したものと取締役会が決議した場合。

(6) 本新株予約権者が

(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の２分の１を上限

として

(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として

当該新株予約権者の相続人において、当該相続開始の日から６ヶ月以内に限り、本新株予約権を行使することが

できるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使する

ことができないものとする。

(7) 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の

関係会社の取締役、または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合

にはこの限りではない。

(a) 当社または当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。

(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。

(c) 当社または当社の関係会社の取締役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職し

たものと取締役会が決議した場合。

(8) 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株

予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとす

る。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができない

ものとする。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度(2018年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につ

いては、株式数に換算して記載しております。

①  ストック・オプションの数

 第14回 第16回 第17回 第19回

付与日 2008年10月１日 2008年10月１日 2009年３月18日 2009年３月18日

権利確定前     

期首(株) ― ― ― ―

付与(株) ― ― ― ―

失効(株) ― ― ― ―

権利確定(株) ― ― ― ―

未確定残(株) ― ― ― ―

権利確定後     

期首(株) 28,000 70,000 4,000 2,500

権利確定(株) ― ― ― ―

権利行使(株) ― ― ― ―

失効(株) 28,000 70,000 ― ―

未行使残(株) ― ― 4,000 2,500
 

　

 第20回 第21回 第22回 第23回

付与日 2010年３月31日 2010年３月31日 2010年３月31日 2010年10月15日

権利確定前     

期首(株) ― ― ― ―

付与(株) ― ― ― ―

失効(株) ― ― ― ―

権利確定(株) ― ― ― ―

未確定残(株) ― ― ― ―

権利確定後     

期首(株) 344,500 141,500 153,000 10,000

権利確定(株) ― ― ― ―

権利行使(株) ― ― ― ―

失効(株) ― 8,000 ― ―

未行使残(株) 344,500 133,500 153,000 10,000
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 第24回 第25回 第26回 第27回

付与日 2011年３月31日 2011年３月31日 2012年５月２日 2012年５月２日

権利確定前     

期首(株) ― ― ― ―

付与(株) ― ― ― ―

失効(株) ― ― ― ―

権利確定(株) ― ― ― ―

未確定残(株) ― ― ― ―

権利確定後     

期首(株) 192,000 89,000 362,500 212,200

権利確定(株) ― ― ― ―

権利行使(株) ― ― ― ―

失効(株) ― 5,500 ― 16,900

未行使残(株) 192,000 83,500 362,500 195,300
 

　

 第30回 第31回 第32回 第33回

付与日 2013年５月29日 2013年５月29日 2014年４月30日 2014年４月30日

権利確定前     

期首(株) 21,250 10,925 ― ―

付与(株) ― ― ― ―

失効(株) ― 200 ― ―

権利確定(株) 21,250 10,725 ― ―

未確定残(株) ― ― ― ―

権利確定後     

期首(株) 94,750 47,975 252,000 136,600

権利確定(株) 21,250 10,725 ― ―

権利行使(株) ― ― 183,000 41,500

失効(株) ― 4,700 ― 7,000

未行使残(株) 116,000 54,000 69,000 88,100
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 第35回 第36回 第37回 第38回

付与日 2015年４月10日 2015年４月10日 2016年４月14日 2016年４月14日

権利確定前     

期首(株) 173,300 153,500 203,500 268,100

付与(株) ― ― ― ―

失効(株) ― ― ― 49,900

権利確定(株) 173,300 153,500 16,500 23,500

未確定残(株) ― ― 187,000 194,700

権利確定後     

期首(株) 30,900 29,500 33,000 15,000

権利確定(株) 173,300 153,500 16,500 23,500

権利行使(株) 148,000 41,000 ― ―

失効(株) ― 7,000 ― ―

未行使残(株) 56,200 135,000 49,500 38,500
 

　

 第40回 第41回 第43回 第44回

付与日 2017年４月24日 2017年４月24日 2018年４月26日 2018年４月26日

権利確定前     

期首(株) 280,000 391,100 ― ―

付与(株) ― ― 305,000 464,800

失効(株) ― 90,900 ― 60,500

権利確定(株) 40,000 26,000 ― 30,000

未確定残(株) 240,000 274,200 305,000 374,300

権利確定後     

期首(株) ― ― ― ―

権利確定(株) 40,000 26,000 ― 30,000

権利行使(株) ― ― ― ―

失効(株) ― ― ― ―

未行使残(株) 40,000 26,000 ― 30,000
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②  単価情報

 第14回 第16回 第17回 第19回

付与日 2008年10月１日 2008年10月１日 2009年３月18日 2009年３月18日

権利行使価格(円)
（注）１

1,169 1,169 1,169 1,169

行使時平均株価(円) ― ― ― ―

付与日における公正な
評価単価(円)

0 0 0 0
 

　

 第20回 第21回 第22回 第23回

付与日 2010年３月31日 2010年３月31日 2010年３月31日 2010年10月15日

権利行使価格(円)
（注）１

585 585 585 585

行使時平均株価(円) ― ― ― ―

付与日における公正な
評価単価(円)

0 0 0 0
 

　

 第24回 第25回 第26回 第27回

付与日 2011年３月31日 2011年３月31日 2012年５月２日 2012年５月２日

権利行使価格(円)
（注）１

682 682 555 555

行使時平均株価(円) ― ― ― ―

付与日における公正な
評価単価(円)
（注）２

0 0

① 179
② 187
③ 195
④ 202

① 179
② 187
③ 195
④ 202

 

　

 第30回 第31回 第32回 第33回

付与日 2013年５月29日 2013年５月29日 2014年４月30日 2014年４月30日

権利行使価格(円)
（注）１

（注）１　799　 （注）１　799 1 1

行使時平均株価(円) ― ― 185 183

付与日における公正な
評価単価(円)
（注）２

① 586
② 602
③ 617
④ 631

① 586
② 602
③ 617
④ 631

229 229

 

　

 第35回 第36回 第37回 第38回

付与日 2015年４月10日 2015年４月10日 2016年４月14日 2016年４月14日

権利行使価格(円) 1 1 1 1

行使時平均株価(円) 185 183 ― ―

付与日における公正な
評価単価(円)

306 306 272 272
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 第40回 第41回 第43回 第44回

付与日 2017年４月24日 2017年４月24日 2018年４月26日 2018年４月26日

権利行使価格(円) 1 1 1 1

行使時平均株価(円) ― ― ― ―

付与日における公正な
評価単価(円)

203 203 198 198

 

（注）１．ストック・オプションの行使価額を下回る払込金額にて2013年12月４日には公募増資を、2013年12月25日

には第三者割当増資をそれぞれ行なっております。そのため権利行使価格は、全て調整条項の適用により

価格を調整して記載しております。

２．①～④は、３(1)※(2)の権利行使期間の(a)～(d)に対応しております。

　

４．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　　当事業年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであ

り　　ます。

（１）使用した評価技法　　　ブラック・ショールズ方式

（２）主な基礎数値及び見積方法

 第43回 第44回

株価変動性（注）１ 56.95％ 56.95％

予想残存期間（注）２ 2.9年 2.9年

予想配当（注）３ 0円／株 0円／株

無リスク利子率（注）４ △0.12％ △0.12％
 

（注）１．2015年５月23日～2018年４月26日の株価実績に基づき算定しております。

２．新株予約権割当日から権利行使期間開始日までの期間を使用しております。

３．過去の配当実績が無いため、予想配当は０円と仮定しております。

４．予想残存期間に対応する国債の利回りであります。　

 
 ５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

過去の退職率の実績に基づき、権利不確定による失効数を見積もっております。
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(2017年12月31日)
当事業年度

(2018年12月31日)

繰延税金資産     

一括償却資産償却超過額 2,125千円 2,631千円

繰延資産償却超過額 1,080,219 799,994 

研究開発費否認 735,170 1,286,703 

未払金否認 1,189 1,755 

退職給付引当金否認 426 392 

未払事業税否認 16,329 28,516 

資産除去債務否認 933 1,188 

株式報酬費用否認 127,971 130,759 

減損損失否認 3,653 ― 

たな卸資産評価損否認 ― 37,438 

繰越欠損金 2,925,912 3,487,365

繰延税金資産小計 4,893,931 5,776,745 

評価性引当額 △4,893,931 △5,776,745 

繰延税金資産合計 ― ―  
 

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。

 

(資産除去債務関係)

当社は、賃貸事務所の不動産賃貸契約に基づく、退去時の原状回復に係る債務等を有しておりますが、当該契約に伴

う敷金及び保証金が資産に計上されていることから、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上

に代えて、当該敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度

の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前事業年度(自 2017年１月１日 至 2017年12月31日)及び当事業年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31

日)

当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を

省略しております。

　

【関連情報】

前事業年度(自 2017年１月１日 至 2017年12月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一のサービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 
２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 
３．主要な顧客ごとの情報

   

顧客の名称 売上高 関連するセグメント名

エーザイ株式会社 3,382,484千円
医薬品等の研究開発及び製造販売並
びにこれらの付随業務

 

　

当事業年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一のサービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 
２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 
３．主要な顧客ごとの情報

   

顧客の名称 売上高 関連するセグメント名

エーザイ株式会社 3,648,493千円
医薬品等の研究開発及び製造販売並
びにこれらの付随業務

 

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度(自 2017年１月１日 至 2017年12月31日)

事業セグメントが単一のため、記載を省略しております。

 

当事業年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日)

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度(自 2017年１月１日 至 2017年12月31日)及び当事業年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31

日)

該当事項はありません。
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【報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報】

前事業年度(自 2017年１月１日 至 2017年12月31日)及び当事業年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31

日)

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る）等

　

前事業年度(自　2017年１月１日　至　2017年12月31日)

該当事項はありません。

　

当事業年度(自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

 役員 吉田　文紀 ― ―
当社代表取締役

社長兼CEO
(被所有)
直接 4.18

―
ストックオプ
ションの権利

行使

87,526
 (331千株)

― ―

 

 (注) 2014年4月15日及び2015年3月26日開催の取締役会決議に基づき付与された、新株予約権の当事業年度におけ

る権利行使を記載しております。

 

EDINET提出書類

シンバイオ製薬株式会社(E24682)

有価証券報告書

134/146



 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自　2017年１月１日
至　2017年12月31日)

当事業年度
(自　2018年１月１日
至　2018年12月31日)

１株当たり純資産額 50円00銭 １株当たり純資産額 53円06銭

１株当たり当期純損失金額(△) △79円78銭 １株当たり当期純損失金額(△) △41円38銭
 

　(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

であるため、記載しておりません。

　

２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2017年１月１日
至 2017年12月31日)

当事業年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)

当期純損失(△)(千円) △3,977,862 △2,752,533

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純損失(△)(千円) △3,977,862 △2,752,533

期中平均株式数(株) 49,857,917 66,511,113

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

旧商法第280条ノ20、第
280条ノ21及び会社法第
236条、第238条、第239条
の規定に基づく新株予約
権24種類(新株予約権の数
11,686,800株)。

旧商法第280条ノ20、第
280条ノ21及び会社法第
236条、第238条、第239条
の規定に基づく新株予約
権24種類(新株予約権の数
33,758,300株)。

 

　

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(2017年12月31日)
当事業年度

(2018年12月31日)

純資産の部の合計額(千円) 3,239,402 4,901,799

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 536,772 529,897

(うち新株予約権(千円)) (536,772) (529,897)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 2,702,629 4,371,902

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数(株)

54,049,149 82,398,849
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(重要な後発事象)

１．当社は、2019年２月28日開催の取締役会において、2019年３月28日開催の第14回定時株主総会に株式併合及

び定款の一部変更に関する議案を付議することを決議し、同株主総会において承認されました。

 
（１） 株式併合の目的

当社の発行済株式総数は、当社設立以降、医薬品パイプラインの開発進展や開発候補品の増加等に伴い必要

となる研究開発活動、自社販売体制の構築のための人材確保、システム構築、物流・流通インフラ整備等、及

び新規開発候補品の導入に必要な資金調達を目的とした資本増強を図るための増資を行ってきた結果、2018年

12月31日現在で82,398,924株となっております。この株式数は当社の事業規模から見て多い状態にあると考え

ており、現状の株価水準も、東京証券取引所の有価証券上場規程第445条において望ましいとされる投資単位の

5万円以上50万円未満の範囲を大きく下回っております。また、1円当たりの株価変動率も相対的に大きく、投

機的対象として大きな株価の変動を招きやすい状態となっており、一般投資家の皆様への影響は小さくないと

認識しております。

このような状況を踏まえ、発行済株式総数を当社の規模に見合った水準とすることで、現状の株価水準から

望ましいとされる投資単位の水準に調整することを目的として、当社株式について４株を１株にする株式併合

を実施いたします。

 
（２） 株式併合の割合及び時期

2019年７月１日をもって2019年６月30日の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式数を普通株式４株に

付き１株の割合で併合いたします。

 
（３） 株式併合により減少する株式数

株式併合前の発行済株式総数（2018年12月31日現在） 82,398,924株

株式併合により減少する株式数 61,799,193株

株式併合後の発行済株式総数 20,599,731株
 

（注）「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式

総数及び株式の併合割合に基づき算出した理論値です。

 
（４）株式併合に伴う定款の一部変更

① 定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、2019年７月１日をもって、当社定款第６条の発行可能株式総数を変更いたします。

② 定款変更の内容

　変更の内容は以下のとおりであります。

 
 （下線は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更後定款

（発行可能株式総数）
第６条　当社の発行可能株式数は

　　　１億6,700万株とする。

 （発行可能株式総数）
第６条　当社の発行可能株式数は

 　　　　4,175万株とする。
 

 
（５）１株当たり情報に及ぼす影響

前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定した場合における(１株当たり情報)の各数値はそれぞれ

次のとおりであります。

前事業年度
(自　2017年１月１日
至　2017年12月31日)

当事業年度
(自　2018年１月１日
至　2018年12月31日)

１株当たり純資産額 200円01銭 212円23銭

１株当たり当期純損失(△) △319円14銭 △165円54銭
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

であるため、記載しておりません。

 
 
 
 

２．当社取締役に対するストックオプション（新株予約権）の発行について

当社は、2019年３月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社
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の取締役６名に対して、4,700個を上限とするストックオプション目的の新株予約権の発行(割当日：2019年４月

22日）を決議しました。

なお、詳細につきましては「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2)新株予約権等の状況」に記載して

おります。

 

３．当社従業員に対するストックオプション（新株予約権）の発行について

当社は、2019年３月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社

の従業員95名に対して、10,650個を上限とするストックオプション目的の新株予約権の発行(割当日：2019年４月

22日）を決議しました。

なお、詳細につきましては「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2)新株予約権等の状況」に記載して

おります。
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⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首
残高
(千円)

当期
増加額
(千円)

当期
減少額
(千円)

当期末
残高
(千円)

当期末減価
償却累計額

又は
償却累計額
(千円)

当期
償却額
(千円)

差引
当期末残高
(千円)

有形固定資産        

建物 35,521 21,677 11,000 46,198 9,427 3,208 36,771

工具、器具及び備品 49,291 10,249 － 59,541 39,361 8,392 20,180

建設仮勘定 64 － 64 － － － －

有形固定資産計 84,877 31,927 11,064 105,740 48,788 11,601 56,951

無形固定資産        

ソフトウエア 122,924 8,460 － 131,385 80,438 23,098 50,946

ソフトウエア仮勘定 3,295 20,430 3,295 20,430 － 　　－ 20,430

無形固定資産計 126,219 28,891 3,295 151,815 80,438 23,098 71,376

長期前払費用 14,209 － 12,983 1,225 － 　　－ 1,225
 

　(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物の増加 事務所用設備の取得等によるもの 21,677千円

工具、器具及び備品の増加 什器、ネットワーク機器の取得等によるもの 10,249千円

ソフトウェアの増加 業務用ソフトウェアの取得等によるもの 8,460千円

ソフトウエア仮勘定の増加 業務用ソフトウェアの取得等によるもの 20,430千円
 

 

３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物の減少 事務所設備の除却によるもの 11,000千円
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【社債明細表】

　 該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分 金額(千円)

現金 90

預金  

普通預金 3,470,602

定期預金 1,350,662

小計 4,821,265

合計 4,821,355
 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

エーザイ株式会社 309,199

InnoPharmax 77,121

Cephalon 25,400

合計 411,720
 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)

 
(Ａ)

当期発生高
(千円)

 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)

 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)

 
(Ｄ)

 
回収率(％)

 
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

 

 
滞留期間(日)

 
 (Ａ)＋(Ｄ)  
 ２  
 (Ｂ)  
 365  

 

489,874 4,104,441 4,182,595 411,720 91.04 40.09

 

　(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

　

③　商品及び製品

品目 金額(千円)

商品  

医薬品 533,824

合計 533,824
 

EDINET提出書類

シンバイオ製薬株式会社(E24682)

有価証券報告書

140/146



 

④　原材料及び貯蔵品

区分 金額(千円)

貯蔵品  

収入印紙 310

クオカード 163

切手 63

レターパック 53

合計 589
 

 

⑤　買掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

アステラス・ドイッチラント ＧｍｂＨ社 726,100

合計 726,100
 

 

⑥　未払金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

アステラス・ドイッチラント ＧｍｂＨ社 80,667

株式会社CACクロア 63,228

ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 41,970

エイツーヘルスケア株式会社 26,719

武州製薬株式会社 20,610

その他 270,440

合計 503,637
 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高(千円) 888,229 1,928,378 3,032,365 3,835,530

税引前四半期(当期)純損失
金額(△)(千円)

△758,742 △1,386,602 △1,937,992 △2,748,733

四半期(当期)純損失金額(△)
(千円)

△759,692 △1,388,502 △1,940,842 △2,752,533

１株当たり四半期(当期)純
損失金額(△)(円)

△13.28 △23.79 △31.31 △41.38
 

　

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純損失
金額(△)(円)

△13.28 △10.57 △7.99 △10.16
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 １月１日から12月31日

定時株主総会 事業年度終了後３ヶ月以内

基準日 12月31日

剰余金の配当の基準日
６月30日
12月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

取次所 ―

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告としております。ただし、やむを得ない事由により、
電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
公告掲載URL
https://www.symbiopharma.com/

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

(4) 単元未満株式の売渡請求をする権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度(第13期) (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) 2018年３月29日関東財務局長に提出

 

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2018年３月29日関東財務局長に提出

 

(3) 四半期報告書及び確認書

①第14期第１四半期 (自 2018年１月１日 至 2018年３月31日) 2018年５月11日関東財務局長に提出

②第14期第２四半期 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) 2018年８月８日関東財務局長に提出

③第14期第３四半期 (自 2018年７月１日 至 2018年９月30日) 2018年11月12日関東財務局長に提出

 

(4) 臨時報告書

　　①企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２(新株予約権証券の発行)に基づく臨時報告書

　2018年３月29日関東財務局長に提出

②企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)に基づく

　臨時報告書

　2018年３月30日関東財務局長に提出

 
(5) 臨時報告書の訂正報告書

　　①訂正報告書（上記(4)①臨時報告書の訂正報告書）　2018年４月26日関東財務局長に提出

②訂正報告書（上記(4)①臨時報告書の訂正報告書）　2018年４月27日関東財務局長に提出

 
(6) 有価証券届出書及びその添付書類

第三者割当による新株予約権発行　2018年４月９日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

　

2019年３月28日

シンバイオ製薬株式会社

取締役会  御中

　

EY新日本有限責任監査法人
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 矢   崎   弘   直 ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 白   取   一   仁 ㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるシンバイオ製薬株式会社の2018年１月１日から2018年12月31日までの第14期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明

細表について監査を行った。

 
財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シンバ

イオ製薬株式会社の2018年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
強調事項

１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2019年３月28日開催の取締役会において、取締役６名に対する

ストックオプション目的の新株予約権を、4,700個を上限として発行することを決議している。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2019年３月28日開催の取締役会において、従業員95名に対する

ストックオプション目的の新株予約権を、10,650個を上限として発行することを決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、シンバイオ製薬株式会社の

2018年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 
内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査意見

当監査法人は、シンバイオ製薬株式会社が2018年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し

て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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